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第１節 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、市の地域に係る風

水害等防災対策に関し必要な体制を確立するとともに、関係機関の総合的かつ計画的な対策の整備推進を図

り、住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護し、被害を軽減して郷土の保全と住民福祉の確保

を期することを目的とする。

なお、地震、津波防災計画は、別編とする。

第２節 計画の構成

この計画の実効性を図るため、次の項目をもって構成する。

１ 防災組織（第２章）

むつ市防災会議及びむつ市災害対策本部の組織、所掌事務等について定めるものである。

２ 災害予防計画（第３章）

風水害等の災害の発生を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するために必要な防災に関する施設の整

備、点検及び物資、資材の備蓄並びに防災に関する訓練等、災害対策について定めるものである。

３ 災害応急対策計画（第４章）

風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害の発生を防御し、又は災害の拡大を

防止するために必要な応急的措置及び救助活動について定めるものである。

４ 雪害対策、火山災害対策、事故災害対策計画（第５章）

雪害、火山災害、事故災害に係る予防対策及び応急対策について定めるものである。

５ 災害復旧計画（第６章）

災害復旧を実施するに当たっての基本的方針を定めるものである。
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第３節 計画の運用

市及び防災関係機関は、この計画を現実の風水害等の災害に迅速かつ的確に対処できるようにするため、

計画の修正、計画の習熟及び計画の細部的事項の整備を図る。

１ 計画の修正

この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき市の実情に合わせ毎年検討を加え、必要があると

認めるときは、青森県地域防災計画及び指定行政機関等が作成する防災業務計画に抵触しない範囲でこれ

を修正する。

２ 計画の習熟

市及び防災関係機関は、この計画の目的を完遂するため、平素、自ら若しくは関係機関と共同して調査

研究を行い、あるいは訓練の実施又はその他の方法により、この計画の習熟に努める。

３ 計画の細部的事項の整備

この計画に基づく防災上の諸活動に当たって、必要と認められる細部的事項については、市災害対策本

部の各部及び各防災関係機関において定める。
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第４節 各機関の実施責任

この計画において、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等並び

に住民の果たす責任について定める。

１ むつ市

市は、市の地域並びに市の住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護するため、防災の第一

次的責務者として、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力

を得て防災活動を実施する。

２ 青森県

(1) 県は、県の地域並びに県の住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護するため、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施

する。

また、災害が市域を越え広域にわたるとき、災害の規模が大きく市で処理することが不適当と認め

られるとき、市町村間の連絡調整が必要なときなどに、市及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、

かつ、その総合調整を行う。

(2) 県出先機関は、市の地域並びに市の住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護するため、

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動

を実施するとともに、市の防災活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等を行う。

３ 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、市の地域並びに市の住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護するた

め、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防災活動を実施するとともに、県及び市の

防災活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等を行う。

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施

するとともに、市の防災活動が円滑に行われるよう協力する。

５ 公共的団体等及び住民

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等は、平素から風水害等の災害予防体制の整備を図り、災害

時には災害応急対策活動を実施するとともに、市その他の防災関係機関の防災活動が円滑に行われるよう

協力する。

また、地域住民は、「自らの身の安全は自らが守る」との自覚を持ち、平常時より風水害等の災害に対

する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るように行動し、それぞれの立場において

防災に寄与するよう努める。
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第５節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

市及び市内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱並びに関係す

る指定地方行政機関等の業務の大綱は、次のとおりとする。

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

市 １ 防災会議に関すること。

２ 防災に関する組織の整備に関すること。

３ 防災に関する調査、研究に関すること。

４ 防災に関する施設、設備及び資機材の整備に関すること。

５ 防災に関する物資等の備蓄に関すること。

６ 防災教育、防災思想の普及、防災訓練及び災害時のボランティア

む 活動に関すること。

７ 災害時要援護者の安全確保に関すること。

８ 災害に関する予報・警報等情報の収集・伝達及び被害状況の調

査、報告に関すること。

９ 水防活動、消防活動に関すること。

つ 10 災害に関する広報に関すること。

11 避難の勧告・指示に関すること。

12 災害救助法による救助及びそれに準ずる救助に関すること。

13 公共施設・農林水産業施設等の応急復旧に関すること。

14 農林水産物等に対する応急措置の指示に関すること。

市 15 災害対策に関する他の市町村等との相互応援協力に関すること。

16 その他災害対策に必要な措置に関すること。

教育委員会 １ 防災教育に関すること。

２ 文教施設の保全に関すること。

３ 災害時における応急の教育に関すること。

４ その他災害対策に必要な措置に関すること。

下北地域広域行政事務組合 １ 災害の予防、警戒及び防御に関すること。

消 消 防 本 部 ２ 人命の救助及び救急活動に関すること。

防 む つ 消 防 署 ３ 住民への情報伝達及び避難誘導に関すること。

機 ４ 防火対象物の保安管理の指導、監督に関すること。（川内消防分署）

関 ５ 危険物の取締り及び高圧ガス等の安全指導に関すること。（脇野沢消防分署）

大 畑 消 防 署

大 湊 消 防 署

下北地域広域行政事務組合 １ 避難誘導設備、消火設備等の点検整備に関すること。

２ 職員等に対する防災知識の普及及び避難訓練等に関すること。（消防関係を除く。）

事 ３ 下北文化会館の来客の安全確保及び福祉施設の入居者の保護に関

すること。

４ 事務組合の管理に係る施設の被害調査、応急対策及び市等への報

務 告に関すること。

５ 災害時におけるし尿の処理対策に関すること。

組 一部事務組合下北医療セン １ 避難誘導設備、消火設備等の点検整備に関すること。

ター ２ 職員等に対する防災知識の普及及び避難訓練等に関すること。

３ 来院者等の安全確保及び入院者の保護に関すること。

合 ４ 事務組合の管理に係る施設の被害調査、応急対策及び市等への報

告に関すること。

５ 災害時における医療の確保に関すること。
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

青 森 県 警 察 本 部 １ 災害に関する予報・警報等の収集・伝達及び被害状況の調査、報

む つ 警 察 署 告に関すること。

２ 災害時の警備に関すること。

３ 災害広報に関すること。

４ 被災者の救助、救出に関すること。

５ 災害時の死体の検視に関すること。

６ 災害時の交通規制に関すること。

７ 災害時の犯罪の予防、取締りに関すること。

青 ８ 避難の勧告・指示に関すること。

９ その他災害対策に必要な措置に関すること。

下北地域県民局地域健康福 １ 災害救助に関すること。

祉部 ２ 医療機関との連絡調整に関すること。

３ 災害時における衛生保持及び食品衛生に関すること。

４ 防疫に関すること。

下北地域県民局地域整備 １ 公共土木施設(河川、道路、橋梁、砂防、海岸、急傾斜地、港湾森

部 下水道、公園等)の被害状況調査並びに応急対策及び復旧に関する

こと。

２ 水防活動に関すること。

３ 港湾施設の被害状況調査並びに応急対策及び復旧に関するこ

と。

４ 建築物の応急対策及び復旧に関すること。

県 下北地域県民局地域農林水 １ 農業、林業、畜産業に係る被害状況調査並びに応急対策及び復旧

産部 に関すること。

２ 農地及び農業用施設の被害状況調査並びに応急対策及び復旧に関

すること。

３ 水産業に係る被害状況調査及び応急対策、復旧の指導、助言に関

すること。

４ 漁港施設・海岸施設・沿岸漁場整備開発施設等の被害状況調査並

びに応急対策及び復旧に関すること。

下 北 教 育 事 務 所 １ 文教関係の災害情報の収集に関すること。

２ 災害時における応急の教育に係る指導、助言及び援助に関するこ

と。

下 北 森 林 管 理 署 １ 森林、治山による災害防止に関すること。

２ 保安林、保安施設、地滑り防止施設等の整備及び管理に関するこ

と。

指 ３ 山火事防止対策等に関すること。

定 ４ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること。

地

方 東 北 農 政 局 災害時における主要食糧（米穀、乾パン及び乾燥米飯）の供給に関

行 （青 森 農 政 事 務 所） すること。

政

機 第二管区海上保安本部 １ 海上災害の防災思想の普及啓蒙及び訓練に関すること。

関 ２ 海難救助、海上消防、避難の勧告・指示及び警戒区域の設定並び

（青 森 海 上 保 安 部) に救援物資及び人員等の緊急輸送に関すること。

３ 海上警備、海上における危険物の保安措置、海上災害に対する防

除活動及び海上交通の確保に関すること。

４ 海上災害に係る自衛隊災害派遣要請に関すること。
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

青 森 地 方 気 象 台 気象、水象、地象の観測並びに予報・警報等の発表、伝達及び周知

に関すること。

東 北 地 方 整 備 局 １ 港湾施設及び海岸保全施設等の整備に関すること。

２ 港湾施設及び海岸保全施設等に係る災害情報の収集並びに災害対

( 青森港湾事務所 ) 策の指導、協力に関すること。

３ 港湾施設及び海岸保全施設等の災害応急対策及び災害復旧対策に

指 関すること。

４ 海上災害の予防対策等に関すること。

定 東 北 地 方 整 備 局 １ 公共土木施設（直轄）の整備に関すること。

２ 直轄河川の水防警報の発表・伝達等水防に関すること。

(青森河川国道事務所) ３ 一般国道指定区間の維持、管理及び交通確保に関すること。

地 ４ その他公共土木施設（直轄）の災害対策に関すること。

東北運輸局青森運輸支局 １ 災害時における海上輸送に係る調査及び指導に関すること。

方 ２ 災害時における船舶運航事業者に対する航海命令に関すること。

東 北 総 合 通 信 局 １ 非常通信協議会の育成及び指導に関すること。

行 ２ 非常通信訓練に関すること。

３ 防災行政無線局、防災相互通信用無線局、災害応急復旧用無線局

の開局、整備に関すること。

政 ４ 災害時における電気通信の確保及び非常通信の運用管理に関する

こと。

機 むつ労働基準監督署 １ 事務所における労働災害防止に係る監督及び指導に関すること。

２ 労働災害発生に伴う調査及び再発防止対策に関すること。

３ 被災労働者に対する救助、救急措置の協力及び災害補償に関する

関 こと。

むつ公共職業安定所 １ 災害時における労務供給に関すること。

２ 被災者に対する職業のあっせんに関すること。

東 京 航 空 局 １ 航空事故防止のための教育・訓練に関すること。

（三 沢 空 港 事 務 所） ２ 災害時における航空機による輸送の安全確保措置に関すること。

（青 森 空 港 出 張 所） ３ 遭難航空機の捜索に関すること。

４ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。

５ 飛行場における事故の消火及び救助等に関すること。

６ 飛行場周辺における事故に係る救助等の協力に関すること。

７ 航空機事故による災害に係る自衛隊災害派遣要請に関すること。

陸 上 自 衛 隊 １ 災害時における人命及び財産保護のための救援に関すること。

（第９師団司令部） ２ 災害時における応急復旧の支援に関すること。

自

海 上 自 衛 隊 １ 被害状況等の情報収集及び通報に関すること。

衛 （大湊地方総監部） ２ 海難救助及び海上漂流者等の救援活動並びに応急復旧活動の支援

（第２航空群司令部） 等に関すること。

隊 ３ 管制圏内における航空機の管制に関すること。

航 空 自 衛 隊 １ 災害時における人命及び財産保護のための救援に関すること。

（北部航空方面隊司令部） ２ 災害時における応急復旧の支援に関すること。
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

東日本旅客鉄道株式会社大 １ 応急資材の確保に関すること。

湊駅 ２ 災害警備体制の確保に関すること。

３ 列車運転の安全と輸送の確保に関すること。

東日本電信電話株式会社青 １ 気象警報の市への伝達に関すること。

森支店 ２ 「非常通話」、「非常電報」、「緊急通話」及び「緊急電報」の

優先利用に関すること。

エヌ・ティ・ティ・コミュニ ３ 災害対策機器等による通信の確保に関すること。

ケーションズ株式会社 ４ 電気通信設備の早期復旧に関すること。

指 ５ 災害時における特設公衆電話の設置に関すること。

定 株式会社エヌ・ティ・ティ

公 ・ドコモ東北青森支店

共

機 郵便事業株式会社むつ支店 災害時における郵便業務の確保及び災害特別事務取扱に関するこ

関 と。

及

び 日本赤十字社青森県支部 災害時の医療救護に関すること。

指

定 日本放送協会青森放送局 １ 放送施設の確保に関すること。

地 青森放送株式会社 ２ 気象予報・警報の周知徹底に関すること。

公 株式会社青森テレビ ３ 災害状況のニュース報道に関すること。

共 青森朝日放送株式会社 ４ 防災知識の普及に関すること。

機

関 (独)日本原子力研究開発機 原子力施設の防災に関すること。

構青森研究開発センターむ

つ事務所

東北電力㈱むつ営業所 １ 災害時における電力供給の確保に関すること。

２ 送配電施設等の整備及びその防災管理並びに災害復旧に関する

こと。

(社)青森県エルピーガス協 １ ガス施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

会下北支部 ２ 災害時におけるガス供給の安全確保に関すること。

社団法人むつ下北医師会 災害時における医療救護に関すること。

社団法人青森県トラック協 災害時における災害対策要員及び物資等の輸送の確保に関するこ

会下北支部 と。

下北交通株式会社

ＪＲバス東北㈱大湊営業所

日本通運㈱むつ営業所

む つ 商 工 会 議 所 １ 災害時における物価安定についての協力等に関すること。

川 内 町 商 工 会 ２ 中小企業関係の被害調査に関すること。

公 大 畑 町 商 工 会

共 脇 野 沢 商 工 会

的

団 農林水産業関係協同組合 １ 農林水産業に係る被害調査に関すること。

体 下 北 地 方 森 林 組 合 ２ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること。

土 地 改 良 区 ３ 被災組合員に対する融資又は斡旋に関すること。

商 工 業 関 係 団 体 救助物資、復旧資材の確保等についての協力斡旋に関すること。
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

運 輸 業 関 係 団 体 災害時における輸送等の協力に関すること。

建 設 業 関 係 団 体 災害時における応急復旧への協力に関すること。

自主防災組織・婦人会 １ 災害時における被害状況の調査に対する協力に関すること。

公 ・女性団体・町内会等 ２ 災害応急対策に対する協力に関すること。

共

的 放 送 機 関 １ 放送施設の確保に関すること。

団 エフエムむつ株式会社 ２ 気象予報・警報の周知徹底に関すること。

体 株式会社エフエム青森 ３ 災害状況のニュース報道に関すること。

そ ４ 防災知識の普及に関すること。

の

他 病 院 等 経 営 者 １ 避難誘導、消火設備等の点検整備の実施に関すること。

防 ２ 従業員等に対する防災知識の普及及び避難訓練等の実施に関する

災 こと。

上 ３ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること。

重 ４ 災害時における負傷者の医療及び助産救助に関すること。

要

な 社会福祉施設経営者 １ 避難誘導、消火設備等の点検整備の実施に関すること。

施 ２ 従業員等に対する防災知識の普及及び避難訓練等の実施に関する

設 こと。

の ３ 災害時における入居者の保護に関すること。

管

理 金 融 機 関 被災事業者に対する資金の融資に関すること。

者

学 校 法 人 １ 防災教育に関すること。

２ 避難施設の整備及び避難訓練等の実施に関すること。

危険物関係施設の管理者 災害時における危険物の保安に関すること。

多数の者が出入りする １ 避難誘導及び消火設備等の点検整備の実施に関すること。

事 業 所 等 ２ 従業員等に対する防災知識の普及及び避難訓練等の実施に関する

(病院・デパート・工場等) こと。
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第６節 市の自然的・社会的条件

１ 位置

当市は、本州最北の市として、青森県の北部を形成する下北半島の中央部に位置し、北は津軽海峡を隔

てて北海道を臨み、東は下北郡東通村に接し、南は波静かな陸奥湾を抱き上北郡横浜町に接し、西は平舘

海峡に面し、下北半島の要衝としての役割を担っている。

当市の位置を経緯度でみると、

極東 東経１４１°２０′

大字奥内字大木沢

極北 北緯 ４１°２４′

大畑町赤川村

極西 東経１４０°４６′

脇野沢源藤城

極南 北緯 ４１°０９′

脇野沢鯛島

に囲まれた範囲内にあり、東西約５５ｋｍ、南北約３５ｋｍわたり、面積は８６３．７８ｋ㎡

で市としては県内最大の面積を有している。

市役所の位置は、東経 １４１°１２′、北緯 ４１°１８′である。

２ 地勢

下北地域は、青森県の東北部に斧状にのびる下北半島の頭部にむつ市を中心に東通村、風間浦村、大間

町、佐井村の１市１町３村が位置し、半島頚部で上北郡横浜町と接している。下北半島の東部と西部は、

地形的に異なった様相を示し、東部は低い丘陵、台地のなだらかな地形に対して、西部は起伏の多い壮年

期の浸食山地と火山山地の地形を形成している。むつ市の地形は、山地・火山地・丘陵地・台地・低地に

区分できる。この地形区分により地形・地質を概観してみる。

(1) 地形及び地質

ア 山地

山地は、むつ市西部に広くみられる。日本の奥羽山脈・脊梁山脈の延長と考えることができ、下

北半島のマサカリの刃の形をした地域の広い面積を占めている。

川内ダムより北側の嵓倉山一帯及び川内川支流の半太郎沢上流は長浜層といわれる粘板岩・チャ

ート・砂岩などが分布し、西部山地で最も古く、基盤岩を形成している。西部山地はこの地層を基

盤に、標高６００ｍ～７００ｍの起伏に富む山地が広く分布している。さらに西方では、平舘海峡

に面して急傾斜の海崖をなしている。

かわうち湖に流下する四家戸川、縫道川、男川支流の滑川、荒川越沢の上流域、脇野沢川支流、

下滝山沢流域には、緑灰～暗緑灰色をなす塊状の普通輝石・シソ輝石安山岩の分布がある。

西部山地にもっとも広く分布している凝灰岩類（桧川層）は川内町蛎崎の男川、桧川の上流域、

東又沢、川内川、宿野部川及び脇野沢川流域に分布している。灰色～緑色を呈する塊状の凝灰岩で

軽石・火山礫などを含んでいる。

安山岩質集塊岩は脇野沢川下～中流一帯に分布する脇野沢安山岩類で凝灰角礫岩、デイサイト凝

灰角礫岩も含む、川内川西岸にも分布がみられる。いずれも第３紀中新世の火山性岩石である。

大畑地区

むつ地区

川内地区

脇野沢地区

むつ市
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イ 火山地

下北西部山地の東側には、燧岳火山、恐山火山及び於法岳の火山地が山地に接して分布している。

大起伏火山地（６００ｍ以上）、中起伏火山地（４００ｍ～６００ｍ）、小起伏火山地（２００ｍ

～４００ｍ）、火山麓地（２００ｍ以下）に区分されている。

(ｱ) 恐山火山地

恐山火山は、那須火山帯のはしに当たる位置にある火山であり、直径約５ｋｍの円形のカルデ

ラがあり、その中央部付近に直径約２ｋｍのほぼ円形内に水をたたえたカルデラ湖の宇曾利山湖

がある。

カルデラ湖の周囲には、屏風山（６２８ｍ）、小尽山（５１３ｍ）、大尽山（８２８ｍ）、円

山（８０７ｍ）などがあり、これらを結ぶ山稜を外輪山とみなすことができる。

南方には、下北半島での最高峰釜臥山（８７９ｍ）、毛無山（７８０ｍ）、障子山（８６３

ｍ）、北国山（８４０ｍ）、荒川山（７４０ｍ）の諸峰がある。

恐山火山の主活動は、屏風山から大盡山を経て円山、朝比奈岳（８７４ｍ）に至る北西に並ぶ

火口群の活動で、多数で、かつ、大量の軽石流、火砕流、溶岩流がある。

(ｲ) 燧岳火山地

燧岳（７８１ｍ）を中心とする火山地で、山体の傾斜はゆるく山頂部は普通輝石・シソ輝石安

山岩質の溶岩からなる。安山岩質の溶岩が存在するための解析はあまり進んでいない。南側の山

腹には、標高５００ｍ付近から２００ｍ付近まで溶岩台地となっている。山頂部には篠原岳、燧

岳のピークを結ぶ北東に開いた馬蹄形のカルデラ壁があり、このカルデラ内を大赤川、小赤川が

津軽海峡へ流下している。

(ｳ) 於法岳火山地

於法岳（５３３ｍ）を中心とする標高４００～５００ｍ前後の火山地で第四系の安山岩（暗灰

色緻密な石英含有普通輝石シソ輝石安山岩）からなる。周辺には軽石質の凝灰岩が分布している。

ウ 丘陵地

丘陵地は、起伏量１００ｍ～２００ｍの非火山性で、脇野沢瀬野、川内町宿野部、桧川付近の陸

奥湾側に分布がみられる。

陸奥湾側の脇野沢丘陵は、海岸沿いに分布する海岸丘陵とその北部の山地との間に東西に広がる

標高１００～３００ｍの丘陵地である。この丘陵地を刻んで口広川、宿野部川、桧川などの小河川

が陸奥湾に注いでいる。この丘陵地は、第三期の軽石質凝灰岩・デイサイト・流紋岩などからなる。

エ 台地

本地域の台地は、標高２０～７０ｍで、中位のローム台地である。

東部は山地、丘陵地に続く台地、西部は恐山火山山麓に続き、低地周辺、津軽海峡や陸奥湾に面

した海崖をなす台地である。大畑台地、田名部台地、大湊台地などと呼ばれている。

(ｱ) 大畑台地

大畑台地は、燧岳火山の南東麓、標高６０～９０ｍ、４０～６０ｍ、２０～４０ｍ、５～１０

ｍ面の台地が発達している。海成段丘、河岸段丘でシルト質の砂層砂礫層、褐色火山灰質ローム

層などからなる。

(ｲ) 田名部台地

田名部台地は、むつ地区では低地をはさんでその西と東に分布している。西方は恐山火山地の

山麓にあり、標高は６０～９０ｍ、４０～６０ｍ、２０～４０ｍ、１５～２０ｍ面の台地がみら

れる。田名部西方の長坂付近は、最も高く、軽石を含む砂層、砂礫、ローム質火山灰層がみられ

る。斗南ヶ丘付近は、２０～３０ｍの平坦な地形面で、標高１０～２０ｍの急な段丘崖で低地と

接している。葉理のよく発達した細礫を含む砂層を３～５ｍのローム層火山灰がおおっている。
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(ｳ) 大湊台地

大湊台地は、大平地域の大荒川から川内川までの台地である。釜臥山山麓から続く台地で、台

地面はかなり開析をうけて平坦面は狭いが標高６０～９０ｍの台地がある。西部ほど高くなるが

標高４０～６０ｍの台地面は比高１０～２０ｍの段丘崖によって境され、面積も広く、明瞭であ

る。さらに約１０ｍの段丘崖で標高５～１５ｍの台地がある。これらの台地は、海岸段丘であり、

いずれも構成物質は火山泥流、火山砕屑物、ローム質の火山灰層でおおわれている。

オ 低地

半島の西部山地と東部山地の間には、もっとも広い田名部低地がある。陸奥湾側には大湊低地、

永下川低地、川内川低地、津軽海峡側には大畑川低地、正津川低地、出戸川低地があり、いずれも

河川による開析谷が埋積されてできた谷底平野、河川下流～河口付近の三角州、砂州などからなる。

田名部低地は、恐山火山地に連続する台地内の谷底平野は、主として扇状地性の砂礫などの堆積

物からなる。早掛～土手内付近から下流は標高３ｍ以下の三角州低地である。一里小屋付近から大

曲、赤川を経て田名部川河口付近は、高度３～５ｍの砂州の発達がみられる。

大湊低地は、宇曽利川の三角州平野、一里越から城ヶ沢を経て芦崎に至る砂州と砂嘴がある。

川内川低地は、上流域の野平のかわうち湖付近で多くの支谷をまとめ、北東方向に流路をとり、

かわうち湖のダム堰堤付近の渓谷を流れ、銀杏木付近でもっとも広い沖積低地を形成している。

大畑川低地は、小目名付近から下流で広くなり、旧河床である三日月湖や曲流河跡がみられる。

上野から湊付近にかけて湾口砂州が形成されている。

その他に、海岸沿いの植生におおわれていない砂地や海浜、新期の砂丘地を砂質裸地とした。大

畑川河口右岸から東、津軽海峡に面した海岸、田名部川河口付近一帯、大曲、赤川、近川にかけて

の海岸である。岩石質裸地は海岸沿いの裸岩地で、大畑川河口西方、木野部峠の海岸、ちぢり浜、

大崎、脇野沢蛸田から芋田にかけての海岸、九艘泊の北海岬、貝崎から武士泊にかけての海岸であ

る。これらの海岸に分布する岩石は、木野部海岸では燧岳火山の溶岩や第三系の岩石、脇野沢地域

では、安山岩質集塊岩や安山岩などの第三系の岩石から構成されている。

カ その他

恐山及び宇曽利山湖周辺は、火口原とした外輪山の内側にある火山砕屑物や湖底堆積物などから

なる平地である。

(2） 河川及び湖沼

市内を流れる河川は、すべて前項で述べた火山地域と台地地域に源を発している。火山地域におい

ては、斜面がそのまま海に落ち込む大湊地区に数多くの小河川があり、斜面が緩やかになる中西部に

比較的大きな流域を有する河川が流下している。これらの河川は、勾配が急で河床や河岸の侵食が見

られる。

田名部低地帯を流れる田名部川流域は、青平川ほか数多くの支流を抱え、田名部台地地域及び東通

村の山間部に源を発し、２５kmにわたって流下したのちに陸奥湾に注いでいる。

西部では、主に野平や湯野川を源とする川内川や、脇野沢川、戸沢川、桧川、宿野部川、男川の他

小河川が陸奥湾に注いでいる。

また、北部では、荒沢山を源とし、水量が豊富な大畑川、宇曽利山湖から流れる正津川があり、津

軽海峡に注いでいる。

湖沼としては、下北半島国定公園の中心となる霊場恐山の象徴とも言える宇曾利山湖、川内ダムの

貯水湖としてのかわうち湖があり、そして憩いの場として市民に広く親しまれている早掛沼公園の早

掛沼があげられる。

宇曾利山湖は、カルデラ湖であり、海抜２１４ｍに位置し、面積約２５２ｋ㎡、水深約１５ｍであ

る。農業用水確保のための溜池は、早掛沼のほかに各地区に存在する。
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(3） 海 岸

当市には、美付から正津川、上野、木野部、赤川村に至る（津軽海峡に接する）北部砂浜海岸と、

中野沢、浜奥内から大平、角違、川内、蛎崎、脇野沢に至る南から南西部にかける陸奥湾、そして、

鯛島から九艘泊を経て武士泊に至る平館海峡と三方海に囲まれている。

(4) 道路等

市内の幹線道路網は、市域を縦走する国道２７９号と東西に貫く国道３３８号を主軸に、これに接

続する県道及び市道で構成されている。

また、公共交通機関としては、東日本旅客鉄道株式会社の大湊線があるほか、ジェイアールバス東

北株式会社、下北交通株式会社、有限会社川内交通及び有限会社脇野沢交通の運行するバス路線があ

る。

（平成１７年４月現在）

改良延長（km） 舗装延長（km）
区 分 路線数 延長（km）

改 良 率（％） 舗 装 率（％）

112.124 91.333
国 道 ２ 131.224

85.40 69.60

53.626 38.185
主要地方道 ４ 76.011

70.60 50.20

31.175 30.117
一 般 県 道 １５ 49.512

63.00 60.80

242.886 292.168
市 道 １，０５９ 460.195

52.78 63.49

※国県道については、改良延長５．５㎞以上、舗装延長：簡易舗装除く。

※市道については、平成１９年１月現在

３ 気象

(1) 主な気象要素の平年値

当市の気象について、特別地域気象観測所（むつ地点）の観測資料に基づく、月別平年値を示すと

次頁のとおりである。
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月 別 平 年 値
（1971年～2000年）

月 別
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全 年

気象要素
現 地 気 圧 ＋1000 hPa 13.4 13.2 14.3 13.2 10.8 9.4 8.7 9.7 12.8 15.5 16.4 14.6 12.7
海 面 気 圧 ＋1000 hPa 14.1 13.9 15.0 13.7 11.4 10.0 9.2 10.2 13.3 16.1 17.0 15.3 13.3
平 均 気 温 ℃ -1.6 -1.5 1.4 7.2 12.1 15.6 19.6 21.7 18.0 12.2 6.3 1.2 9.4
最高気温の平均 ℃ 1.4 1.7 5.2 12.2 17.5 20.1 23.7 25.7 22.4 17.2 10.4 4.4 13.5

最低気温の平均 ℃ -5.4 -5.8 -3.0 2.3 7.2 11.8 16.3 18.2 13.5 6.7 1.6 -2.5 5.1
蒸 気 圧 hPa 4.2 4.2 4.9 7.1 10.4 14.7 19.6 22.0 16.9 10.9 7.1 5.0 10.6
相 対 湿 度 ％ 75 74 71 70 74 83 85 84 80 74 72 73 76
日 照 時 間 ｈ 77.0 91.8 154.3 193.8 207.7 162.6 151.1 152.8 144.4 159.9 106.5 73.7 1675.6
降 水 量 ㎜ 96.0 84.9 77.3 81.1 92.3 109.0 122.8 140.4 172.7 115.4 115.4 93.3 1297.5

積雪の深さ(最大) ㎝ 47 66 52 6 7 24 70
日最高30℃以上 0.1 2.1 4.0 0.3 6.5

気
日最高25℃以上 1.3 3.3 12.4 18.3 5.3 40.6

階
日最高０℃未満 10.1 8.0 1.4 0.3 3.4 23.2
日最低25℃以上

温
日最低０℃未満 29.0 26.3 24.8 7.6 0.1 0.5 10.6 24.5 123.4

日 0.5 ㎜ 以 上 21.0 17.3 15.6 11.7 11.6 9.9 10.4 10.9 12.1 13.8 17.4 19.9 171.5
級

降 1.0 ㎜ 以 上 17.7 14.2 12.7 9.8 9.9 8.4 8.6 9.7 10.9 11.2 14.4 16.7 144.2
水 10.0 ㎜ 以 上 2.2 2.1 2.0 2.6 3.0 3.3 3.7 3.9 4.9 3.2 3.2 2.7 36.8
量 30.0 ㎜ 以 上 0.3 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 0.9 0.6 0.2 9.2

5 ㎝ 以 上 27.1 26.9 19.2 1.0 1.3 13.8 90.6
日 積

10 ㎝ 以 上 24.0 26.1 17.3 0.9 0.5 9.8 79.8
20 ㎝ 以 上 15.2 23.4 13.8 0.6 3.9 57.5
50 ㎝ 以 上 3.3 9.7 5.4 0.4 0.1 19.0

雪
100 ㎝ 以 上 0.7 0.8 1.5

数
天 不 照 4.1 3.3 2.9 3.3 4.0 6.1 6.8 5.7 5.5 2.7 3.1 3.9 51.4気
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４ むつ市の気候

当市の気象は、気象データの平年値及び過去１０年間の気象資料等を総合すると、四季別におおよそ次

のように述べることができる。

(1) 春季

３月は、気温が氷点下に下がる日が続き、降雪日も１７日くらいあってまだ寒いが、それでも冬季

の北西風がかなり少なくなる。

４月には降雪日数も４日くらいとなり、高気圧、低気圧の去来が激しくなり、強い風が吹くように

なるに伴い、気温も次第に上昇する。

４月も半ば過ぎになると急に春らしさを増し、平均気温も５月には１２℃まで上がり、天気も次第

に安定し、一年中で最も良好な天候が続く。

(2) 夏季

５月に続いて６月の前半は、かなり良好な天候であるが、月半ば頃から梅雨に入り、この頃からオ

ホーツク海高気圧の影響を受け、冷たい北東風（山背・やませ）をまともに受けるため、夏季の前半

は、冷涼な日が多くなる。梅雨明けとともに盛夏に入り、平均気温が２０℃を超える。

８月も半ばを過ぎると、そろそろ秋風が吹きはじめる。

(3) 秋季

９月半ば頃に気温は、下がりはじめ、急速に秋めいてくる。気温の変化が緩やかでなく、段階的に

変わっていくのがこの時期の特徴である。

台風と秋の長雨のため、９月は最も雨量の多い月である。９月、１０月の風は各方位から大体同程

度吹くが、１１月になると冬の季節風が吹き、西よりの風が目立ってくる。また、雪しぐれも現れは

じめて中旬からは冬の気候となる。

(4) 冬季

１２月になると平均気温も氷点近くまで下がり、月のうち１３日くらいは雪が降る。１月はほとん

ど毎日雪が断続的に降り続き、２月から３月の初めまで雪が多い。

したがって、日照時間の少ない時期であるが、それでも地形上、恐山山系が季節風の障壁となるた

め日本海側の地域、例えば深浦などに比べると晴れ間が多く風も強くない。

※ むつ市の気象 【資料５】
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５ 人口及び世帯

当市の総人口は、平成１７年国勢調査では、６４，０５２人、世帯数は２４，４７６世帯、人口密度は

７４．２人／ｋ㎡となっている。

人口と世帯の推移

人 口 一世帯当た 人 口 密 度

年 世 帯 数 り平均人員 摘 要

総 数 男 女 (人／km ）（人）
2

明治22年 ･･･ 7,844 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･

大正 9年 2,513 14,925 7,498 7,427 5.9 ･･･ 第１回国勢調査

14年 ･･･ 16,911 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 第２回国勢調査

昭和 5年 3,124 18,469 ･･･ ･･･ 5.9 ･･･ 第３回国勢調査

10年 ･･･ 22,410 11,584 10,826 ･･･ 93.1 第４回国勢調査

15年 ･･･ 25,620 ･･･ ･･･ ･･･ 106.4 第５回国勢調査

22年 6,631 34,441 16,788 17,653 5.2 143.1 第６回国勢調査

25年 6,887 36,496 17,910 18,586 5.3 151.6 第７回国勢調査

30年 7,211 38,109 18,576 19,533, 5.3 154.6 第８回国勢調査

35年 13,342 65,880 32,099 33,781 4.9 76.2 第９回国勢調査

40年 14,901 66,191 32,646 33,545 4.4 76.5 第10回国勢調査

45年 16,620 66,447 32,526 33,921 4.0 76.8 第11回国勢調査

50年 18,892 69,119 33,794 35,525 3.7 79.9 第12回国勢調査

55年 20,859 71,567 34,878 36,689 3.4 82.7 第13回国勢調査

60年 21,882 71,857 34,956 36,901 3.3 83.1 第14回国勢調査

平成２年 22,325 68,637 32,858 35,779 3.1 79.5 第15回国勢調査

７年 23,261 67,969 32,712 35,257 2.9 78.7 第16回国勢調査

12年 24,404 67,022 32,250 34,772 2.7 77.6 第17回国勢調査

17年 24,476 64,052 30,572 33,480 2.6 74.2 第18回国勢調査

(注)昭和３０年以前の数値は、旧むつ市の数値である。

人口集中地区の人口・世帯数の推移

平成17年区 分 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年

24,629人口集中 人 口 15,585 19,703 23,352 25,606 25,407 25,306 25,785

10,302地 区 世帯数 4,647 6,155 7,806 8,793 9,144 9,641 10,279

38.5市総数に 人 口 23.5 28.5 32.6 35.6 37.0 37.2 38.5

占める割合

42.1(％) 世帯数 28.0 32.6 37.4 40.2 41.0 41.4 42.1
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６ 土地利用状況

当市の地目別土地割合の推移は、次のとおりである。 （単位：k㎡）

年 度 総面積 田 畑 宅 地 山 林 原 野 雑種地 その他

863.72 19.12 26.95 13.01 698.46 52.21 11.15 42.82平成１３年

863.73 18.99 26.78 13.17 698.02 51.89 11.11 43.77１４年

863.78 18.87 26.67 13.26 698.04 51.81 11.12 44.01１５年

863.78 18.86 26.92 13.42 698.11 51.87 11.15 43.45１６年

863.78 18.80 27.12 13.53 698.33 51.63 11.17 43.20１７年

863.78 18.70 26.83 12.70 605.54 92.35 11.02 96.64１８年

(注)「その他」の地目には、湖沼、河川、道路、雑草地等が含まれる。

７ 産業及び産業構造の変化

当市の産業別就業者数は、次のとおりである。

昭和 ６０年 平成 ２ 年 平成 ７ 年 平成 １２年 平成 １７年

区 分

総 数 構成比 総 数 構成比 総 数 構成比 総 数 構成比 総 数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

31,545 100.0 30,994 100.0 32,631 100.0 31,418 100.0 28,558 100.0総 数

4,428 14.0 3,532 11.4 2,771 8.5 2,007 6.4 1,900 6.7第 一 次 産 業

1,810 5.7 1,372 4.4 1,040 3.3 696 2.2 692 2.4農 業

793 2.5 599 1.9 433 1.3 272 0.9 235 0.8林 業 ・ 狩 猟 業

1,825 5.8 1,561 5.0 1,298 4.0 1,039 3.3 973 3.4漁業・水産・養殖業

7,610 24.1 7,574 24.4 8,623 26.4 8,286 26.4 6,293 22.0第 二 次 産 業

60 0.2 50 0.2 93 0.3 76 0.1 50 0.2鉱 業

4,482 14.2 3,955 12.8 4,813 14.7 4,961 15.8 3,606 12.6建 設 業

3,068 9.7 3,569 11.5 3,717 11.4 3,249 10.3 2,637 9.2製 造 業

19,489 61.8 19,879 64.1 21,233 65.1 21,116 67.2 20,365 71.3第 三 次 産 業

6,479 20.5 6,390 20.6 6,822 20.9 6,540 20.8 4,912 17.2卸 売 ・ 小 売 業

920 2.9 941 3.0 864 2.6 845 2.7 751 2.6金融・保険・不動産業

1,521 4.8 1,538 5.0 1,485 4.6 1,417 4.5 1,037 3.6運 輸 ・ 通 信 業

172 0.5 176 0.6 199 0.6 266 0.8 251 0.9電気・ガス・水道業

6,119 19.4 6,535 21.1 7,424 22.8 7,773 24.7 9,372 32.8サ ー ビ ス 業

4,278 13.6 4,299 13.9 4,439 13.6 4,275 13.6 4,042 14.2公 務

18 － 9 － 4 － 9 － 274 －分 類 不 能
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第７節 災害の記録

過去における当市の大規模な風水害等の災害の発生形態は、おおむね次のとおりである。

なお、当市における災害年表を資料編に示したので参考とされたい。

１ 水害

過去において、当市の水害といえば田名部川の氾濫によるものが主であったが、田名部川放水路（新田

名部川）の築造、河川の改修により、田名部川に起因する大規模水害は解消されている。

しかし、集中豪雨及び長雨等による小災害は毎年のように発生している。

なお、最近では、平成６年９月の集中豪雨による水害が最大のものである。

２ 風害

当市では、強風による被害は比較的少ないが、小規模被害は台風の襲来などに伴い発生している。

３ 台風

当地域に台風が到達する頃には、かなり勢力が衰えるのが普通であるが、まれに日本海で勢力を盛り返

して直撃し、大きな被害をもたらすことがある。

昭和５６年８月の台風第１５号は、このような台風の典型であった。

４ 雪害

積雪は年により差が大きく、１ｍを超す年は滅多にない。しかし、昭和52年２月中旬の豪雪は１日の降

雪量が９３㎝を超える特異なもので大きな被害をもたらした。

５ 竜巻

当地域で大きな竜巻が発生するのはまれであるが、昭和４０年９月の竜巻は、大平地区に大きな被害を

もたらした。

６ 火災

市制施行当時は、１回の火災で１０数棟が焼失する火災もあったが、最近では消防力、消防水利の整備、

家屋の不燃化が進み、大規模な火災は発生していない。

※ むつ市の災害 〔資料６〕
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第８節 災害の想定及び調査研究

１ 災害の想定

この計画の作成に当たっては、市における地勢、地質、気象等の自然的条件に加え、人口、都市化の状

況、産業の集中等の社会的条件並びに過去における風水害等の災害発生状況を勘案し、発生し得る災害を

想定し、これを基礎とした。

この計画の作成の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。

(1) 台風による災害

(2) 高潮による災害

(3) 集中豪雨等異常降雨による災害

(4) 豪雪による災害

(5) 火山噴火による災害

(6) 海上、航空、鉄道、道路、危険物等、大規模な火事、大規模な林野火災による事故災害

(7) その他の異常な自然現象に伴う災害及び特殊な災害

２ 調査研究

この計画の前提となる災害の想定について、より具体化し、各種防災対策の充実・強化を図るため、防

災関係機関と連携をとりつつ、次の調査研究を行う。

(1) 防災アセスメントの実施

(2) 被害想定の実施

(3) 地区別防災カルテ、防災マップの作成
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第 章

防 災 組 織
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第１節 むつ市防災会議

市の業務及び市区域内の防災関係機関、公共的団体、その他防災上必要な施設の管理者の防災に関し、総

合的かつ計画的な運営を図るため、長の附属機関として防災会議を設置するものとする。

なお、防災会議の組織及び所掌事務は、むつ市防災会議条例で定めるものとする。

１ 組 織

むつ市防災会議条例第３条の規定により、防災会議は、会長である市長と次に掲げる者（委員）をもっ

て組織する。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 県警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長及び公営企業管理者

(6) むつ市連合消防団長及びむつ市消防団長

(7) 下北地域広域行政事務組合事務局長及び消防長

(8) 一部事務組合下北医療センター本部長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

［むつ市防災会議組織図］

中央防災会議

指定地方行政機関 指定地方行政機関

陸上自衛隊第９師団 青森県知事部局

青森県教育委員会 青森県防災会議 むつ市防災会議 青森県警察

青森県警察本部 市

青森県 教育長及び企業管理者

青森県市長会 消防団長

青森県町村会 消防長及び下北地域広域行政事

青森県消防協会 務組合事務局長

青森県消防長会 一部事務組合下北医療センター

地方公共機関 本部長

指定地方公共機関 指定公共機関又は指定地方公共

機関

２ 事 務 局

防災会議の事務局を総務部防災調整課に置く。

３ 所掌事務

むつ市防災会議条例に基づく所掌事務は、次のとおりである。

(1) 防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法（昭和24年法律第 193号）第32条に規定する水防計画について、調査審議すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

※ むつ市防災会議条例 〔資料７〕

※ むつ市防災会議委員名簿 〔資料８〕
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第２節 むつ市災害対策本部

市長は、市の地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるため応急措置を円滑かつ的確に講ずる必

要があると認めるときは、災害対策本部を設置し、防災会議と緊密な連絡のもとに災害応急対策を実施する

ものとする。

１ 設置・廃止及び伝達（通知）

災害対策本部及び各支部は、次の基準により設置又は廃止する。

(1) 設置基準

災害対策本部及び各支部は、次の基準に該当し、かつ、市長がほぼ全庁的対応が必要と認めるとき

に設置する。

ア 災害が市内に広域にわたり発生し、又は発生しつつあるとき。

イ 市内に相当規模の災害が発生し、又は発生しつつあるとき。

(2) 廃止基準

災害発生後における応急措置が完了したと認めるとき。

(3) 設置及び廃止時の通知等

ア 災害対策本部及び各支部を設置したときは、速やかに次の区分により通知及び公表するとともに、

災害対策本部及び各支部の表示をそれぞれの庁舎正面玄関、災害対策本部及び各支部の設置場所に

掲示する。

通 知 及 び 公 表 先 伝 達 方 法 担 当 班

防 災 会 議 委 員 電 話 総務部防災調整班

本 部 員 及 び 各 班 等 庁内放送・電話

支 部 員 及 び 各 班 等 庁内放送・電話

知 事（防災消防課） 電話・県防災行政用無線

警 察 電話・使送

消 防 本 部 電話・県防災行政用無線

事務組合（消防を除く。） 電 話

指定地方行政機関・指定公 電 話

共機関・指定地方公共機関

報 道 機 関 等 電 話 企画部広報広聴班

一 般 住 民 市放送施設・広報車・

エフエフむつ等

イ 災害対策本部及び各支部を廃止したときは、設置の場合に準ずる。
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２ 組織・編成及び業務分担

(1) 災害対策本部の組織・編成は、次のとおりとする。

ア 災害対策本部は、本部の事務を統括する本部長、本部長を補佐あるいは本部長に事故があった場

合にその職務を代理する副本部長と次のイの本部員等をもって組織する。

イ 本部長の事務を分掌させるため、行政組織上、部長の職にある者等の本部員並びに本部員を部長

とする部及び部に班を置き事務を処理する。

ウ 災害対策本部に災害応急対策に関する基本的事項を協議、決定するため本部会議、本部の事務を

整理する事務局を置く。

エ 本部会議は、本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成し、本部長が必要とした都度開

催する。

なお、各部の次長（総務班、秘書班及び広報広聴班の班長を含む。）は、この会議に出席し、災

害情報の収集及び伝達に努める。

オ 各部に属しない各種委員会の事務局の長は、本部長の要請がある場合は協力機関として、本部長

の指揮下に入る。

カ 被災現地において、機動的かつ迅速な応急対策の推進を図るため、必要に応じて現地災害対策本

部を設置する。

(ｱ) 現地災害対策本部には、現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置く。

(ｲ) 現地災害対策本部長には、災害対策副本部長又は本部員のうちから災害対策本部長が指名する

者を充てる。

(ｳ) 現地災害対策本部長は、災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(ｴ) 現地災害対策本部員は、現地災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務に従事する。

(2) 災害対策支部の組織・編成は、次のとおりとする。

ア 災害対策支部は、川内分庁舎・大畑分庁舎・脇野沢分庁舎に置き、支部の事務を統括する支部長、

支部長を補佐あるいは支部長に事故があった場合に、その職務を代理する副支部長と支部員等をも

って組織する。

イ 支部長の事務を分掌させるため、各分庁舎の所長の職にある者をもって充て、及び支部員を班長

とする班を置き事務を処理する。

ウ 災害対策支部に災害応急対策に関する基本的事項を協議、決定するため支部会議、支部の事務を

整理する事務局を置く。

エ 支部会議は、支部長、副支部長、支部員をもって構成し、支部長が必要とした都度開催する。
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〈 組 織 機 構 図 〉

む つ 市 災 害 対 策 本 部 本 部 会 議

本 部 長 市 長

副本部長 副 市 長

収 入 役 （任期まで）

本 部 付 教 育 長

公営企業管理者

総務班、防災調整班、情報システム班、
総務部長 総 務 部

秘書班、管財班、税務班

企画班、男女共同参画班、エネルギー対策班、
企画部長 企 画 部

財政班、広報広聴班

市民班、国保年金班、環境対策班、
民生部長 民 生 部

廃棄物対策班

児童家庭班、生活福祉班、介護福祉班、
保健福祉部長 保健福祉部

健康推進班、保育所班、児童館班

経済部長 経 済 部 農林畜産班、水産班、商工観光班

本 部 員
土木班、用地班、都市計画班、下水道班、

建設部長 建 設 部
建築班

出納室長 出 納 部 出納班

文教総務班、学校教育第１・第２班、生涯学習
教育委員会事務局教育部長 文 教 部

班、市民スポーツ班、中央公民館班、図書館班

公営企業局長 水 道 部 水道総務班、水道復旧班、給水班、浄水班

川内庁舎所長

大畑庁舎所長

脇野沢庁舎所長

下北地域広域行政事務組合
事務局長

下北地域広域行政事務組合
下北地域広域行政事務組合
消防長

一部事務組合下北医療センター
一部事務組合下北医療センター

むつ総合病院事務局長

む つ 市 災 害 対 策 各 支 部 ※むつ市災害対策各支部の組織機構は、次頁のとおりである。
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むつ市災害対策川内支部及び大畑支部

むつ市災害対策各支部 支 部 会 議

支 部 長 所 長

副支部長 管 理 課 長

管 理 課 長 管 理 班

地域振興課長 地域振興班

市民生活課長 市民生活班

健康福祉課長 保健福祉班
支 部 員

産業振興課長 産業振興班

建 設 課 長 建 設 班

教 育 課 長 教 育 班

水道課総括主幹
又は 水 道 班
水道課長補佐

むつ市災害対策脇野沢支部

むつ市災害対策脇野沢支部 支 部 会 議

支 部 長 所 長

副支部長 管 理 課 長

管 理 課 長 管 理 班

地域振興課長 地域振興班

市民生活課長 市民生活班

支 部 員 健康福祉課長 保健福祉班

産業振興課長 産業振興班

建 設 課 長 建 設 班

教 育 課 長 教 育 班
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(2) 災害対策本部等の班別所掌事務

ア むつ市災害対策本部班別業務分担

部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

総 総 総 務 班 総務課長 １ 各部との連絡調整に関すること。 総 務 課

務 務 ２ 総務部内の連絡調整に関すること。 職 員

部 部 ３ 議会事務局との連絡調整に関すること。

長 ４ 職員の非常招集及び配備に関すること。

５ 応援職員の要請及び連絡調整に関すること。

６ 諸団体（自主防災組織、女性団体、町内会及び青年団等

をいう。）への協力要請及びその動員に関すること。

７ 労務要員の雇用及び配分の総括に関すること。

８ 公務災害補償に関すること。

９ 所管不明の事務について、所掌する部を決定すること。

防災調整 防災調整 １ 災害対策本部の運営及び統轄に関すること。 防災調整

班 課長 ２ 被害状況の把握及び報告に関すること。 課 職 員

３ 気象情報等の総括に関すること。

４ 関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。

５ 防災会議に関すること。

６ 県知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること。

７ 県知事への自衛隊災害派遣要請に関すること。

８ 自衛隊との連絡調整に関すること。

９ 他の市町村長等への応援要請及び連絡に関すること（給

水を除く。）。

10 知事への応援要請及び連絡に関すること（給水を除

く。）。

11 災害救助法関係の総括に関すること。

12 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関するこ

と。

13 災害情報の総括に関すること。

14 被災者生活再建支援法の事務に関すること。

15 法外援護の総括に関すること。

16 水難救護法の総括に関すること。

17 県防災行政用無線の確保及び統制に関すること。

18 県総合防災情報システムの運用に関すること。

19 本部長の特命事項に関すること。

20 被害届の受付に関すること。

情報シス 情報シス １ 所管施設及び所管設備等の被害調査及び応急対策に関す 情報シス

テム班 テム課長 ること。 テ ム 課

２ 全庁ネットワーク通信網の確保及び統制に関すること。 職 員

３ 情報資産の保護及び復旧に関すること。

４ 総務部他班の応援に関すること。
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

総 総 秘 書 班 秘書課長 １ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 秘 書 課

務 務 ２ 災害関係の陳情に関すること。 職 員

部 部 ３ 被災地の視察に関すること。

長 ４ 国及び県等からの災害現場調査団及び見舞者の応接に関

すること。

５ 見舞電報等の受理及び礼状の発送に関すること。

管 財 班 管財課長 １ 所管施設等市有財産の被害調査及び応急対策に関するこ 管 財 課

と。 職 員

２ 庁内職員等避難者の整理誘導に関すること。

３ 加入電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。

４ 車両の確保及び配車に関すること。

５ 災害対策要員等の輸送に関すること。

６ 災害対策用物品、資機器材の調達に関すること。

７ 市有財産の応急利用に関すること。

税 務 班 税務課長 １ 建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関す 税 務 課

ること。 職 員

２ 被害者名簿の作成に関すること。

３ 災害に伴う市民税等の減免措置に関すること。

企 企 企 画 班 企画課長 １ 企画部内の連絡調整に関すること。 企 画 課

画 画 ２ 公共交通機関の被害調査に関すること。 職 員

部 部 ３ 船舶（漁船を除く。）の被害調査に関すること。

長 ４ 通信（電話、郵便等）関係の被害調査に関すること。

５ 電力及びガス関係の被害調査に関すること。

６ 施設の被害調査に関すること。

７ その他重要施設の被害調査に関すること。

男女共同 男女共同 企画部他班の応援に関すること。 男女共同

参画班 参画室長 参 画 室

職 員

エネルギ エネルギ １ 原子力関連施設の被害調査に関すること。 エネルギ

ー対策班 ー対策課 ２ 企画部他班の応援に関すること。 ー対策課

長 職 員

財 政 班 財政課長 １ 災害応急対策関係予算の措置に関すること。 財 政 課

２ 企画部他班の応援に関すること。 職 員
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

企 企 広報広聴 広報広聴 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 広報広聴

画 画 班 課長 ２ 被害届の受付及び行政連絡員等からの被害情報収集等広 課 職 員

部 部 聴活動に関すること。

長 ３ 災害対策に係る広報に関すること。

４ 災害の取材（写真を含む。）に関すること。

５ 収集災害情報の災害対策本部への伝達に関すること。

６ 市防災行政用無線の確保及び統制に関すること。

７ 駅前等の案内所の設置運営に関すること。

８ 住民相談所の開設に関すること。

民 民 市 民 班 市民課長 １ 民生部内の連絡調整に関すること。 市 民 課

生 生 ２ 罹災証明書の発行に関すること。 職 員

部 部 ３ 埋火葬の証明に関すること。

長

国保年金 国保年金 １ 被災者に係る国民年金の保険料の免除に関すること。 国保年金

班 課長 ２ 民生部他班の応援に関すること。 課 職 員

環境対策 環境対策 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 環境対策

班 課長 ２ 被災地における防疫措置に関すること。 課 職 員

３ 市内の共同墓地の被害状況の把握に関すること。

４ 埋火葬に関すること。

廃棄物対 廃棄物対 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 廃棄物対

策班 策課長 ２ 災害時の廃棄物の処理に関すること。 策課職員

３ ごみの処理に係る下北地域広域行政事務組合アックス・

グリーン管理課との連絡調整に関すること。

４ ごみの収集・運搬車両の確保に関すること。

５ し尿の処理に係る下北地域広域行政事務組合むつ衛生セ

ンターとの連絡調整に関すること。

６ し尿の収集・運搬車両の確保に関すること。
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

保 保 児童家庭 児童家庭 １ 保健福祉部内の連絡調整に関すること。 児童家庭

健 健 班 課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

福 福 ３ 所管施設の被害状況等のとりまとめに関すること。

祉 祉 ４ 避難所の開設及び運営に関すること。

部 部 ５ 被災者の収容及び把握（立退先等を含む。）に関するこ

長 と。

６ 炊き出しその他食品の供給に関すること。

７ 日赤奉仕団等奉仕団体及びボランティアの受入れに関す

ること。

８ 被服、寝具その他生活必需物品の給与又は貸与に関する

こと。

９ 救援物品の受領、保管及び配分に関すること。

10 救援金の配分計画及び配分に関すること。

生活福祉 生活福祉 １ 生活保護に関すること。 生活福祉

班 課長 ２ 生活保護世帯の被害調査及び救済対策に関すること。 課 職 員

３ 身元不明等の死体の埋火葬に関すること。

介護福祉 介護福祉 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 介護福祉

班 課長 ２ 高齢者世帯及び障害者世帯の被害調査及び救済対策に関 課 職 員

すること。

３ 災害時要援護者の状況把握及び避難時の誘導に関するこ

と。

健康推進 健康推進 １ 医療機関の被害調査に関すること。 健康推進

班 課長 ２ 医療、助産及び保健に関すること。 課 職 員

３ 避難所等における衛生保持に関すること。

４ 負傷者の把握に関すること。

５ 医薬品及び衛生材料の調達に関すること。

６ 一部事務組合下北医療センターと連携しての医療救護班

の編成、救護所の開設、医療救護活動及び死体の処理（埋

火葬を除く。）に関すること。

７ 医療救護隊との連絡調整に関すること。

保育所班 各保育所 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 保 育 所

長 ２ 保健福祉部の他班の応援に関すること。 職 員

児童館班 各児童館 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 児 童 館

長 ２ 保健福祉部の他班の応援に関すること。 職 員
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

経 経 農林畜産 農林畜産 １ 経済部内の連絡調整に関すること。 農林畜産

済 済 班 課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

部 部 ３ 地滑り及び崖崩れ等の応急対策に関すること。

長 ４ 障害物の除去に関すること。

５ 農業、林業及び畜産業関係の被害調査に関すること。

６ 主要食糧の確保及び応急供給に関すること。

７ 生鮮食料品等の確保に関すること。

８ 農業、林業及び畜産業関係被災者への融資のあっせんに

関すること。

９ 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。

水 産 班 水産課長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 水 産 課

２ 水産業関係の被害調査に関すること。 職 員

３ 漁船関係の被害調査に関すること。

４ 生鮮食料品等の確保に関すること。

５ 水産業関係被災者への融資のあっせんに関すること。

６ 潮位の観測に関すること。

商工観光 商工観光 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 商工観光

班 課長 ２ 商工業及び観光関係の被害調査に関すること。 課 職 員

３ 観光施設等の安全対策に関すること。

４ 観光客に対する緊急安全対策に関すること。

５ 燃料、雑貨等生活必需品の需給調整及び確保に関するこ

と。

６ 商工業関係被災者への融資のあっせんに関すること。

建 建 土 木 班 土木課長 １ 建設部内の連絡調整に関すること。 土 木 課

設 設 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 職 員

部 部 ３ 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関する

長 こと。

４ 地滑り及び崖崩れ等の応急対策に関すること。

５ 障害物の除去に関すること。

６ 河川水位の観測資料並びに水防活動状況の把握に関する

こと。

７ 水防対策の企画及び運営に関すること。

８ 災害復旧資機器材の調達及び輸送に関すること。

９ 道路の除雪対策に関すること。
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

建 建 用 地 班 用地課長 建設部他班の応援に関すること。 用 地 課

設 設 職 員

部 部

長 都市計画 都市計画 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 都市計画

班 課長 ２ 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関する 課 職 員

こと。

３ 公園施設等の安全対策に関すること。

下水道班 下水道課 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 下水道課

長 ２ 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関する 職 員

こと。

３ 応急対策用下水道資材の調達に関すること。

建 築 班 建築課長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 建 築 課

２ 応急仮設住宅の建築に関すること。 職 員

３ 応急仮設住宅の入居者の選考及び応急仮設住宅の管理に

関すること。

４ 災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関

すること。

５ 応急対策用建築資材の確保に関すること。

６ 被災住宅及び工作物等の現地確認及び指導に関するこ

と。

出 出 出 納 班 出納室次 １ 災害関係経費の経理に関すること。 出 納 室

納 納 長 ２ 救援金の受領及び保管に関すること。 職 員

部 室

長
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

文 教 文教総務 教育委員 １ 文教部内の庶務及び連絡調整に関すること。 教育委員

教 育 班 会総務課 ２ 市立学校施設の被害調査に関すること。 会総務課

部 部 長 ３ 市立学校施設の応急対策に関すること。 職 員

長 ４ 文教部内職員の非常招集及び配置に関すること。

５ 文教関係の被害記録に関すること。

６ 避難所（文教施設を含む。）の開設に係る保健福祉部へ

の応援及び学校等との連絡調整に関すること。

学校教育 学務課長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 学務課及

第１班 ２ 被災児童生徒等（幼稚園児を含む。）の調査に関するこ び学校教

と。 育課職員

学校教育 学校教育 ３ 応急教育の状況把握に関すること。

第２班 課長 ４ 学用品の調達及び給与に関すること。

５ 学校職員の被害状況の把握に関すること。

６ 教科書の給付に関すること。

７ 学校給食の確保に関すること。

８ 児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること。

生涯学習 生涯学習 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 生涯学習

班 課長 ２ 文化財等の被害調査に関すること。 課 職 員

３ 社会教育関係団体への協力要請に関すること。

市民スポ 市民スポ １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 市民スポ

ーツ班 ーツ課長 ２ 文教部の他班の実施事項の応援に関すること。 ーツ課職

員

中央公民 中央公民 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 中央公民

館班 館長 ２ 文教部の他班の実施事項の応援に関すること。 館 職 員

図書館班 図書館長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 図 書 館

２ 文教部の他班の実施事項の応援に関すること。 職 員
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部名 部長 班 名 班 長 所 掌 事 務 班 員

水 公 水道総務 企 業 局 １ 水道部内の庶務及び連絡調整に関すること。 企業局総

道 営 班 総務課長 ２ 所管施設の被害状況等のとりまとめ及び報告に関するこ 務課職員

部 企 と。

業 ３ 水道部内職員の非常招集及び配置に関すること。

局 ４ 災害時における通信連絡に関すること。

長 ５ 断水及び給水等に係る広報に関すること。

６ 水道施設の総合対策に関すること。

７ 給水等に係る県等への応援要請及び連絡に関すること。

８ 市民等からの被害情報及び苦情の聴取等渉外活動に関す

ること。

９ 水道部他班の実施事項の応援に関すること。

水道復旧 工務課長 １ 所管施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 工 務 課

班 ２ 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関する 職 員

こと。

３ 指定給水装置工事事業者への連絡等に関すること。

４ 応急復旧資機器材の確保に関すること。

水 道 班 水道課長 １ 断減水区域及び世帯の把握に関すること。 水 道 課

２ 給水車両等の確保、配車及び給水活動に関すること。 職 員

３ 応急給水用資機器材の確保に関すること。

浄 水 班 浄水課長 １ 所管施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 浄 水 課

２ 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関する 職 員

こと。

３ 飲料水の確保と水量の調整に関すること。

４ 水質検査に関すること。

５ 応急復旧資機器材の確保に関すること。
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イ むつ市災害対策（川内、大畑、脇野沢）支部班別業務分担

支部名 支部長 班 名 班長 所 掌 事 務 班 員

む 管理班 管理課 １ 現地災害対策本部の運営及び統轄に関すること。 管 理 課

（

つ 川 長 ２ 災害対策本部との連絡調整に関すること。 職 員

市 内 ３ 総務部との連絡調整に関すること。

災 ・ ４ 管轄区域内の被害状況の把握及び災害対策本部への報告

害 大 に関すること。

対 畑 ５ 分庁舎職員の非常招集及び配置に関すること。

策 ・ ６ 応援職員の要請に係る災害対策本部との連絡調整に関す

脇 ること。

（

川 野 ７ 管轄区域内の諸団体（自主防災組織、婦人会、町内会及

内 沢 び青年団等をいう。）への協力要請及び動員に関するこ

・ と。

）

大 庁 ８ 管轄区域内の公務災害補償に関すること。

畑 舎 ９ 気象情報等の収集及び伝達に関すること。

・ 所 10 管轄区域内の関係団体との連絡に関すること。

脇 長 11 自衛隊派遣要請に係る災害対策本部との連絡調整に関す

野 ること。

沢 12 防災ヘリコプター運航要請に係る災害対策本部との連絡

調整に関すること。

）

支 13 自衛隊との連絡調整に係る災害対策本部との連絡調整に

部 関すること。

14 他の市町村への応援要請に係る災害対策本部との連絡調

整に関すること（給水等を除く。）。

15 知事への応援要請に係る災害対策本部との連絡調整に関

すること（給水等を除く。）。

16 管轄区域内の災害救助法関係に関すること。

17 管轄区域内の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付

けに関すること。

18 管轄区域内の災害情報の収集及び伝達に関すること。

19 県総合防災情報システムの運用に関すること。

20 管轄区域内の被害届の受付に関すること。

21 現地対策本部長及び現地対策副本部長の秘書に関するこ

と。

22 災害関係の陳情に係る災害対策本部との連絡調整に関す

ること。

23 管轄区域内の被害地の視察に関すること。

24 管轄区域内への視察者及び見舞者の応接に関すること。

25 分庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること。

26 管轄区域内の有線電話の確保及び臨時電話の架設に関す

ること。
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支部名 支部長 班 名 班長 所 掌 事 務 班 員

む 27 管轄区域内の車両の確保及び配車に関すること。

（

つ 川 28 管轄区域内の災害対策用物品、資機器材の調達に関する

市 内 こと。

災 ・ 29 所管施設等管轄区域内の市有財産の被害調査及び応急対

害 大 策に関すること。

対 畑 30 管轄区域内の建物及び工作物の被害状況並びに被災者実

策 ・ 態調査に関すること。

脇 31 管轄区域内の被害者名簿の作成に関すること。

（

川 野 32 管轄区域内の災害に伴う市民税等の減免措置に関するこ

内 沢 と。

・ 33 管轄区域内の災害関係経費の経理に関すること。

）

大 庁 34 管轄区域内の救援金の災害対策本部との調整、受領及び

畑 舎 保管に関すること。

・ 所

脇 長 地域振 地域振 １ 企画部との連絡調整に関すること。 地域振興

野 興班 興課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

沢 ３ 管轄区域内の運輸通信（バス、船舶、電話、郵便）、電

力、ガス関係の被害調査に関すること。

）

支 ４ 管轄区域内の災害応急対策関係予算に係る災害対策本部

部 との連絡調整に関すること。

５ 管轄区域内の広聴活動に関すること。

６ 管轄区域内の災害の広報に関すること。

７ 管轄区域内の災害の取材（写真を含む。）に関するこ

と。

８ 管轄区域内の市防災行政用無線の確保及び統制に関する

こと。

９ 駅前等の案内所の設置運営に関すること。

10 管轄区域内の住民相談所の開設に関すること。

市民生 市民生 １ 民生部の連絡調整に関すること。 市民生活

活班 活課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

３ 管轄区域内の罹災証明書の発行に関すること。

４ 管轄区域内の防疫に関すること。

５ 管轄区域内の埋火葬の証明に関すること。

６ 管轄区域内の被災者に係る国民年金の保険料の免除に関

すること。

７ 管轄区域内の廃棄物の処理及び清掃に関すること。
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支部名 支部長 班 名 班長 所 掌 事 務 班 員

む 健康福 健康福 １ 保健福祉部との連絡調整に関すること。 健康福祉

（

つ 川 祉班 祉課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

市 内 ３ 管轄区域内の避難所の開設及び運営に関すること。

災 ・ ４ 管轄区域内の避難所の把握（立退先等を含む。）に関す

害 大 ること。

対 畑 ５ 管轄区域内の炊き出しその他食品の供給に関すること。

策 ・ ６ 管轄区域内のボランティアの受入れに関すること。

脇 ７ 管轄区域内の被服、寝具その他生活必需品の供給又は貸

（

川 野 与に関すること。

内 沢 ８ 管轄区域内への救援物品の受領及び保管並びに配分に関

・ すること。

）

大 庁 ９ 管轄区域内の救援金の配分計画及び配分に関すること。

畑 舎 10 管轄区域内の食料品等の調達に関すること。

・ 所 11 管轄区域内の災害時要援護者の安全確保対策に関するこ

脇 長 と。

野 12 管轄区域内の身元不明等の死体の埋火葬に関すること。

沢 13 管轄区域内の医療機関の被害調査に関すること。

14 管轄区域内の医療、助産及び保健に関すること。

）

支 15 管轄区域内の避難所等における衛生保持に関すること。

部 16 管轄区域内の負傷者の把握に関すること。

17 管轄区域内の医薬品及び衛生材料の調達に関すること。

18 管轄区域内の医療救護班の編成に関すること。

19 管轄区域内の死体の処理（埋火葬を除く。）に関するこ

と。

20 管轄区域内で活動する医療救援隊との連絡調整に関する

こと。

産業振 産業振 １ 経済部との連絡調整に関すること。 産業振興

興班 興課長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 課 職 員

３ 管轄区域内の農林業関係の被害調査に関すること。

４ 管轄区域内の主要食糧の確保及び応急供給に関するこ

と。

５ 管轄区域内の生鮮食料品等の確保に関すること。

６ 管轄区域内の農林業関係被災者への融資のあっせんに関

すること。

７ 管轄区域内の水産業関係の被害調査に関すること。

８ 管轄区域内の漁船関係の被害調査に関すること。

９ 管轄区域内の水産業関係被災者への融資のあっせんに関

すること。
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支部名 支部長 班 名 班長 所 掌 事 務 班 員

む 10 管轄区域内の商工業及び観光関係の被害調査に関するこ

（

つ 川 と。

市 内 11 管轄区域内の観光施設等の安全対策に関すること。

災 ・ 12 管轄区域内の観光客に対する緊急安全対策に関するこ

害 大 と。

対 畑 13 管轄区域内の燃料、雑貨等生活必需品の需給調整及び確

策 ・ 保に関すること。

脇 14 管轄区域内の商工業関係被災者への融資のあっせんに関

（

川 野 すること。

内 沢

）

・

大 庁 建設班 建設課 １ 建設部との連絡調整に関すること。 建 設 課

畑 舎 長 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 職 員

・ 所 ３ 管轄区域内の障害物の除去に関すること。

脇 長 ４ 管轄区域内の水防に関すること。

野 ５ 管轄区域内の公園施設等の安全対策に関すること。

沢 ６ 管轄区域内の応急仮設住宅の建築、入居者の選定及び管

理に関すること。

）

支 ７ 管轄区域内の公共建築物及び住宅の応急修理に関するこ

部 と。

８ 管轄区域内の被災住宅及び工作物等の現地確認、指導に

関すること。

水道班 水道課 １ 水道部との連絡調整に関すること。 水 道 課

総括主 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 職 員

幹又は

水道課

長補佐

（注） 脇野沢支部にあっては、「水道班」を「建設班」に、「水道課総括主幹又は

水道課長補佐」を「建設課長」に、「水道部」を「建設部」に、「水道課職

員」を「建設課職員」とする。



- 39 -

支部名 支部長 班 名 班長 所 掌 事 務 班 員

む 教育班 教育課 １ 文教部との連絡調整に関すること。 教 育 課

（

つ 川 長 ２ 管轄区域内の市立学校施設及び所管施設の被害調査に関 職 員

市 内 すること。

災 ・ ３ 管轄区域内の市立学校施設及び所管施設の応急対策に関

害 大 すること。

対 畑 ４ 管轄区域内の文教関係の被害記録に関すること。

策 ・ ５ 管轄区域内の被災児童生徒等（幼稚園児を含む。）の調

脇 査に関すること。

（

川 野 ６ 管轄区域内の応急教育の状況把握に関すること。

内 沢 ７ 管轄区域内の学用品の調達及び給与に関すること。

・ ８ 管轄区域内の文化財等の被害調査に関すること。

）

大 庁 ９ 管轄区域内の学校給食の確保に関すること。

畑 舎 10 管轄区域内の児童生徒等の保健及び環境衛生に関するこ

・ 所 と。

脇 長

野

沢

）

支

部
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ウ 下北地域広域行政事務組合事務局災害時業務分担

機関名 総 括 部局名 責任者 所 掌 事 務 班 員

下 下 総 務 課 総務課長 １ 事務局内の連絡調整に関すること。 総 務 課

北 北 ２ 所管施設の被害状況等のとりまとめ及び報告に関する 職 員

地 地 こと。

域 域 ３ 市災害対策本部との連絡調整に関すること。

広 広

域 域 下北文化 下北文化 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 文化会館

行 行 会館 会館館長 ２ 来館者の避難誘導等安全確保に関すること。 職 員

政 政

事 事 はまゆり はまゆり １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 学園職員

務 務 学 園 学 園 長 ２ 施設入居者の保護に関すること。

組 組

合 合 しもきた しもきた １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 療 育 園

事 療 育 園 療育園長 ２ 施設入居者の保護に関すること。 職 員

務

局 むつ衛生 むつ衛生 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 衛生セン

長 センター センター ２ 災害時におけるし尿の処理に関すること。 ター職員

所 長

アックス 管理課長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 管 理 課

・グリー ２ 災害時における廃棄物の処理に関すること。 職 員

ン管理課
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エ 下北地域広域行政事務組合消防本部災害警備本部班別業務分担

機関名 総 括 部局名 責任者 所 掌 事 務 班 員

下 下 庶 務 班 総務課長 １ 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 総 務 課

北 北 ２ 職員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

地 地 ３ 関係機関への連絡及び相互応援に関すること。

域 域 ４ 市災害対策本部との連絡調整に関すること。

広 広

域 域 予 防 班 予防課長 １ 危険物施設等に対する応急措置及び対策に関するこ 予 防 課

行 行 と。 職 員

政 政 ２ 消防等の広報に関すること。

事 事 ３ 資機器材の確保に関すること。

務 務 ４ 写真記録に関すること。

組 組

合 合 警 防 班 警防課長 １ 災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること。 警 防 課

消 ２ 救助及び救急活動に関すること 職 員

防 ３ 災害状況図及び警防活動図の作成に関すること。

長 ４ 緊急消防援助隊に関すること。

５ 市役所業務時間外における防災情報等の広報に関する

こと。

通信指令 通信指令 １ 指令管制業務に関すること。 通信指令

班 課 長 ２ 警報及び気象情報等の伝達に関すること。 課 職 員

３ 通信の運用及び無線の統制に関すること。

４ 通信施設の保守に関すること。

消 防 班 各消防署 １ 消防及び水防活動その他災害の応急対策に関するこ 各消防署

(分署)長 と。 (分 署)

２ 消防団員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

３ 被災者の救出、救護及び捜索に関すること。

４ 避難の勧告、指示及び誘導に関すること。

５ 障害物の除去に関すること。

６ 被災証明に関すること。

消 防 団 むつ市消 １ 消防及び水防活動その他災害の応急対策に関するこ む つ 市

防団 と。 消防団員

各消防団 ２ 被災者の救出、救護及び捜索に関すること 。

長 ３ 避難誘導に関すること。
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オ 一部事務組合下北医療センター災害時業務分担

部 局 名
機関名 総 括 所 掌 事 務 班 員

(責 任 者)

一 事 事 事業本部事務局 １ 下北医療センター内の庶務及び連絡調整に関するこ 本部事務

部 業 務 と。 局 職 員

事 本 局 （ 総 務 担 当 ２ 所管施設の被害調査及び応急対策のとりまとめに関す

務 部 長 総 括 主 幹 ） ること。

合

下 医 療 看 護 班 １ 外来患者の安全確保及び入院患者の保護に関するこ 医 療 局

北 む と。 職 員

医 ( 副 院 長 ) ２ 市健康推進課と連携しての医療救護班の編成、救護所 看 護 局

療 の開設、医療救護活動及び死体の処理(埋火葬を除く。) 職 員

セ つ に関すること。

ン ３ 助産に関すること。

タ ４ 医療薬剤の調達に関すること

総 ５ 入院患者の給食の確保に関すること。

⌒ 総 務 班 １ むつ総合病院内の庶務及び連絡調整に関すること。 総 務 課

合 む む (総務課長) ２ 職員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

つ つ ３ 市健康推進課及び関係機関との連絡調整に関するこ

総 総 と。

病 合 合 ４ むつ総合病院事務局他班の応援に関すること。

病 病

院 院 企画財政班 １ 災害応急対策関係予算の措置に関すること。 企画財政

院 事 事 (企画財政 ２ むつ総合病院事務局他班の応援に関すること。 課 職 員

務 務 課 長)

局 局

長 長 管 財 班 １ 所管施設、設備の被害調査、報告及び応急対策に関す 管 財 課

(管財課長) ること。 職 員

⌒

２ 資機器材の調達に関すること。

３ 写真記録に関すること。

４ むつ総合病院事務局他班の応援に関すること。

医 事 班 １ 外来及び入院患者の医療事務に関すること。 医 事 課

(医事課長) ２ 診療情報システムの機能確保に関すること。 職 員

３ むつ総合病院事務局他班の応援に関すること。
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部 局 名
機関名 総 括 所 掌 事 務 班 員

(責 任 者)

一 川 医 療 看 護 班 １ 外来患者の安全確保及び入院患者の保護に関するこ 診療支援

部 内 （ 副 院 長 ） と。 業務職員

事 病 ２ 市川内庁舎健康福祉課と連携しての医療救護班の編 看 護 局

務 院 成、救護所の開設、医療救護活動及び死体の処理（埋火 職 員

組 長 葬を除く。）に関すること。

合 ３ 医療薬剤の調達に関すること。

下 ４ 入院患者の給食の確保に関すること。

北

医 事 総 務 班 １ 川内病院内の庶務及び連絡調整に関すること。 事 務 局

療 務 ( 事 務 長 ) ２ 職員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

セ 局 ３ むつ総合病院及び管内関係機関との連絡調整に関する

ン こと。

タ

大 医 療 看 護 班 １ 外来患者の安全確保の保護に関すること。 診療支援

畑 （看護師長） ２ 大畑庁舎健康福祉課と連携しての医療救護班の編 業務職員

診 成、救護所の開設、医療救護活動及び死体の処理（埋火 看 護 局

療 葬を除く。）に関すること。 職 員

所 ３ 医療薬剤の調達に関すること。

長

事 総 務 班 １ 大畑診療所内の庶務及び連絡調整に関すること。 事 務 局

務 ( 事 務 長 ) ２ 職員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

局 ３ むつ総合病院及び管内関係機関との連絡調整に関する

こと。

脇 医 療 看 護 班 １ 外来患者の安全確保の保護に関すること 診療支援

野 （看護師長） ２ 脇野沢庁舎健康福祉課と連携しての医療救護班の編 業務職員

沢 成、救護所の開設、医療救護活動及び死体の処理（埋火 看 護 局

診 葬を除く。）に関すること。 職 員

療 ３ 医療薬剤の調達に関すること。

所

長 事 総 務 班 １ 脇野沢診療所内の庶務及び連絡調整に関すること。 事 務 局

務 ( 事 務 長 ) ２ 職員の非常招集及び配置に関すること。 職 員

局 ３ むつ総合病院及び管内関係機関との連絡調整に関する

こと。
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３ 災害対策本部設置時に準じた措置

災害対策本部が設置される前及び災害対策本部を設置するに至らないと判断されるが、気象予報・警報

及び水防指令等の発令状況等によって、災害に対する警戒体制を強化する必要がある場合等は、市長は、

災害警戒対策本部等を設置し、災害対策本部設置時に準じて対処する。

なお、災害警戒対策本部等の組織及び運営は、災害対策本部の組織及び運営に準ずる。

(1) 災害警戒対策本部の設置

ア 各種警報が発令されている状況下で、台風が通過する公算が強く、市の地域内に甚大な被害が発

生するおそれがある場合で、市長が必要と認めるとき。

イ その他市の地域内に甚大な被害が発生するおそれがある場合で市長が必要と認めるとき。

(2) その他の対策本部等の設置

被害対策等を迅速かつ強力に推進する必要がある場合は、被害対策本部等を設置する。



- 45 -

第３節 動員計画

災害の発生が予想されるとき、又は災害が発生した場合の職員の配備態勢及び動員の方法について定める

ものとする。

１ 配備基準

配備基準は、次のとおりとする。
(1) 風水害等の場合の配備基準

配 備 区 分 配 備 時 期 実 施 内 容 配 備 要 員

１ 号 配 備 １ 次のいずれかの注意報が １ 防災調整課は、気象情 １ 防災調整課員及び関
（ 準 備 態 勢 ） 発表され危険な状態が予想 報を収集し、関係課に伝 係課職員若干名で対処
予想される事態 されるとき。 達する。 する。

に対処するための (1) 大雨注意報 ２ 関係課は、気象情報に ２ 休日等の勤務時間外
態勢 (2) 洪水注意報 注意し、それぞれの準備 は必要に応じて登庁

(3) 高潮注意報 態勢を整える。 し、対処する。
(4) 強風注意報
(5) 大雪注意報
(6) 風雪注意報
２ 特に市長がこの配備を指
示したとき。

２ 号 配 備 １ 次のいずれかの警報又は １ 防災調整課は、気象情 １ 配備用員は、１号配
（ 警 戒 態 勢 ） 情報が発表され危険な状態 報及び関係機関等からの 備を強化する。
１号配備を強化する が予想されるとき。 情報を待機している関係 ２ 休日等の勤務時間外
とともに、災害対策 (1) 大雨警報 課に伝達する。 は、防災調整課及び関
本部を設置するに至 (2) 暴風警報 ２ 関係課は、各種情報収 係課の職員が登庁して
らないが予想される (3) 洪水警報 集に努め、防災調整課に 対処する。
災害に直ちに対処す (4) 高潮警報 報告するとともに、それ なお、その他の職員
る態勢 (5) 大雪警報 ぞれ警戒態勢を整える。 は、登庁できる態勢で

(6) 暴風雪警報 自宅待機する。
(7) 土砂災害警戒情報
２ 特に市長がこの配備を指
示したとき。

３ 号 配 備 １ 次の場合で市長が必要と １ 各種情報の収集、伝達 １ 各課の災害応急対策
（ 非 常 態 勢 ） 認めたとき。 に努め、災害応急対策を 要員が対処する。
全庁をあげて対処す (1) 災害が市内に広域にわ 実施する。 ２ 休日等の勤務時間外
る態勢 たり発生したとき。 ２ 災害対策本部等が設置 は、各課の災害応急対

(2) 市に相当規模の災害が された場合は、災害対策 策要員が登庁し対処す
発生したとき。 本部の分担事務に従って る。

２ 市長が特にこの配備を指 災害応急対策を実施す なお、その他の職員
示したとき。 る。 は、登庁できる態勢で

自宅待機する。

１ 各種警報が発表されてい １ 各種情報の収集、伝達 １ 関係課の災害警戒対
る状況下で、台風が通過す に努め、災害警戒対策を 策要員が対処する。
る公算が強く、市の地域内 実施する。 ２ 休日等の勤務時間外
に甚大な被害が発生するお ２ 災害警戒対策本部が設 は、関係課の災害警戒
それがあるとき。 置された場合は、災害対 対策用員が登庁し対処
２ 市長が特にこの配備を指 策本部の分担事務に従っ する。
示したとき。 て災害応急対策を実施す なお、その他の職員

る。 は、登庁できる態勢で
自宅待機する。

(注) １ 「関係課｣とは、市長が防災と特に関わりがあるものとして指定した課をいう。
２ 「災害応急対策要員｣とは、各課長が災害応急対策に当たることとして指名した職員をいう。
３ 「災害警戒対策要員｣とは、関係課の長が災害警戒対策に当たることとして指名した職員をいう。
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(2) 事故災害の場合の配備基準

ア 大規模な事故の通報等があった場合、市長が２号配備を決定し、防災調整課及び関係課職員で対

処する。休日等の勤務時間外は、防災調整課及び関係課職員が登庁し、対処する。

イ 被害の発生状況を考慮し、全庁あげて応急対策を実施する必要があると認められる場合、市長が

３号配備（災害対策本部設置）を決定し、関係課の災害応急対策要員が対処する。休日等の勤務時

間外は、関係課の応急対策要員が登庁し、対処する。

ウ その他の配備については、別に定める応急対策マニュアルによる。

２ 職員の動員

(1) 動員の方法

ア 職員の動員は、初動体制マニュアルに基づき、次の連絡系統により行う。

(ｱ) 本部設置前

市 長 総務部長 防災調整課長 関係部長 関係各課長 各職員

(ｲ) 本部設置時

本 部 長 総務部長 総務班長 各 部 長 各 班 長 各 班 員

イ 動員指示を受けた職員は、直ちに所定の配備につく。

ウ 各部長は、部内各課（班）の応急対策に必要な職員が部内各課（班）における調整を行ってもな

おかつ要員が不足し、活動に支障があると判断したときは、総務課長（総務班長）に応援職員の配

置を求めることができる。

エ 総務課長（総務班長）は、応急対策活動の状況に応じ、要員の確保に努めなければならない。

(2) 当直者からの通報による非常連絡

勤務時間外における当直者からの非常連絡は、次により行う。

市 長 関 係 部 長

副市長 秘 書 課 長 宿日直代行員 関 係 課 長 関 係 課 職 員

収入役 防災調整課長 総務部各課長 総務部各課職員

総務部長 総務部次長 分庁舎管理課長 分庁舎所長

分庁舎各課長 分庁舎各課職員

(3) 勤務時間外における職員の心得

ア 職員は、勤務時間外において、災害が発生し、又は災害の発生が予想されるときは、初動体制マ

ニュアルに基づき速やかに上司の指示を仰ぎ所属勤務場所に登庁し、応急対策活動に従事すること

に努めなければならない。

イ 職員は、出勤途上知り得た災害状況又は災害情報を所属課長（班長）又は参集場所の指揮者に報

告する。
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第 章

災害予防計画
風水害等の災害の発生を未然に防止するために、防災施設の整備、防災に関する教育訓練等その他災害予

防について定め、その実施を図るとともに、第４章災害応急対策計画に定める各種応急対策等を実施するう

えでの所要の組織体制を整備しておくものとする。

雪害、火山災害及び事故災害については、本章のほか第５章で定めるところによる。
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第１節 防災業務施設・設備等の整備

風水害等の災害の発生の防止及び被害の軽減を図るための防災業務施設、設備等の整備は、国、県、市 、

防災関係機関等が連携をとりつつ、それぞれの分野において実施する。

［総務部］１ 気象観測施設・設備等

(1) 市は、集中豪雨等においては、地区により雨量の差が激しいため、気象台、県の雨量観測所だけで

は必要な情報が得られない場合もあるため、災害危険箇所に留意した観測所等の設置及び観測体制の

強化を推進する。

(2) 観測所及び観測点は、次のとおりである。

ア 一般気象観測施設

(ｱ) 特別地域気象観測所（青森地方気象台）

むつ観測所 金曲一丁目8-3 （017-741-7411）

(ｲ) 無線ロボット雨量計（青森地方気象台）

障子山観測所 城ヶ沢椈沢山国有林17林班は小班

(ｳ) 地域気象観測所（青森地方気象台）

脇野沢観測所 脇野沢桂沢78-2

(ｴ) その他の気象観測施設

機 関 名 設置場所 観 測 項 目

下北地域広域行政事務組合 小川町二丁目 風向、風速、気圧、気温、湿度、降水量
消 防 本 部

(22-3819)

海上自衛隊大湊地方総監部 大 湊 町 風向、風速、気圧、気温、湿度、降水量、
気 象 班 積雪、降雪量他

(24-1111)

海上自衛隊大湊航空隊気象室 城ヶ沢字早崎 風向、風速、気圧、気温、湿度、降水量、
(24-1462) 積雪、降雪量他

障子山山頂に気象レーダーを設置しており、
降雨地域の把握等が可能

(独)日本原子力研究開発機構 関根字北関根 風向、風速、気温、降水量他
青 森 研 修 開 発 セ ン タ ー
む つ 事 務 所 保 安 管 理 課

(23-4211)
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イ 水防に関する観測所

(ｱ) 雨量観測所（観測者 下北地域県民局地域整備部）

対 象 河 川
観 測 所 名 設 置 場 所

水 系 名 河 川 名

むつ県土整備 中央一丁目１－８（ ） 田 名 部 川 田 名 部 川下北地域県民局地域整備部

今 泉 奥内字二又４－２（市有地） 今 泉 川 今 泉 川

宇 曽 利 大湊字大近川４４－８４（大湊高校内） 宇 曽 利 川 宇 曽 利 川

宇曽利山湖 田名部字矢立山１－１（国有林） 正 津 川 正 津 川

高 梨 関根字高梨川目２４９－３（河川敷） 出 戸 川 出 戸 川

大 川 目 城ヶ沢字流道１４－６０（ ） 大 川 目 川 大 川 目 川角違小中学校内

大 近 並川町２６－１（むつ市公営企業局内） 小 荒 川 小 荒 川

川 内 ダ ム 川内町福浦山３１４（川内ダム管理所） 川 内 川 川 内 川

新 田 川内町新田３０２－３（河川敷） 川 内 川 川 内 川

宿 野 部 川内町宿野部榀木平５５－７（市有地） 宿 野 部 川 宿 野 部 川

荒 沢 岳 川内町田野沢１－１（国有林） 大 佐 井 川 大 佐 井 川

蛎 崎 川内町蛎崎松山１－１（国有林） 男 川 男 川

桧 川 川内町桧川川代１５０－３（河川敷） 桧 川 桧 川

畑 川内町家ノ辺１０－８７（市有地） 川 内 川 川 内 川

大 畑 大畑町湯坂下１３６－１地先（河川敷） 大 畑 川 大 畑 川

大 畑 上 流 大畑町二階滝１－１（国有林） 大 畑 川 大 畑 川

大 畑 中 流 大畑町葉色山１－１（国有林） 大 畑 川 大 畑 川

木 野 部 大畑町佐藤ヶ平１－１（県道敷） 下 秋 川 下 秋 川

むつ朝比奈岳 大畑町鍋滝山１（国有林） 大 畑 川 大 畑 川

源 藤 城 脇野沢滝山１４８－３（市有地） 脇 野 沢 川 脇 野 沢 川

(ｲ) 河川水位観測所（観測者 下北地域県民局地域整備部）

対 象 河 川
観 測 所 名 設 置 場 所

水 系 名 河 川 名

田 名 部 小川町二丁目９８ 田 名 部 川 田 名 部 川

分水門下流 苫生町一丁目３３６ 田 名 部 川 田 名 部 川

分水門上流 苫生町一丁目３３６ 田 名 部 川 田 名 部 川

小 川 小川町二丁目４２ 小 川 小 川

新田名部川 若松町１４ 田 名 部 川 新田名部川

新 田 川内町新田３０２－３ 川 内 川 川 内 川

川 内 ダ ム 川内町福浦山３１４ 川 内 川 川 内 川

大 畑 大畑町湯坂下１３６－１地先 大 畑 川 大 畑 川

小 目 名 大畑町小目名４０－２９ 大 畑 川 大 畑 川

正 津 川 大畑町正津川戦敷３１９－１地先 正 津 川 正 津 川

脇 野 沢 脇野沢渡向１４１地先 脇 野 沢 川 脇 野 沢 川
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ウ 潮位観測所

観測所名 観 測 者 設 置 場 所 対 象 海 域

下北検潮所 仙台管区気象台 関根字北関根地先
津軽海峡

（浜 関 根） （青森地方気象台） （関根浜港岸壁）

第二管区海上保安本部
大 湊 大湊字宇田 陸奥湾

（青森海上保安部）

（注）「関根浜」の観測計は、津波観測を目的にしたものである。

［下行消防本部］２ 消防施設・設備等

消防本部は、消防ポンプ自動車等の消防機械、消火栓、（耐震）防火水槽等の消防水利、火災通報施設

等の整備、点検に努め、有事の際の即応体制の確立を図る。

特に、危険物災害、高層ビル火災及び林野火災等に対処するための資機材の整備を図る。

(1) 整備状況

消防施設等の現況は、次のとおりである。 平成１９年４月１日現在

消消 消 防 ポ ン プ 消 消 防 耐 そ

震

防防 消 水自 小積 はプ 屈ポ 化動 小水 性

防 槽動 型載 し自 折ン 学車 型槽 火

区 分 吏団 ポ 付車 動車 ご動 はプ 消 動車 計 防 火 貯 の 計

ン 消 力 付車 し自 防 力

員員 プ 防 ポ 消 ご動 ポ ポ 水 水

動 ポ ン 防 付車 ン ン

及数 自 ン プ ポ 消 プ プ 艇 栓 槽 他

び 車 プ 付 ン 防 自 付 槽

むつ消防署 51 1 1 2 478 91 2 571

大湊消防署 29 1 1 2 223 64 287

消防団本団 26 1 1

第1分団 24 1 1

第2分団 25 1 1

第3分団 23 1 1

第4分団 25 1 1

第5分団 23 1 1

第6分団 22 1 1

第7分団 24 1 1

第8分団 16 1 1

第9分団 25 1 1

第10分団 21 1 1

第11分団 23 1 1

第12分団 20 1 1

第13分団 24 1 1

第14分団 25 1 1

第15分団 22 1 1

第16分団 21 1 1

第17分団 24 1 1

第18分団 22 1 1

第19分団 17 1 1

第20分団 20 1 1

小計 552 12 3 8 2 25 701 155 2 858
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消消 消 防 ポ ン プ 消 消 防 耐 そ

震

防防 消 水自 小積 はプ 屈ポ 化動 小水 性

防 槽動 型載 し自 折ン 学車 型槽 火

区 分 吏団 ポ 付車 動車 ご動 はプ 消 動車 計 防 火 貯 の 計

ン 消 力 付車 し自 防 力

員員 プ 防 ポ 消 ご動 ポ ポ 水 水

動 ポ ン 防 付車 ン ン

及数 自 ン プ ポ 消 プ プ 艇 栓 槽 他

び 車 プ 付 ン 防 自 付 槽

川内消防分署 22 1 1 2 72 37 9 118

消防団本部 23

第1分団 26 1 1 (12) (6) (1) (19)

第2分団 28 1 1 (5) (3) (1) (9)

第3分団 17 1 1 (7) (3) (1) (11)

第4分団 25 1 1 (7) (2) (1) (10)

第5分団 29 1 1 (5) (2) (7)

第6分団 18 1 1 (1) (3) (4)

第7分団 24 1 1 (4) (3) (7)

第8分団 24 1 1 (20) (9) (4) (33)

第9分団 10 1 1 (3) (1) (4)

第10分団 9 1 1 (1) (2) (3)

第11分団 19 1 1 (1) (2) (3)

第12分団 15 1 1 (2) (1) (1) (4)

第13分団 15 1 1 (4) (4)

小計 304 3 2 9 1 15 72 37 9 118

大畑消防署 28 1 1 137 32 169

消防団本部 23 1 1

本部付分団 20 1 1 (15) (2) (17)

第1分団 18 1 1 (35) (7) (42)

第2分団 19 1 1 (8) (2) (10)

第3分団 20 1 1 (16) (4) (20)

第4分団 14 1 1 (7) (3) (10)

第5分団 16 1 1 (9) (3) (12)

第6分団 11 1 1 (8) (4) (12)

第7分団 17 1 1 (4) (1) (5)

第8分団 16 1 1 (3) (3)

第9分団 19 1 1 (11) (1) (12)

第10分団 17 1 1 (21) (5) (26)

小計 238 4 1 7 1 13 137 32 169

脇野沢消防分署 17 1 1 41 84 125

団本部 10

本部分団 10 1 1

第1分団 25 1 1 (11) (30) (41)

第2分団 14 1 1 (7) (14) (21)

第3分団 16 1 1 (6) (12) (18)

第4分団 6 1 1 (3) (4) (7)

第5分団 6 1 1 (3) (8) (11)

第6分団 15 1 1 (4) (8) (12)

第7分団 16 1 1 (4) (4) (8)

第8分団 7 1 1 (3) (4) (7)

小計 142 2 1 7 10 41 84 125

合計 1,236 21 7 31 4 63 910 265 11 84 1,270

（注）（ ）内の数字は、再掲である。



- 52 -

(2) 消防ポンプ自動車等の整備

「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に基づき、消防施設整備５か年計画により増強、更

新を図るなど整備していくものとする。

なお、消防力強化の基礎となる消防庁舎、消防車格納庫等さらには消火栓、防火水槽等の消防水利

の設置整備に際しては、耐震性を十分考慮し、震災時における消防活動体制の整備に努めるものとす

る。

ア 消防ポンプ自動車等整備計画

全 体 計 画
（平成１９年度～２３年度）

梯 水 普 小 小 消 高 救 消 小
子 槽 通 型 型 防 規 助 防 型
付 付 消 動 動 救 格 工 広 動

区 分 消 消 防 力 力 急 救 作 報 力
防 防 ポ ポ ポ 車 急 車 車 ポ
自 ポ ン ン ン 自 ン
動 ン プ プ プ 動 プ
車 プ 自 付 付 車

自 動 水 積
動 車 槽 載
車 車 車

む つ 消 防 署 1 1 1

川 内 消 防 分 署 1

脇野沢消防分署 1 1

大 畑 消 防 署 1

大 湊 消 防 署 1

第 ２ 分 団 １
消 む

第 １１ 分 団 1
つ

防 第 １２ 分 団 1
消

第 １３ 分 団 1
分 防

第 １６ 分 団 1
団

団 第 １７ 分 団 1

第 １９ 分 団 1
名

第 ２０ 分 団 1

川 第 １ 分 団 1
内
消 第 ６ 分 団 1
防
団 第 ９ 分 団 1

第 １２ 分 団 1

大 本 部 付 分 団 1
畑
消 第 ４ 分 団 1
防
団 第 ５ 分 団 1

第 ６ 分 団 1

第 １０ 分 団 1

消脇 第 ５ 分 団 1
防野
団沢 第 ７ 分 団 1

計 1 ２ 1 1 14 １ 2 1 2 2
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イ 消防水利整備計画 平成１９年４月１日現在

年 次 計 画
区 分 現 有 数

全体計画 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

公 設 ９００ ２５ ５ ５ ５ ５ ５
消 火 栓

施 設 １０

40m 未満 ５７3

防火水槽 40 100m 未満 ２１６ １０ ２ ２ ２ ２ ２～ 3

100m 以上 ３3

そ の 他 の 水 利 ８４

計 １，２７０ ３５ ７ ７ ７ ７ ７

［企画部、市公営企業局、下行消防本部］３ 通信施設・設備等

(1) 市及び各防災関係機関は、防災に関する情報伝達等の迅速化を図るため、衛星通信、県防災行政無

線、有線電話・ファクシミリ、無線電話・ファクシミリ、携帯電話、インターネット、電子メール等

情報連絡網の整備を図るとともに、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報

等のネットワークの構築に努め、住民への情報伝達を迅速かつ的確に行うため、市町村防災行政用無

線等情報伝達網を整備（戸別受信機を含む。）し、無線設備や非常用電源設備の保守点検の実施と的

確な操作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図る。

また、通信施設等の整 備改善（耐火耐震構造等）及び施設が被災した場合の非常電源、予備機

等の整備に努めるものとする。

なお、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の

意見を活用できるよう努める。
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(2) 整備状況

ア 市防災行政用無線（移動系）

市有無線設備は、次のとおりである。

呼 出 名 称 設 （ 営 ） 置 場 所
所 局

種 Ｍ Ｌ の 配 属
（呼出符号） 電 話 番 号

属 別

ぼうさいむつ 本庁舎広報広聴課

ＦＸ 0175-22-1111(252)む

ぼうさいこうほうかわうち 川内庁舎地域振興課

0175-42-2111(221)

ぼうさいおおはたこうほう 大畑庁舎地域振興課

0175-34-2111(232)

脇野沢庁舎地域振興課ぼうさいわきのさわこうほう

0175-44-2111(41)
つ

ぼうさいむつ 本庁舎広報広聴課 ・広報広聴課

0175-22-1111(252) ぼうさいむつ1･10･11

・環境対策課

ぼうさいむつ2

・土木課

ぼうさいむつ3･6･7･9

市 ＭＬ ・都市計画課

ぼうさいむつ4･8

・防災調整課

ぼうさいむつ5･12

・下水道課

ぼうさいむつ13

ぼうさいかわうち 川内庁舎地域振興課 ・建設課

0175-42-2111(221) ぼうさいかわうち1･4～12･14･15

・地域振興課

ぼうさいかわうち2･3

・水道課

ぼうさいかわうち13

ぼうさいおおはた 大畑庁舎地域振興課 ・建設課

0175-34-2111(232) ぼうさいおおはたこうほう1～3

脇野沢庁舎地域振興課 ・地域振興課ぼうさいわきのさわこうほう

0175-44-2111(41) ぼうさいわきのさわ1～4･11～13

固 定 局…ＦＸ

陸上移動局…ＭＬ

イ 県防災行政用無線

県防災行政用無線は、県（災害対策本部）と各市町村を接続しており、連絡の系統図は、次頁の

とおりである。
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台
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ウ 消防無線

(ｱ) 消防無線設備は、次のとおりである。

所 電波の形式、周 波 数 予備
局種別 呼 出 名 称 空 中 線 電 力 設 置 場 所 備考（Ｗ）

属 型式 周波数区分 出 力 (電 話 番 号) 電源

Ｆ Ｂ しもしょうほんぶ Ｆ F1,F2,F3,F4, 10 小川町二丁目14－１ 有
F5,F6,F7,F8

消 0175-22-3819
Ｆ Ｘ しもしょうほんぶ Ｆ F1 10

防
Ｍ Ｌ しもしょうしき１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10

本 F6,F7,F8

部 しもしょうしき２ Ｆ F1,F2,F4,F5 10

Ｍ Ｐ しもしょうけいたい１ Ｆ F1,F2,F4 1

Ｍ Ｌ むつしれい１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10 小川町二丁目14－1
F6,F7,F8

0175-22-1680
むつこうほう１ Ｆ F1,F2,F4,F5 10

むつきゅうきゅう１ Ｆ F1,F2,F3,F4, 10
F5,F6,F7,F8

む むつきゅうじょ１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8

むつすいそう１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8

つ むつたんく１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8

むつたんく２ Ｆ F1,F2,F4,F5 10

むつぽんぷ３ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8消

むつぽんぷ４ Ｆ F1,F2,F4,F5 10

Ｍ Ｐ むつきゅうきゅう101 Ｆ F1,F2,F3,F4, 5
F5,F6,F7,F8

防
むつけいたい１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5

F6,F7,F8

むつけいたい２ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5
F6,F7,F8

署
むつけいたい３ Ｆ F1,F2,F4 1

むつけいたい４ Ｆ F1,F2,F4 1

むつけいたい５ Ｆ F1,F2,F4 1

むつけいたい６ Ｆ F1,F2,F4 1

1むつけいたい７ Ｆ F1,F2,F4

5むつけいたい８ Ｆ F1,F2,F4
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所 電波の形式、周 波 数 予備
局種別 呼 出 名 称 空 中 線 電 力 設 置 場 所 備考（Ｗ）

属 型式 周波数区分 出 力 (電 話 番 号) 電源

Ｆ Ｂ しもしょうかわうち Ｆ F1,F4 10 川内町川内88番地 有

Ｆ Ｘ しもしょうかわうち Ｆ F1 10 0175-42-3215

川 Ｍ Ｌ かわうちしれい１ Ｆ F1,F4 10

かわうちこうほう１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8

内
Ｆ F1,F2,F4,F5, 10かわうちはんそう1

F6,F7,F8

Ｆ F1,F4,F5 10消 かわうちたんく１

Ｆ F1,F4 10かわうちたんく２

防 Ｆ F1,F2,F4,F5, 10かわうちすいそう１
F6,F7,F8

Ｆ F1,F2,F4,F5, 10かわうちぽんぷ１
分 F6,F7,F8

Ｍ Ｐ かわうちけいたい１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5
F6,F7,F8

署
かわうちけいたい２ Ｆ F1,F4,F5 1

Ｍ Ｌ かわうちきゅうきゅう１ Ｆ F1,F2,F3,F4, 10
F5,F6,F7,F8

Ｆ Ｂ しもしょうわきのさわ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10 脇野沢渡向14番地2 有
F6,F7,F8

0175-44-2020脇
Ｆ Ｘ しもしょうわきのさわ Ｆ F1 10

Ｍ Ｌ わきのさわこうほう１ Ｆ F1,F4 10
野

Ｆ F1,F4 10わきのさわはんそう1

Ｆ F1,F4 10わきのさわたんく１
沢

Ｆ F1,F4 10わきのさわぽんぷ１

Ｆ F1,F4 10かわうちぽんぷ２
消

Ｍ Ｐ わきのさわけいたい１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5
F6,F7,F8

分 わきのさわけいたい２ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5
F6,F7

わきのさわけいたい３ F1,F2,F3,F4, 5
署 F5

Ｍ Ｌ わきのさわきゅうきゅう１ Ｆ F1,F2,F3,F4, 10
F5,F6,F7,F8
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所 電波の形式、周 波 数 予備
局種別 呼 出 名 称 空 中 線 電 力 設 置 場 所 備考（Ｗ）

属 型式 周波数区分 出 力 (電 話 番 号) 電源

Ｆ Ｂ しもしょうおおはた Ｆ F1,F4 10 大畑町伊勢堂1番地 有

Ｆ Ｘ しもしょうおおはた Ｆ F1 10 0175-34-2233

Ｍ Ｌ おおはたしれい１ Ｆ F1,F4,F5 10

おおはたこうほう１ Ｆ F1,F4 10

Ｆ F1,F4,F5 10おおはたこうほう２
大

Ｆ F1,F2,F3,F4, 10おおはたきゅうきゅう１
F5,F6,F7,F8

Ｆ F1,F4,F5 10おおはたたんく１

畑 Ｆ F1,F4 10おおはたすいそう１

Ｆ F1,F4 10おおはたぽんぷ１

Ｆ F1,F4 10おおはたぽんぷ２

Ｆ F1,F2,F4,F5, 10消 おおはたぽんぷ３
F6,F7,F8

Ｆ F1,F2,F4,F5, 10おおはたぽんぷ４
F6,F7,F8

防 Ｆ F1,F4 10おおはたぽんぷ５

Ｆ F1,F4 5おおはたぽんぷ６

Ｆ F1,F4 10おおはたはんそう１

Ｍ Ｐ おおはたけいたい１ Ｆ F1,F4 5署

おおはたけいたい２ Ｆ F1,F4,F5 5

おおはたけいたい３ Ｆ F1,F4,F5,F6, 5
F7

おおはたけいたい４ Ｆ F1,F4 3

おおはたけいたい５ Ｆ F1,F4,F5,F6, 5
F7
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所 電波の形式、周 波 数 予備
局種別 呼 出 名 称 空 中 線 電 力 設 置 場 所 備考（Ｗ）

属 型式 周波数区分 出 力 (電 話 番 号) 電源

Ｆ Ｂ しもしょうおおみなと Ｆ F1,F2,F3,F4, 10 大湊浜町36-25 有
F5,F6,F7,F8

大 0175-24-2091
Ｆ Ｘ しもしょうおおみなと Ｆ F1 10

Ｍ Ｌ おおみなとしれい１ Ｆ F1,F2,F4,F5 10
湊

おおみなときゅうきゅう１ Ｆ F1,F2,F3,F4, 10
F5 F6,F7,F8

消 おおみなとたんく１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 10
F6,F7,F8

おおみなとすいそう１ Ｆ F1,F2,F4,F5 10
防

おおみなときゅうきゅう101 Ｆ F1,F2,F3,F4, 10
F5 F6,F7,F8

署 おおみなとけいたい１ Ｆ F1,F2,F4,F5, 5
F6,F7,F8

おおみなとけいたい２ Ｆ F1,F2,F4 1

ＦＢ…固 定 局 ＦＸ…基 地 局 ＭＬ…移 動 局 ＭＰ…携 帯 局

市 町 村 波 Ｆ１（ ） Ｆ２（ ）１５０．３３ＭＨｚ １５２．０１ＭＨｚ
救 急 波 Ｆ３（ ）１４６．０８ ／１４２．０８ＭＨｚ
県内共通波 Ｆ４（ ）１４８．２１ＭＨｚ
全国共通波 Ｆ５（ ） Ｆ６（ ） Ｆ７（ ）１５０．７３ＭＨｚ １４８．７５ＭＨｚ １５４．１５ＭＨｚ
防 災 波 Ｆ８（ ）１５８．３５ＭＨｚ

(ｲ) 消防団の移動無線設備は、次のとおりである。
むつ市消防団むつ消防団

無線機区分 配 備 分 団

無 線 機 本団、２分団、３分団、４分団

受 令 機 １分団、５分団、６分団、７分団、８分団、９分団、１０分団、１１分団、
１２分団、１３分団、１４分団、１５分団、１６分団、１７分団、１８分団、
１９分団、２０分団

むつ市消防団川内消防団

無線機区分 配 備 分 団

無 線 機 本団２、１分団、８分団

受 令 機 ２分団、３分団、４分団、５分団、７分団、１０分団、１１分団、１３分団

パーソナル 本団２、２分団、３分団、４分団、５分団、６分団、７分団、９分団、１０分団、
無 線 １１分団、１２分団、１３分団

むつ市消防団大畑消防団

無線機区分 配 備 分 団

無 線 機 本団、本部付分団、１分団、２分団、３分団、４分団

受 令 機 ５分団、６分団、７分団、８分団、９分団、１０分団
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むつ市消防団脇野沢消防団

無線機区分 配 備 分 団

無 線 機 本団、本部付分団、１分団

受 令 機 ２分団、３分団、５分団、６分団、７分団、８分団

エ 水道無線

水道無線設備は、次のとおりである。

所属 局種別 呼出名称 設(営)置場所 Ｍ Ｌ の 所 属
(呼出符号) 電話番号

すいどうむつ 公営企業局
ＦＸ 0175-28-4455

む リモコン 上水道管理センター
つ すいどうむつセンター 0175-29-1019
市
公 すいどうむつ ・工務課(車載)
営 すいどうむつ 1,6,8,14,15,21,22
企 ・浄水課(車載)
業 ＭＬ すいどうむつ 2,4,5,7,9,16,17
局 ・水道課（車載)

すいどうむつ 3,10,11,12,13
・浄水課(携帯)
すいどうむつ 23,24
・川内庁舎（車載）
すいどうむつ 18
・大畑庁舎（車載）
すいどうむつ 19

固 定 局…ＦＸ

陸上移動局…ＭＬ

オ むつ市放送施設（市防災行政用無線放送施設）

市役所本庁舎、川内庁舎、大畑庁舎及び脇野沢庁舎を親局とし、各町内会の放送施設を子局とし

て各庁舎から市内全域に一斉あるいは選択して放送ができ、さらには各町内会毎に単独でも使用も

できるようになっている。

また、市役所執務時間外の緊急放送等のため、消防本部通信指令課、大畑消防署、むつ消防署川

内分署及びむつ消防署脇野沢分署に通信局を設置している。

親 局 通信局（遠隔制御局） 放送施設設置地区数

１局 １局 ９４地区（子局１５２基）
本庁舎（広報広聴課） 消防本部

１局 １局 ２１地区（子局３６基）
川内庁舎（地域振興課） むつ消防署川内消防分署

１局 ４局 １９地区（子局３０基）
大畑庁舎（地域振興課） 大畑消防署

大畑町漁業協同組合
二枚橋公民館
正津川公民館

１局 ２局 １２地区（子局１５基）
脇野沢庁舎（地域振興課） むつ消防署脇野沢消防分署

脇野沢村漁業協同組合



- 61 -

［総務部、下行消防本部］４ 水防施設・設備等

市及び防災関係機関は、当地域における重要水防区域、危険箇所等について常日頃から具体的な水防工

法を検討するとともに、水防活動に必要な水防資器材及びそれを備蓄する水防倉庫の整備及び点検に努め

るものとする。

(1) 整 備 状 況

各水防倉庫の資器材の備蓄状況は、次のとおりである。

平成１９年４月１日現在

む つ 市 水 防 倉 庫 下北地域県民
局地域整備部

所 在 地 (規模) 大湊消防署 川内 消防 大畑消防署 脇 野 沢 水 防 倉 庫
敷 地 内 分 署 内 敷 地 内 消防分署内 文京町
大湊浜町 川内町川内 大畑町伊勢堂 脇野沢渡向 (116㎡)
(26㎡) （16㎡） （39.6㎡） （9㎡）

ツ ル ハ シ ３丁 １丁 ３丁 ７丁

ス コ ッ プ ２７丁 ９丁 ４０丁 ６丁 １０９丁

掛 矢 ３丁 １丁 ５丁 ２丁 ２３丁

た こ 槌 １丁 ２丁 ３丁

資 唐 鍬 ４丁 ７丁 ６丁

ペ ン チ ６丁 ２丁 ５丁 ２丁 ５丁

斧 ３丁 ４丁 ５丁 ５丁

器 ノ コ ギ リ ７丁 ２丁 ５丁 ２丁 ２０丁

鎌 ２４丁 ４５丁 ５丁 ３丁 ２９丁

ハ ン マ ー ２丁 ２丁 １０丁

材 丸 太 ８６本 ３６本 ３４０本

鋼 棒 ３５０本

ﾋﾞﾆｰﾙ ３，８７０枚 １５０枚 ２，５００枚 ３００枚 ２８，４００枚土の う 又 は 袋

名 ﾋ ﾞ ﾆ ｰ ﾙ ｼ ｰ ﾄ ７４枚 ３枚 ２４枚 ２４５枚

縄 １２丸 １３９丸

鉄 線 １００ｋｇ ５ｋｇ ４７５ｋｇ

ロ ー プ ９００ｍ １８０ｍ ２００ｍ １，６００ｍ

小 車 ２台 ５台 １８台

照 明 具 １０台 ２台 ５台 ２台 １台

(2) 整 備 計 画

水防倉庫の必要な資器材等については、順次整備を進めていく。
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［経済部、下行消防本部］５ 海上災害対策施設・設備等

市は、大量流出油等の拡散防止、吸引、回収した流出油等の処理のための施設・設備及び流出油等の物

理的、化学的処理のための資機材を整備点検する。

(1) 整備状況

流出油防除資機材

平成１９年４月１日現在

油 中 和 剤 油 吸 着 剤 油吸着マット オイルフェンス
区 分 備 考

（ ） （㎥） （枚） Ｂ型 （ｍ）[

む つ 市
４００ ２００

（浜奥内漁港）

む つ 市
７００ ２００

（関 根 漁 港）

む つ 市 役 所 ２００

む つ 消 防 署 ３６ １４０

川内消防分署 ４５ １７１

脇野沢消防分署 １００

大 畑 消 防 署 ６９

大 湊 消 防 署 １．４ ３３３

青森県
（下北地域県民 １４，０００ ３４０
局地域整備部）

計 ８１ １．４ １６，１１３ ７４０

(2) 整備計画

必要な資機材等については、順次整備に努める。



- 63 -

［下行消防本部］６ 救助施設・設備等

消防本部は、人命救助に必要な救急車、救命ボート等の救助機械、担架、救命胴衣等の救助用資器材、

薬品等を整備、点検する。

平成１９年４月１日現在(1) 整備状況

一 般 救 助 器 具 重量物排除用器具 切 断 用 器 具 破壊用器具 測定用器具

か 三 金 空 救 救 平 油 油 可 マ 空 油 エ ガ チ 鉄 空 空 万 ハ 削 ハ 可 有 酸 放
ッ 気属 気

命 搬 線 射ぎ
気 圧

圧 ェ ン
式 毒 素

ン 燃
式製

命 大 圧 スト
型 ン ガ 濃

連
折 ス 性式

ウ
型

ジ
マカ

大
区 分 付 索 ジ 油 線り

空 ン 型
は 用 担 圧 切 溶 気 能 岩 ス 度た

救 ガプ
ン ッ 油

ャ 測た 発
レ 気 ス カ ド
イ

ス
プ 圧 マ 測 測

は
み
助

ッ ジ
は 射 ン タ 定
マ ッ 測縛 レ 断 断

ッ ャ ソ 切ッ 定 定
し リ
し

し タ ッ 断 定タッ
タ

ご ご ご ト 銃 帯 架 キ チ キ 機 機 銃 機 斧 機 ル 器 器 器 器

むつ消防署 2 4 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 3 1 1 1

1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1川 内 消 防 分 署

2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2脇 野 沢 消 防 分 署

大畑消防署 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1

大湊消防署 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

計 5 11 1 2 2 15 7 5 4 5 2 4 6 2 2 6 14 11 3 1 2

呼吸保護用 隊 員 保 護 用 器 具 水 難 救 護 用 器 具 山 岳 その他の救助用器具
器 具 救助用

耐 耐 耐 耐 防 耐 放 潜 救 水 救 浮 救 船 水 器 具 投 携 携 応 緩 ロ
空 酸 簡 送

急
処電 中 命 帯 帯

射 中
登 バ

プ気 素 易 電 電 水 命 ス
排

ス
置区 分 ケ

電 ズ
線

命 投 ボ 外 無山 登呼 呼 呼 ッ
毒 熱 ク 光 拡 降

用
手 長 器 浮 ト

風
防

降吸 吸 吸 型ボ 光 声 線
護 タ

器 セ
ッ担

器 器 器 機 袋 衣 ン 靴 衣 服 服 具 衣 器 標 標 ト 機 具 架 器 器 機 ト 機 機

むつ消防署 13 10 2 2 2 13 5 5 1 4 1 1 1 5 6 9 1 1 1

9 2 6 5 2 2 2 3 4 2川 内 消 防 分 署

10 2 2 2 2 4 8 6 1 1 2 2 1 3 1脇 野 沢 消 防 分 署

1大畑消防署 8 2 1 2 6 4 2 2 1 1 1 1 3 2 5

大湊消防署 6 2 1 2 6 3 5 4 2 2 2 2 4

計 46 2 1 16 5 4 6 2 18 10 10 2 2 8 15 15 23 2 2 135 25

(2) 整備計画

必要な資機材等については、順次整備に努める。

［下行消防本部］７ 広域防災拠点等

消防本部は、他地域や広域防災拠点から派遣される要員や応援（救援）物資の保管等の活動拠点の確保

を図るため、順次整備を進めていく。
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８ その他施設・設備等

(1) 市は、災害のため被災した道路、河川等の損壊の復旧等に必要な重機類を整備する。

平成１９年４月１日現在ア 整備状況

種 類 ト ダ ブ タ ト パ シ モ 凍散 ロ除 小
ラ ント ル イ ラシ ワシ ョロ グ 結 型
ッ プラ ド ヤド クョ ョ ベ タレ 防布 タ雪 除
ク ッ タベ ベ ルダ 止 リ 雪

所 属 ク ザ ザ ル ル ダ 剤車 車 機

環境対策課 １

廃棄物対策課 １
本

児童家庭課 ４

庁 農林畜産課 ２ ３ ５ １

土 木 課 １ １ １ １ １ ６
舎

教育委員会 １

公営企業局 ２

川 管 理 課 １ ３ 1 1
内
庁 市民生活課 1
舎

産業振興課 １ １ ２

大 建 設 課 １ ３ １ ４
畑
庁
舎

管 理 課 ２
脇
野 市民生活課 １ １ １
沢
庁 産業振興課 １
舎

教 育 課 １

計 ７ ９ １１ ７ １ ３ ２ １ ２ １５０

イ 整備計画

必要な重機類については、順次整備を進めていく。

(2) 市は、防災倉庫及び防災資器材を整備する。

また、必要な資機材等については、順次整備を進めていく。
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システム第２節 総合防災情報

予防対策に役立てるとともに、災害時における迅速かつ的確な応急対策を実施するため、県、市（消防本

部を含む。以下この節において同じ。）、防災関係機関をネットワーク化した総合防災情報システムの活用

を推進するものとする。

全体システム図は、次頁のとおりである。

１ 総合防災情報システムの活用

市及び消防機関は、総合防災情報システムの活用を推進するため、操作担当者を２名以上定めるととも

に、県が主催する研修会、訓練に参加し、操作能力の向上に努める。

また、県と協力しながら維持管理が万全となるよう努める。

２ 市の災害対策機能等の充実

市は、総合防災情報システムと一体となって機能するため、組織体制等を整備するとともに、情報シス

テムなどの災害対策機能の充実を図る。
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防災情報端末 防災 GIS端末 

支  部 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

主 管 課 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

ビデオ 

カメラ 

現場映像

伝送装置 

衛星携帯電話 

災害現場 

ビデオ 

カメラ 

現場映像

伝送装置 

衛星携帯電話 

災害現場 

庁内関係課 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

教 育 庁 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

県 警 本 部 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

防災航空センター 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

陸上自衛隊 

災害情報 気象情報 

観測情報 

現場映像情報 

被害予測情報 
地図情報 

民間気象会社  

 

統 合 化 

高 度 化 

  
防災情報端末 防災 GIS端末 

防災消防課（災害対策本部室） 

・気象庁の情報 

・河川情報 

・雪情報 

・環境放射線情報 

・民間気象会社の情報 ・現場映像（市町村、消防、ヘリ） 

・地図情報（基本図、属性情報） 

・被害予測情報 

・災害情報（被害、資機材、応援要請等） 

・応急対策マニュアル、防災基礎情報 

市 町 村 

消 防 本 部 

庁内LAN 庁内LAN 

防災行政用無線   スーパーバードB号 

N–STAR 

 

県 民 

パソコン 

ＩＮＳ 

 インターネット 

庁

内

L

A

N 

  

現場映像情報 気象情報 

観測情報 
災害情報 

被害予測情報 地図情報 

防災情報端末  防災 GIS 端末  

応急対策マ

ニュアル等   

  

現場映像情報 気象情報 

観測情報 
災害情報 

被害予測情報 地図情報 

防災情報端末  防災 GIS 端末  

応急対策マ

ニュアル等   

青森県総合防災情報システム概念図  

共 有 化 

 

地  上  回  線  

基幹ネット 

ＩＮＳ 
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第３節 防災事業

地域の特性に配慮した災害に強いまちづくりを推進するとともに、市域における危険箇所については、地

域保全事業を国、県と協力して環境や景観へも配慮しながら計画的に推進し、また、都市の防災構造化、そ

の他の災害予防対策を計画的に推進するものとする。

［経済部、建設部］１ 地域保全事業

治山事業及び治水事業については、その有機的関連性にかんがみ、水源地から河口まで水系を一体とし

て捉え、治水、利水の調整を図りつつ、総合的な事業の計画的推進を図る。

なお、一般の造林事業についても、地域保全的機能を重視し、積極的な推進を図る。

海岸保全事業については、埋立又は干拓事業、港湾事業、道路事業、都市計画事業等との関連を考慮し、

整備する。

農地防災事業については、治山、治水、海岸保全その他各種事業との調整を図りつつ、その計画的促進

を図る。

(1) 治山事業

市では、これまで山地治山事業、防災林整備事業、水源地域等保安林整備事業、地すべり防止事業

が県において実施され、また、小規模治山事業については市において実施する等山地災害の未然防止

を図ってきたところであるが、いまだに山地災害危険地区、小規模山地崩壊危険地、海岸侵食危険地、

なだれ危険箇所が次表のとおり存在しており、危険度の高い地区については、早急な防止対策が必要

であり、かつ、水源かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形成等を図ることが地元住民か

ら強く望まれている。

このため他事業との調整を図りつつ、その対策を計画的に推進するよう国、県に働きかける。

ア 山地災害危険地区

(ｱ) 山腹崩壊危険地区 （東北森林管理局）

位 置 直 接 保 全 対 象 施 設
番号 備 考

字（林班） 人家戸数 公 共 施 設 道路

1 大畑町朝日奈岳 （1039） 県道 国有林

2 大畑町赤滝山 （1058） 県道 国有林

3 大畑町赤滝山 （1058） 1 老人センター 県道 国有林

4 川内町湯の川山 （748） 24 学校・公民館 県道 国有林

5 川内町田野沢山 （766） 県道 国有林

6 川内町高野山 （717） 市道 国有林
(併用)

7 大畑町葉色山 （1172） 県道 国有林

8 大畑町葉色山 （1176） ふ 化 条 市道 国有林

9 大畑町朝日奈丘 （2046） 県道 国有林

10 大畑町国有林大尽山 （79） 市道 国有林
(併用)
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（県農林水産部林政課）

位 置 公 共 施 設 等
危険地区番号 備 考

大 字 字 人家戸数 公 共 施 設 道路

208 S0001 大 平 17 市道 民有林

208 S0002 中 野 畑沢野 市道 民有林

208 S0003 川内町蛎崎寺ノ前 8 2 国道 民有林

208 S0004 川内町宿野部 国道 民有林

208 S0005 川内町槍川川代 4 国道 民有林

208 S0006 川内町葛沢 15 国道 民有林

208 S0007 川内町中道 市道 民有林

208 S0008 川内町下小倉平 25 1 市道 民有林

208 S0009 川内町桧川稲沢 30 1 国道 民有林

208 S0010 川内町熊ケ平 3 市道 民有林

208 S0011 大畑町木野部 10 国道 民有林

208 S0012 大畑町木野部 1 国道 民有林

208 S0013 大畑町釣屋浜 5 1 国道 民有林

208 S0014 大畑町孫次郎間 15 市道 民有林

208 S0015 大畑町湯坂下 15 県道 民有林

208 S0016 大畑町小目名村 46 県道 民有林

208 S0017 大畑町本町 80 市道 民有林

208 S0018 大畑町兎沢 3 1 市道 民有林

208 S0019 大畑町喜和田川平 23 県道 民有林

208 S0020 大畑町明神平 2 県道 民有林

208 S0021 脇野沢九艘泊 20 2 県道 民有林

208 S0022 脇野沢蛸田 20 2 県道 民有林

208 S0023 脇野沢寄浪 35 2 県道 民有林

208 S0024 脇野沢新井田 30 2 県道 民有林

208 S0025 脇野沢瀬野 3 2 県道 民有林

208 S0026 脇野沢脇野沢 1 市道 民有林

208 S0027 脇野沢渡向 20 2 市道 民有林

208 S0028 脇野沢七引 1 国道 民有林

208 S0029 脇野沢滝山 30 1 国道 民有林

208 S0030 脇野沢田ノ頭 国道 民有林

208 S0031 脇野沢源藤城 40 国道 民有林

208 S0032 脇野沢芋田 50 2 市道 民有林
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(ｲ) 崩壊土砂流出危険地区 （東北森林管理局）

位 置 直 接 保 全 対 象 施 設
番号 備 考

大 字 字（林班） 人家戸数 公 共 施 設 道路

1 川 内 湯ノ小川 （748） 24 学校公民館 県道 国有林

2 田野沢山 （785～790） 県道 国有林

3 福浦山 （805～808） 県道 国有林

4 田野沢山 （788） 県道 国有林

5 板家戸 （872） 併林 国有林

6 曽古部山 （859） 併林 国有林

7 金八山 （908～911） 併林 国有林

8 脇野沢 源藤城 （981） 3 県道 国有林

9 脇野沢 源藤城 （982） 1 県道 国有林

10 脇野沢 源藤城 （983） 25 小学校・漁港 県道 国有林

11 大畑町 佐藤ヶ平 40 国道 国有林
(2094～2095）

12 大畑町 佐藤ヶ平 25 国道 国有林
(2088～2093)

13 大畑町 佐藤ヶ平 13 公 民 館 国道 国有林
(1195・1196)

14 大畑町 佐藤ヶ平 15 小 学 校 国道 国有林
(1191～1194)

15 大畑町 佐藤ヶ平 県道 国有林
(1185～1187)

16 大畑町 葉色山 (1182～1184) 県道 国有林

17 大畑町 葉色山 (1173～1178) 2 孵 化 場 県道 国有林

18 大畑町 葉色山 (1172) 県道 国有林

19 大畑町 葉色山 (1172) 県道 国有林

20 大畑町 葉色山 (1167～1171) 県道 国有林

21 大畑町 葉色山 (1164) 水道施設 県道 国有林

22 大畑町 葉色山 (1157～1161) 県道 国有林

23 大畑町 葉色山 (1075) 県道 国有林

24 大畑町 葉色山 (1058～1073) 4 県道 国有林

25 大畑町 朝日奈丘 (1040・1041) 県道 国有林

26 大畑町 朝日奈丘 (1042） 県道 国有林

27 大畑町 朝日奈丘 （1040） 県道 国有林

28 大畑町 赤滝山 （1077） 県道 国有林

29 城ヶ沢 掬沢山 （13～18） 市浄水場 国有林

30 大 湊 釜臥山 （21） 市浄水場 国道 国有林

31 大 湊 釜臥山 (24） 70 国道 国有林

32 大 湊 釜臥山 (25） 60 国道 国有林

33 大 湊 釜臥山 (25） 45 県道 国有林

34 大 平 荒川山 40 水道施設 市道 国有林
（26・27・128・129）

35 大 平 荒川山 (28～31） 20 県道 国有林
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位 置 直 接 保 全 対 象 施 設
番号 備 考

大 字 字（林班） 人家戸数 公 共 施 設 道路

36 城ヶ沢 椈沢山 (1～7） 10 市道 国有林

37 関 根 南関根第一 25 国有林
(44・154～156）

38 田名部 矢立山 25 国有林
(38・39・41～43）

39 関 根 新田川目 (150～152） 国有林

40 大 湊 釜臥山 (22） 国道 国有林

41 城ヶ沢 椈沢山 （20） 市道 国有林

42 大畑町 国有林 （63・64） 市道 国有林

（県農林水産部林政課）

位 置 公 共 施 設 等
危険地区番号 備 考

大 字 字 人家戸数 公 共 施 設 道路

208 Ｈ0001 関 根 新田川目 20 1 市道 民有林

208 Ｈ0002 関 根 新田川目 20 1 市道 民有林

208 Ｈ0003 関 根 高梨川目 25 1 市道 民有林

208 Ｈ0004 関 根 高梨川目 25 1 市道 民有林

208 Ｈ0005 城ヶ沢 大川目 20 1 市道 民有林

208 Ｈ0006 城ヶ沢 大川目 20 1 市道 民有林

208 Ｈ0007 城ヶ沢 永下 25 1 市道 民有林

208 Ｈ0008 大 湊 宇曾利川 30 1 国道 民有林

208 Ｈ0009 奥 内 本畑 10 市道 民有林

208 Ｈ0010 奥 内 二又 10 市道 民有林

208 Ｈ0011 奥 内 奥内 60 1 国道 民有林

208 Ｈ0012 中野沢 穴明窪 25 国道 民有林

208 Ｈ0013 中野沢 南川代 50 1 国道 民有林

208 Ｈ0014 中野沢 畑沢野 1 市道 民有林

208 Ｈ0015 関 根 高梨 5 市道 民有林

208 Ｈ0016 関 根 高梨 12 1 市道 民有林

208 Ｈ0017 関 根 高梨 国道 民有林

208 Ｈ0018 田名部 落野沢 30 国道 民有林

208 Ｈ0019 奥内 鍋谷沢 31 2 国道 民有林

208 Ｈ0020 川内町宿野部目倉川 国道 民有林

208 Ｈ0021 川内町休所 20 3 国道 民有林

208 Ｈ0022 川内町下小倉平 2 県道 民有林

208 Ｈ0023 川内町釜谷 20 県道 民有林

208 Ｈ0024 川内町石倉沢 7 市道 民有林

208 Ｈ0025 川内町川代 20 2 国道 民有林

208 Ｈ0026 川内町銀杏木 20 2 国道 民有林

208 Ｈ0027 川内町銀杏木 75 1 県道 民有林
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位 置 公 共 施 設 等
危険地区番号 備 考

大 字 字 人家戸数 公 共 施 設 道路

208 Ｈ0028 川内町釜谷 30 2 県道 民有林

208 Ｈ0029 川内町獅子畑 1 市道 民有林

208 Ｈ0030 川内町宿野部目倉川 国道 民有林

208 Ｈ0031 大畑町佐助川 1 国道 民有林

208 Ｈ0032 大畑町佐助川 2 国道 民有林

208 Ｈ0033 大畑町佐助川 5 1 国道 民有林

208 Ｈ0034 大畑町佐助川 10 国道 民有林

208 Ｈ0035 大畑町佐助川 5 国道 民有林

208 Ｈ0036 大畑町佐助川 5 国道 民有林

208 Ｈ0037 大畑町木野部 10 国道 民有林

208 Ｈ0038 大畑町釣屋浜 5 1 国道 民有林

208 Ｈ0039 大畑町孫次郎間 15 国道 民有林

208 Ｈ0040 大畑町小目名村 5 県道 民有林

208 Ｈ0041 大畑町小目名村 12 県道 民有林

208 Ｈ0042 大畑町小目名村 県道 民有林

208 Ｈ0043 大畑町赤坂 7 市道 民有林

208 Ｈ0044 大畑町南町 30 1 国道 民有林

208 Ｈ0045 大畑町関根橋 20 1 市道 民有林

208 Ｈ0046 大畑町関根橋 市道 民有林

208 Ｈ0047 大畑町関根橋 市道 民有林

208 Ｈ0048 大畑町関根橋 市道 民有林

208 Ｈ0049 脇野沢蛸田 20 1 県道 民有林

208 Ｈ0050 脇野沢寄浪 15 2 県道 民有林

208 Ｈ0051 脇野沢辰内 1 国道 民有林

208 Ｈ0052 脇野沢辰内 国道 民有林

208 Ｈ0053 脇野沢辰内 国道 民有林

208 Ｈ0054 脇野沢辰内 国道 民有林

208 Ｈ0055 脇野沢辰内 国道 民有林

208 Ｈ0056 脇野沢源藤城 20 国道 民有林

208 Ｈ0057 脇野沢口広 国道 民有林

(ｳ) 地すべり危険箇所 （東北森林管理局）

直接保全対象施設

番号 位 置 林班 地区名 人家 公共施設
道路

戸数 種類 数量

1 大畑町赤川佐藤ヶ平 2091 赤川 65 国道
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（県農林水産部林政課）

直接保全対象施
番号 位 置 地区名 人家 公共施設 備考

戸数 種類 数量

208-G0001 川内町大滝 大滝 1 農道 800ｍ

県道 600ｍ
208-G0002 大畑町恐山 恐山

林道 1,100ｍ

（県農林水産部農村整備課）

保全対象
番号 地区名 位 置 面積 人家 耕地 その他 備考

主な施設等
(戸) (ha) (ha)

1 傘松 川内町川内蛎崎 28.0 0 16.0 12.0 農道

（県土整備部河川砂防課）

区域内の保全対象
番号 区域名 位 置 面積 河川名 人家 耕地 公共施設等 摘要

公共的建物
(戸) (ha)

1 矢櫃川 川内町川内 42.3 矢櫃川 砂防ダム１

2 上小倉平 川内町川内 65.3 川内川 81 7.0 公民館１ 市道800ｍ
林道1,500ｍ

3 滝山 脇野沢 28.6 脇野沢川 2.5

4 源藤城 脇野沢 12.5 脇野沢川 10 林道100ｍ

イ 小規模山地崩壊危険地区 （県農林水産部林政課）

位 置 公 共 施 設
危険地区番号

大 字 字 人家戸数 道 路

208 小0001 中野沢 中野沢

208 小0002 中野沢 畑沢野

208 小0003 川内町熊ケ平 3 市 道

208 小0004 川内町桧川川代 5 国 道

208 小0005 脇野沢芋田 50 県 道

208 小0006 脇野沢蛸田 20 市 道

208 小0007 脇野沢新井田 県 道

208 小0008 脇野沢新井田 市 道

ウ 海岸侵食危険地 （県農林水産部林政課）

地 区 名 海 岸 延 長 防 災 林 延 長 侵食海岸延長

津 軽 海 峡 ５．３ｋｍ １．７ｋｍ １．７ｋｍ

陸 奥 湾 内 ４０．４ｋｍ １３．６ｋｍ １３．６ｋｍ
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エ なだれ危険箇所 （東北森林管理局）

番 号 場 所

1 大畑町赤滝山国有林1058-1074

2 大畑町字朝比奈岳2049

（県農林水産部林政課）

位 置 公 共 施 設
危険地区番号

大 字 ・ 字 人 家 戸 数 道 路

208 な0001 大畑町小目名村 13 県 道

208 な0002 大畑町筒万坂 17 市 道

208 な0003 大畑町釣屋浜 8 国 道

208 な0004 脇野沢滝山 23 国 道

208 な0005 脇野沢蛸田 9 県 道

（ランクⅠ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 所 在 地
箇 所 名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 柳 町 柳町三丁目 580 36 12 34 その他2、国道、市道

2 赤 坂 田名部下道 500 30 20 34 市道

3 大 平 町 大平町 75 24 30 0 その他

4 梨子木平 大平梨子木平 110 24 20 0 浄水場

5 蛎 崎 川内町蛎崎寺ノ前 330 42 12 17

6 桧川2号 川内町桧川川代 340 38 13 33 国道、市道

7 桧川1号 川内町桧川川代 230 38 20 14 公民館、市道

8 初見1号 川内町休所 60 33 45 12 市道

9 初見2号 川内町休所 80 32 50 7 公民館、市道

10 新 田 川内町新田 140 35 20 5 市道

11 湯野川1号 川内町湯野川 500 30 155 21 消防官署、郵便局、公民
館、宿泊施設3、県道、
市道、河川、橋梁2

12 桧川4号 川内町桧川家ノ上 130 27 20 0 学校

13 獅 子 畑 川内町獅子畑 150 28 70 0 発電所、県道

14 下小倉平 川内町川内下小倉 300 26 90 16 市道
平

15 桧川3号 川内町桧川川代 120 36 10 6 市道

16 野 平 川内町板家戸 40 50 140 0 市町村役場、県道、ダム
1

17 本町1号 大畑町本町 310 32 33 17 市道

18 小目名村 大畑町小目名村 330 27 40 18 消防官署、公民館、市道

19 湯 坂 下 大畑町湯坂下 1050 30 48 74 湯坂下児童館、公民館、
国道、県道、市道、私道

20 孫次郎間1号 大畑町孫次郎間 260 45 16 11

21 孫次郎間2号 大畑町孫次郎間 250 45 14 19 私道、河川

22 二枚橋1号 大畑町二枚橋 380 52 19 26 市道

23 二枚橋2号 大畑町二枚橋 265 36 20 23 国道
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箇所 所 在 地
箇 所 名 大字小字 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

24 釣屋浜3号 大畑町釣屋浜 110 37 47 13 私道

25 釣屋浜1号 大畑町釣屋浜 140 53 24 4 消防官署、公民館、国
道、市道

26 木野部1号 大畑町木野部 180 30 17 6 国道、河川

27 木野部3号 大畑町木野部 370 50 19 14 国道、市道

28 佐助川1号 大畑町佐助川 750 30 24 37 消防官署、学校、公民
館、国道、市道

29 佐助川2号 大畑町佐助川 150 30 26 5 国道、市道、橋梁1

30 薬研2号 大畑町薬研 70 30 90 0 宿泊施設、県道

31 孫次郎間3号 大畑町孫次郎間 230 42 15 6 市道

32 大 赤 川 大畑町大赤川 193 55 12 6 公民館、市道

33 薬研1号 大畑町薬研 40 36 170 1 大畑町老人福祉センター

34 薬研3号 大畑町薬研 100 30 95 1 宿泊施設3、県道

35 兎沢1号 大畑町兎沢 80 42 12 8

36 兎沢2号 大畑町兎沢 120 30 20 0 学校

37 水 木 沢 大畑町水木沢 80 40 14 0 宿泊施設

38 釣屋浜2号 大畑町釣屋浜 15 32 10 0 学校

39 九艘泊2号 脇野沢九艘泊 180 32 40 11 県道、市道、河川、橋梁
4

40 九艘泊3号 脇野沢九艘泊 100 32 35 0 学校

41 九艘泊1号 脇野沢九艘泊 150 35 110 25 市道、河川、橋梁2

42 芋田1号 脇野沢九艘泊 200 50 60 12 公民館、県道、市道、河
川、橋梁1

43 蛸田1号 脇野沢蛸田 150 40 23 7 県道

44 寄浪1号 脇野沢寄浪 280 37 35 17 公民館、宿泊施設、県
道、市道、河川、橋梁2

45 寄浪2号 脇野沢寄浪 120 40 40 9 公民館、宿泊施設、県
道、市道、河川、橋梁1

46 寄浪3号 脇野沢寄浪 150 22 47 13 消防官署

47 新井田2号 脇野沢新井田 200 28 40 8 消防官署、公民館、県
道、市道

48 脇 野 沢 脇野沢渡向 200 60 16 0 市町村役場、その他

49 小 沢 脇野沢小沢 80 35 15 0 その他、河川

50 九艘泊5号 脇野沢九艘泊 100 32 40 7 学校、その他、市道、河
川

51 滝山1号 脇野沢滝山 140 24 50 0 学校、市道

52 九艘泊4号 脇野沢九艘泊 250 30 110 0 公民館、市道、河川、ダ
ム1

53 芋田2号 脇野沢九艘泊 140 42 25 7 県道、市道、河川

54 新井田1号 脇野沢新井田 100 28 70 5 市道

55 渡 向 脇野沢渡向 100 24 60 5 市道

56 桂 沢 脇野沢桂沢 70 30 20 17 市道
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（ランクⅡ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 所 在 地
箇 所 名 大字小字 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 荒 川 大平荒川 30 33 12 1 市道

2 十 二 林 十二林 100 30 10 4

3 宇曽利山 田名部字宇曽利山 80 26 13 1 その他1

4 奥 内 奥内今泉 20 32 10 1

5 家 ノ 上 川内町家ノ上 60 40 12 0 [事業所1]、国道

6 八右エ門沢 川内町八右エ門沢 40 43 10 1 国道

7 館山下 川内町舘山下 110 38 155 0 [事業所1]、県道

8 湯野川2号 川内町湯野川 20 35 50 1

9 木野部2号 大畑町木野部 50 30 23 3

10 薬研4号 大畑町薬研 100 44 46 1 県道

11 赤 坂 大畑町赤坂 40 35 10 1

12 本町2号 大畑町本町 50 32 11 0 その他1

13 谷 地 道 大畑町谷地道 70 43 12 0 その他1

14 九艘泊9号 脇野沢九艘泊 100 30 85 1 その他1、県道

15 寄浪4号 脇野沢寄浪 50 27 30 2 市道

16 九艘泊10号 脇野沢九艘泊 80 30 60 2 市道

17 九艘泊6号 脇野沢九艘泊 40 40 90 0 その他1、国道

18 九艘泊7号 脇野沢九艘泊 30 35 40 0 その他1

19 九艘泊8号 脇野沢九艘泊 80 24 150 0 その他1

20 芋田3号 脇野沢九艘泊 20 43 15 1 その他1

21 芋田4号 脇野沢九艘泊 20 38 25 1

22 芋田5号 脇野沢九艘泊 20 55 12 1

23 蛸田2号 脇野沢蛸田 30 40 27 2 県道

24 蛸田3号 脇野沢蛸田 15 30 12 0 その他1

25 蛸田4号 脇野沢蛸田 110 40 35 2

26 蛸田5号 脇野沢蛸田 80 30 95 1 県道

27 田ノ頭1号 脇野沢田ノ頭 40 28 85 0 [事業所1]、国道

28 田ノ頭2号 脇野沢田ノ頭 100 30 40 0 [事業所1]

29 田ノ頭3号 脇野沢田ノ頭 50 30 75 0 [事業所1]

30 滝山2号 脇野沢滝山 20 30 10 1 市道
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（ランクⅢ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 所 在 地
箇 所 名 大字小字 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 大湊1号 大湊八森ノ内大久保 150 24 30

2 大湊2号 大湊八森ノ内大久保 100 30 15

3 緑 ヶ 丘 緑ヶ丘 110 30 10

4 内 田 田名部内田 150 25 10

5 兎沢3号 大畑町兎沢 150 28 15

6 湯坂下2号 大畑町湯坂下 150 28 50

7 湯坂下3号 大畑町湯坂下 150 25 55

(2) 砂防関係事業[建設部]

集中豪雨等による土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊等による災害から住民の生命、身体及び財産

を保護するための砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の計画的推進を国、県に働

きかける。

また、なだれによる災害から人命を守るため、集落の保護を目的としたなだれ対策事業の計画的推

進を国、県に働きかける。

なお、危険区域内における制限行為等について周知徹底を図る。

ア 砂防事業

市では、これまで土石流対策、土砂の流下調節、直接抑止のための砂防えん堤、渓床の縦横侵食

防止のための床固工、流路工等の工事が実施され、その管理状況も良好であるが、市域には、土石

流危険渓流が次表のとおり多くを抱えており、かつ、危険度の高い地区が多く、その対策の計画的

推進を国、県に働きかける。

(ｱ) 砂防指定地 （県土整備部河川砂防課）

延長 幅 面積
(m) (m) (ha)

963 2 大畑川 大畑川 大畑川 むつ市 大畑町 薬研 大畑山 0.0 0.0 0.0440
963 2 大畑川 大畑川 大畑川 むつ市 大畑町 薬研 大畑山 5,500.0 160.0 88.0000

2 大畑川 大畑川 小目名沢 むつ市 大畑町 小目名 朝比奈山 2,950.0 20.0 5.9000
2 大畑川 大畑川 小目名沢 むつ市 大畑町 小目名 朝比奈山 2,950.0 100.0 29.5000
2 川内川 川内川 湯の川 むつ市 川内町 湯の川 田の沢山 3,350.0 30.0 10.1000
2 川内川 川内川 湯の川 むつ市 川内町 湯の川 田の沢山 3,350.0 100.0 33.5000
2 脇野沢川 脇野沢川 脇野沢川 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城 3,000.0 15.0 4.5000
2 脇野沢川 脇野沢川 脇野沢川 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城 3,000.0 100.0 30.0000
2 大畑川 大畑川 ゴニ沢 むつ市 大畑町 小目名 明神平山 1,600.0 10.0 1.6000
2 大畑川 大畑川 ゴニ沢 むつ市 大畑町 小目名 明神平山 1,600.0 100.0 16.0000
2 脇野沢川 脇野沢川 蠣崎越沢 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城 1,600.0 10.0 1.6000
2 脇野沢川 脇野沢川 蠣崎越沢 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城 1,600.0 80.0 12.8000
2 大畑川 大畑川 ?滝川 むつ市 大畑町 薬研 朝比奈山 850.0 40.0 3.4000
2 川内川 湯の川 湯の小川 むつ市 川内町 湯の川 湯の川山国有林 1,430.0 40.0 5.7200
2 川内川 川内川 川内川 むつ市 川内町 川内 福浦山 3,100.0 40.0 12.4000
2 脇野沢川 脇野沢川 脇野沢川 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城山 150.0 35.0 0.5250
2 大畑川 大畑川 葉色沢 むつ市 大畑町 小目名 葉色山 440.0 40.0 1.7600
2 桧川 桧川 桧川 むつ市 川内町 桧川 釜の沢湯 800.0 20.0 1.6000
2 川内川 川内川 矢櫃川 むつ市 川内町 大田 会有部山 670.0 60.0 4.0200
2 大畑川 大畑川 小目名沢 むつ市 大畑町 朝比奈岳 380.0 40.0 1.5200

小荒川 むつ市 大湊 大平 500.0 54.0 2.7000
2 田名部川 田名部川 二又沢 むつ市 田名部 矢立山 700.0 100.0 7.0000
2 宿野部川 宿野部川 西又沢 むつ市 川内町 宿野部  狸平金八山 4,350.0 120.0 26.8100

小荒川 むつ市 大湊 大平 1,585.0 16.0 2.5750
2 川内川 湯の川 湯の小川 むつ市 川内町 川内 湯の川 1,650.0 40.0 6.6000
2 大畑川 大畑川 添木沢 むつ市 大畑町 大畑 葉色山 2,250.0 80.0 18.0000
2 大荒川 大荒川 大荒川 むつ市 大平 荒川山 2,000.0 50.0 10.0000
2 田名部川 田名部川 小川 むつ市 田名部 長坂 松山 1,000.0 60.0 6.0000
他 その他 小松野 小松野沢 むつ市 大湊 荒川山大平山 0.0 0.0 0.0000
2 川内川 湯の川 新助川 むつ市 川内町 川内 田の沢山 1,500.0 60.0 9.0000
他 その他 大川目川 大川目川 むつ市 大湊 掬ノ沢山国有林 1,300.0 60.0 7.8000
2 大荒川 大荒川 大荒川 むつ市 大平 荒川国有林 300.0 100.0 18.0000

面積
渓流名

位置

番号日
級 水系名 幹川名

11

年

整理
番号

年号 月

S2 26

告示年月日及び番号

11

1011

10

1410
10 建設省 1410

建設省

建設省

10
6 S 28 11

8 S 28
7 S 28

10

141010 建設省

建設省 629
10 建設省 629

5

10 S 30 5

建設省

10 建設省
11 S 30 5 10
12 S

9 29 1534
14 S 31 4 16 建設省 722

17 S 34 3
18 S 34 3
19

22 S 38

20 S 37
21 S 37

24 S 41
23 S 41

25 S 42 3

30 S 45

26 S 42

29 S 45
28 3

3

1159
建設省 3935

3

242
5 242

建設省3

建設省

建設省12

5

30

建設省31

1

14
2911

12

1159

629建設省

629

建設省

13 建設省 1411

1353

建設省
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建設省 2959

2612
建設省 2956
建設省

建設省 60230

1 S 26 11

3 S 28 11 10 建設省 1410
1410

5 S 28 11 建設省 1410
S4 28

9 S 30 5
11

13 S 31 4 16 建設省 722
30

16 S 32 11
15 S 31

建設省 602
1947

30
S 34 10 6

95
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12
952

10

27 S 42 11
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S 43

31 S 46
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4
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3485
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延長 幅 面積
(m) (m) (ha)

他 その他 大赤川 大赤川 むつ市 大畑町  下風呂大畑 甲平ノ下 1,500.0 60.0 9.0000
他 その他 小赤川 小赤川 むつ市 大畑町 大畑 大赤川 1,600.0 80.0 12.8000
2 脇野沢川 脇野沢川 脇野沢川 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城国有林 1,300.0 0.0 11.7000
2 男川 男川 小川平沢 むつ市 川内町 松山国有林 1,200.0 0.0 8.3000
他 その他 小松野沢 小松野沢 むつ市 大湊 新町 0.0 0.0 0.0000
2 川内川 川内川 矢櫃川 むつ市 川内町 川内 曽古部山国有林 600.0 0.0 3.0000
2 川内川 川内川 小倉平沢 むつ市 川内町 川内 曽古部山国有林 600.0 0.0 2.7000
2 脇野沢川 脇野沢川 脇野沢川 むつ市 脇野沢 源籐城 源籐城国有林 660.0 0.0 2.2000
2 川内川 川内川 新助川 むつ市 川内町 川内 湯の川山国有林 420.0 0.0 0.9000
2 川内川 川内川 小倉平沢 むつ市 川内町 川内 曽古部山国有林 360.0 0.0 0.8000
他 その他 芋田沢 芋田沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 九艘泊 210.0 0.0 0.8800
2 川内川 川内川 安部城川 むつ市 川内町 安部城 高野山国有林 480.0 0.0 2.6000
他 その他 下狄川 下狄川 むつ市 大畑町 大畑 釣屋浜 600.0 0.0 7.1000
他 その他 小松野沢 小松野沢 むつ市 大湊 近川ノ内伝次渡 280.0 0.0 1.2000
他 その他 大川目川 大川目川 むつ市 城ヶ沢 掬沢屋国有林 550.0 0.0 3.5400
他 その他 高野川 高野川 むつ市 川内町 川内 高野山国有林 900.0 0.0 6.7700
他 その他 小松野沢 小松野沢 むつ市 大湊 荒川山大平山国有林 1,500.0 0.0 6.0500
他 その他 小松野沢 小松野沢 むつ市 大湊 大湊新町 1,550.0 0.0 7.8000
他 その他 芋田沢 芋田沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 九艘泊 210.0 0.0 0.9700
2 田名部川 田名部川 小川 むつ市 田名部 田名部山第一国有林 550.0 0.0 6.9500

53 他 その他 宇曽利川 水上沢 むつ市 大湊 宇曽利川村 285.0 0.0 2.5600
54 2 脇野沢川 脇野沢川 蛎崎越沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 源籐城国有林 350.0 0.0 0.5300
55 他 その他 宇曽利川 水上沢 むつ市 大湊 宇曽利川村 106.0 0.0 0.3600
56 他 その他 大沢川 大沢川 むつ市 大湊 大沢 165.0 0.0 0.3800
57 他 その他 小荒川 小荒川 むつ市 大平 大平国有林 110.0 0.0 0.1100
58 他 その他 畑ノ沢 畑ノ沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 九艘泊 165.0 0.0 0.3200
59 他 その他 寄浪川 寄浪川 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 240.0 0.0 0.6600
60 他 その他 木野部沢 木野部沢 むつ市 大畑町 大畑 木野部 122.0 0.0 0.2155
61 2 川内川 湯の川 湯の小川 むつ市 川内町 川内 湯野川山国有林 330.0 0.0 0.4618
62 他 その他 宇曽利川 水上沢 むつ市 大湊 宇曽利川村 340.0 0.0 3.4700
63 他 その他 稲荷川 稲荷川 むつ市 大湊 近川 170.0 0.0 0.6500
64 他 その他 寄浪川 寄浪川 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 238.0 0.0 0.5300
65 他 その他 小荒川 小荒川 むつ市 大平 大平国有林 91.0 0.0 0.1800
66 他 その他 水上沢 水上沢 むつ市 大湊 宇曽利川村 214.0 0.0 0.7200
67 他 その他 大赤川 大赤川 むつ市 大畑町  大畑下風呂 大赤川 447.0 0.0 0.5500
68 他 その他 宇田川 宇田川 むつ市  大湊宇田町 大川守 170.0 0.0 1.2500
69 他 その他 大近川 大近川 むつ市 大湊 大川守 252.0 0.0 1.2700
70 他 その他 蛸田沢 蛸田沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 蛸田 170.0 0.0 0.7700
71 他 その他 稲荷川 稲荷川 むつ市 大湊 近川 155.0 0.0 0.5000
72 他 その他 小近川 小近川 むつ市 大湊 大近川 90.0 0.0 0.3100
73 他 その他 大沢川 大沢川 むつ市 大湊 上町 167.0 0.0 0.1700
74 他 その他 小近川 小近川 むつ市 大湊 釜臥山 410.0 0.0 1.4100
75 他 その他 川守川 川守川 むつ市 大湊 大川守 285.0 0.0 2.3800
76 他 その他 藤田川 藤田川 むつ市 大湊 大川守 140.0 0.0 0.7500
77 他 その他 宇田川 宇田川 むつ市 大湊 大近川 235.0 0.0 1.5700
78 他 その他 大近川 大近川 むつ市 大湊 釜臥山 213.0 0.0 1.3600
79 他 その他 蛸田沢 蛸田沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 源籐城国有林 170.0 0.0 0.5200
80 他 その他 稲荷川 稲荷川 むつ市 大湊 近川ノ内弧穴 99.0 0.0 0.3400
81 他 その他 桜木沢 桜木沢 むつ市 大湊 大川守 150.0 0.0 1.1600
82 他 その他 小近川 小近川 むつ市 大湊 釜臥山 218.0 0.0 2.0000
83 他 その他 長坂沢 長坂沢 むつ市 城ヶ沢 袖越 398.5 0.0 2.6700
84 他 その他 小近川 小近川 むつ市 大湊 大近川 197.0 0.0 0.9700
85 他 その他 領毛川 領毛川 むつ市 大湊 八森ノ内大久保 0.0 0.0 5.6400
86 他 その他 藤田川 藤田川 むつ市 大湊 大川守 284.5 0.0 2.0500
87 他 その他 瀬野川 瀬野川 むつ市 脇野沢 脇野沢 源籐城国有林 398.0 0.0 2.5700
88 他 その他 下荻川 下狄川 むつ市 大畑町 大畑 二枚橋 187.0 0.0 0.7400
89 他 その他 寄浪川 寄浪川 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 127.0 0.0 0.1100
90 他 その他 小荒川 小荒川 むつ市 大平 本町浜町通ノ内マンコ畑 781.0 0.0 2.6100
91 他 その他 小松野川 稲荷川 むつ市 大湊 近川ノ内弧穴 155.0 0.0 0.5400
92 他 その他 桜木沢 桜木沢 むつ市 大湊 大川守 180.0 0.0 1.3200
93 2 宿野部川 宿野部川 金八沢 むつ市 川内町 宿野部 金八山国有林 434.0 0.0 0.9600
94 他 その他 大近川 大近川 むつ市 大湊 釜臥山 165.0 0.0 0.5900
95 他 その他 宇田川 宇田川 むつ市 大湊 宇田町 230.0 0.0 1.7600
96 他 その他 蛸田沢 蛸田沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 蛸田 230.0 0.0 0.4100
97 他 その他 領毛川 領毛川 むつ市 大湊 八森ノ内大久保 138.0 0.0 0.7200
98 2 川内川 安部城川 安部城川 むつ市 川内町 高野山国有林 561.0 0.0 2.0500
99 他 その他 吉田川 吉田川 むつ市 大湊 大川守 133.0 0.0 0.5000
100 他 その他 宇田川 宇田川 むつ市 大湊 大川守 277.0 0.0 1.2000
101 他 その他 桜木沢 桜木沢 むつ市 大湊 大近川 792.0 0.0 8.6700
102 他 その他 大近川 大近川 むつ市 大湊 釜臥山 132.5 0.0 0.3500
103 2 桧川 桧川 桧川 むつ市 川内町 桧川 釜ノ沢山国有林 487.0 0.0 1.3100
104 2 桧川 桧川 桧川 むつ市 川内町 桧川 稲沢 2,050.0 0.0 84.3000
105 他 その他 小近川 小近川 むつ市 大湊 大近川 127.0 0.0 0.4342
106 他 その他 吉田川 吉田川 むつ市 大湊 大川守 226.0 0.0 0.7800
107 他 その他 南領毛沢 南領毛沢 むつ市 大湊 八森ノ内大久保 111.7 0.0 0.4200
108 他 その他 大赤川 大赤川 むつ市 大畑町 大畑 佐藤ヶ平山国有林 627.0 0.0 2.7500
109 他 その他 南領毛沢 南領毛沢 むつ市 大湊 大沢 197.5 0.0 1.0100
110 2 川内川 湯の川 湯の小川 むつ市 川内町 川内 湯ノ川山国有林 397.0 0.0 1.2100
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H 4 12
1H 建設省21 89

3 建設省 1880
建設省 14331

89
21 建設省 89

1384

建設省

建設省 1547
1547

1384

1764

1547

H 5 1
1

42

建設省 1547

5

5

11

10
10

21

5

9

92

H 6

1
34 S

H

H

S 57

H 89
773

17

4

建設省

42

1384
建設省 1384

建設省

H 6 2

建設省 216
216H 7 2

928
928

269
13 建設省

14
建設省14
建設省 269

建設省 101
建設省 911

1329

933

1345

建設省 1329

建設省

建設省

1764
1577

建設省 1577

建設省

建設省

49 S 4
50 S 55 4

52

S

2

3

H 8 2
3

1

2

3
2

13

建設省

建設省

21 建設省

16

24

4 建設省

4

29

建設省

15

24 建設省

156
216

546
546

建設省

建設省

12
1265
1265

建設省

建設省12
5

建設省

建設省
13

建設省 1467H 10 7 16
建設省 179H 11 2

95H 12 1

7

S 56

20
12

9 6
36
3

H
H

H
H

51 S 56 4

28 建設省 2225

16 国土交通省
28
28 建設省

14 3
H 13 3
H 12 11

5

8

H 12 11
11

H

H 14 5
140

8 国土交通省 357
7 国土交通省H

1

H 12

54

9
8

7

S 56

H

219
建設省 2225

2225

建設省

912

建設省

建設省

建設省

1
3

55

111建設省

30
1566
101建設省

9

52 12 建設省

18

221

24

建設省 49

建設省
9

5

18

建設省

建設省

1443建設省

建設省 111

49

14435

整理
番号

年号 月

1

33 S 48 2

35

渓流名
告示年月日及び番号 位置

番号日
級 水系名 幹川名

年 郡市

面積

111 他 その他 南領毛沢 南領毛沢 むつ市 大湊 八森ノ内大久保 120.2 0.0 0.7899
112 2 大荒川 大荒川 大荒川 むつ市 大平 大平国有林 205.0 0.0 1.3944
113 他 その他 九艘泊川 九艘泊川 むつ市 脇野沢 イ 182.0 0.0 0.6087
114 他 その他 九艘泊川 九艘泊川 むつ市 脇野沢 85.0 0.0 0.2012
115 2 大荒川 大荒川 大荒川 むつ市 大平 荒川 254.0 0.0 0.9223
116 2 川内川 川内川 於法沢 むつ市 川内町 曽古部山 333.0 0.0 1.7395

国土交通省 27617H 16 3
国土交通省 1495H 16 12

H 16 12
2

H 18 10

H 16 12
H 18 7

2 国土交通省 1175
26 国土交通省 877
2 国土交通省 1495
2 国土交通省 1495



- 78 -

(ｲ) 土石流危険渓流Ⅰ （県土整備部河川砂防課）

所 在 地 保 全 対 象
番号 河川名 渓流名

字 名 公 共 施 設人家戸数

1 正津川 恐山沢 恐 山 恐山寺務所５棟、明寿屋（土産屋）、
トイレ、バス停

2 大荒川 大荒川 大平町 206 県道長坂大湊線

3 小荒川 小荒川 並川町 98

4 小松野 小松野 大湊新町 287 官公署1(1)、宿泊施設1(1)、集会施設1
川 川 (1）、神社1(1)、その他1(1）、国道338号0.

29ｋｍ
バイパス0.07ｋｍ

5 近 川 近 川 大湊新町 206 国道338号0.12ｋｍ、バイパス0.13ｋｍ

6 稲荷川 稲荷川 大湊浜町 214 国道338号0.12ｋｍ、バイパス0.18ｋｍ

7 領毛沢 領毛沢 大湊浜町 148 官公署1(1）

8 南領毛 南領毛 大湊浜町 133 菊池医院、大湊消防署、第五浜町浄水場
沢 沢

9 大沢川 大沢川 大湊上町 127 傳法医院、むつ市公民館、むつ市勤労青少年
ホーム、大湊郵便局、常楽寺

10 南大湊 南大湊 大湊上町 157 傳法医院、大湊上町町民会館、大湊郵便局
上町沢 上町沢

11 藤田川 藤田川 川守町 61 集会施設1(1)

12 川守川 川守川 川守町 121 集会施設1(1）

13 吉田川 吉田川 川守町 94

14 宇田町 宇田町 宇田町 123
川 川

15 宇田川 宇田川 大湊町 72 官公署1(1)、宿泊施設1(1)、集会施設(1）、
神社1(1）

16 桜木沢 桜木沢 桜木町 100 官公署1(1）、集会施設1(1）、その他1(1)

17 南桜木 南桜木 桜木町 159 教育施設(指定避難場所)1(1）、官公署1(0）
沢 沢

18 大近川 大近川 桜木町 137 教育施設(指定避難場所）1(0)、官公署2(1）

19 小近川 小近川 桜木町 190 特別養護老人ホーム桜木園、むつリハビリテ
北沢 北沢 ーション病院、海上自衛隊大湊病院、

無し(県立大湊高校、仙台防衛施設局、大湊
工事監督事務所、海上自衛隊第42警戒群)

20 小近川 小近川 桜木町 198 特別養護老人ホーム桜木園、むつリハビリテ
ーション病院、海上自衛隊大湊病院、
無し(県立大湊高校、仙台防衛施設局、大湊
工事監督事務所）

21 永下川 袖越沢 袖越 永下(上水）、配水池

22 川内川 上安部 川内町安部城 発電所、県道川内佐井線：0.10ｋｍ
城沢

23 川内川 畑 沢 川内町畑 42 集会施設(指定避難場所）1(1）、官公署2
(2）、県道川内佐井線0.53ｋｍ

24 川内川 北畑沢 川内町畑 18 官公署1(1）、県道川内佐井線0.21ｋｍ

25 川内川 北畑二 川内町畑 5 教育施設(指定避難場所）1(1）、県道川内佐
の沢 井線0.24ｋｍ

26 川内川 於法沢 川内町安部城 特別養護老人ホームせせらぎ荘、川内町陶芸
センター、川内町林業研修センター

27 川内川 北下小 川内町下小倉平 13 集会施設(指定避難場所）1(1)
倉平沢 沢

28 川内川 南下小 川内町下小倉平 10
倉平沢 沢
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所 在 地 保 全 対 象
番号 河川名 渓流名

字 名 公 共 施 設人家戸数

29 東葛沢 東葛沢 川内町葛沢 6
沢 沢

30 桧川沢 桧川沢 川内町桧川 10

31 殿崎川 殿崎川 川内町蛎崎 蛎崎小学校(指定避難兼用)

32 大赤川 大赤川 大畑町赤川 6

33 小赤川 小赤川 大畑町赤川 13 特別養護老人ホーム延寿園、屯所

34 木野部 木野部 大畑町木野部 7
沢 沢

35 三右衛 三右衛 大畑町釣屋浜 12
門沢 門沢

36 下狄川 下狄川 大畑町二枚橋 8

37 大畑川 小目名 大畑町小目名村 2 小目名生活改善センター(指定避難）、県道
沢 むつ恐山公園大畑線：0.09ｋｍ

38 大畑川 薬研沢 大畑町薬研温泉 7 宿泊施設5(5）

39 処分場 処分場 脇野沢 その他1(1）
裏の沢 裏の沢

40 サガレ サガレ 脇野沢 その他1(1）
石崎沢 石崎沢

41 東脇野 東脇野 脇野沢 73
沢 沢

42 脇野沢 脇野沢 脇野沢 74

43 脇野沢 源藤城 脇野沢源藤城 その他1(1）
川 沢

44 新井田 新井田 脇野沢新井田 12 集会施設1(1）
沢 沢

45 寄浪中 寄浪中 脇野沢寄浪 5 県道九艘泊脇野沢線0.07ｋｍ
の沢 の沢

46 寄浪沢 寄浪沢 脇野沢寄浪 14 集会施設1(1）、宿泊施設1(1）、県道九艘泊
脇野沢線0.08ｋｍ

47 集会所 集会所 脇野沢蛸田 2 集会施設1(1）、県道九艘泊脇野沢線0.06
東沢 東沢 ｋｍ

48 蛸田沢 蛸田沢 脇野沢蛸田 2 集会施設1(0）、県道九艘泊脇野沢線0.06㎞

49 地蔵堂 地蔵堂 脇野沢蛸田 3 集会施設1(0）、県道九艘泊脇野沢線0.06㎞
沢 沢

50 畑の沢 畑の沢 脇野沢芋田 9 県道九艘泊脇野沢線0.06ｋｍ

51 芋田沢 芋田沢 脇野沢芋田 11 集会施設1(1）、県道九艘泊脇野沢線0.09㎞

52 九艘泊 小学校 脇野沢九艘泊 1 教育施設1(1）
川 東二の

沢

53 九艘泊 小学校 脇野沢九艘泊 6 集会施設1(1）、教育施設1(0）
川 東一の

沢

54 九艘泊 九艘泊 脇野沢九艘泊 35 九艘泊小学校、九艘泊地区生活改善センター
沢 沢

55 九艘泊 九艘泊 脇野沢九艘泊 集会施設1(0）、教育施設1(0）
川 北沢

56 九艘泊 九艘泊 脇野沢九艘泊 16
川 西沢

57 貝崎沢 貝崎沢 脇野沢九艘泊 宿泊施設4(4）
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(ｳ) 土石流危険渓流Ⅱ （県土整備部河川砂防課）

所 在 地 保 全 対 象
番号 河川名 渓流名

字 名 公 共 施 設人家戸数

1 出戸川 高梨川 高梨 3
目沢

2 高梨沢 高梨沢 高梨 1

3 中野沢 中野沢 中野沢 1
沢 沢

4 今泉川 二又道 石蕨 1
沢

5 今泉川 二又道 石蕨 3
南沢

6 高野川 石倉沢 川内町石倉 4

7 高野川 川内沢 川内町川内 1

8 赤岩沢 赤岩沢 大畑町木野部 2 国道279号線0.05ｋｍ

9 鷹ノ巣 鷹ノ巣 大畑町木野部 3
沢 沢

10 出戸川 二枚橋 大畑町二枚橋 3 国道279号線0.02ｋｍ
沢

11 脇野沢 滝山沢 脇野沢滝山 4 国道338号0.09ｋｍ
川

12 東寄浪 東寄浪 脇野沢寄浪 4 県道九艘泊・脇野沢線0.16
沢 沢

13 蛸田東 蛸田東 脇野沢蛭田 1 県道九艘泊・脇野沢線0.07ｋｍ
沢 沢

14 北蛸田 北蛸田 脇野沢蛸田 2 県道九艘泊・脇野沢線0.06ｋｍ
沢 沢

15 大ノ崎 大ノ崎 脇野沢芋田 1 県道九艘泊・脇野沢線0.06ｋｍ
沢 沢

16 稲荷神 稲荷神 脇野沢九艘泊 1
社の沢 社の沢

17 九艘泊 小学校 脇野沢九艘泊 3
川 北の沢

(ｴ) 土石流危険渓流Ⅲ （県土整備部河川砂防課）

所 在 地 保 全 対 象
番号 河川名 渓流名

字 名 公 共 施 設人家戸数

1 出戸川 高梨川 大畑町高梨 ０
目東沢

2 出戸川 高梨川 大畑町高梨 ０
目西沢

3 出戸川 高梨川 大畑町高梨 ０
目南沢

4 正津川 正津川 大畑町正津川 ０
三の沢

5 正津川 正津川 大畑町正津川 ０
二の沢

6 正津川 正津川 大畑町正津川 ０
一の沢
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イ 地すべり対策事業

市には、同節「(1) 治山事業」の表のとおり地すべり危険箇所等があり、これまで地下水の排水

施設、擁壁等それぞれの地域に対応した防止施設工事が実施されてきたところであるが、今後も地

すべり対策事業の計画的推進を国、県に働きかける。

ウ 急傾斜地崩壊対策事業

市では、これまで集中豪雨等に伴い、急傾斜地の崩壊による災害に対処するため、その所有者等

が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められるものについて、危険度の高いものから順

次急傾斜地の崩壊を防止するための施設を整備するなど、急傾斜地対策事業が実施されてきたとこ

ろである。

しかし、市域には、急傾斜地崩壊危険箇所を次表のとおり抱えており、その危険度の高い地区も

多いため、今後も急傾斜地対策事業の計画的推進を国、県に働きかける。

(ｱ) 急傾斜地崩壊危険区域

市 町・村 大字 字

S46.04.10 299 柳町 むつ市 柳町二丁目 1.220 59 1

S57.12.28 966 柳町 むつ市 柳町 1.010 9 1

S61.01.23 43 柳町 むつ市 柳町三丁目 0.455 4

2 S49.02.23 105 小川町 むつ市 小川二丁目 0.366 5 2

3 S50.05.13 388 川守町1号 むつ市 川守町 0.298 10

S50.05.13 388 川守町2号 むつ市 川守町 0.368 10

S54.01.23 40 川守町2号 むつ市 川守町 0.088 3

H01.03.18 180 川守町2号 むつ市 川守町 0.068 2

H17.09.07 719 川守町2号 むつ市 川守町 0.266 5

5 S50.05.13 388 川守町3号 むつ市 川守町 0.186 5

6 S50.05.13 388 川守町4号 むつ市 川守町 0.773 33

7 H04.03.27 216 小川町2号 むつ市 小川町,栗山町 0.809 10

8 H04.03.27 216 桜木町 むつ市 桜木町 0.491 5

9 H08.02.26 130 赤坂 むつ市 田名部 土手内,下道 0.810 14

10 H18.12.15 909 家ノ上 むつ市 川内町 家ノ上 0.367 4 1

11 S56.02.05 87 桧川 むつ市 川内町 桧川 川代 1.550 31

12 S62.02.21 74 桧川2号 むつ市 川内町 桧川 川代 1.339 14 1

13 H03.03.11 144 蛎崎 むつ市 川内町 蛎崎 蛎崎,寺ノ前,松山 1.915 20

14 H12.09.20 591 高野川 むつ市 川内町 川内 高野川 0.907 14

15 S47.08.29 637 二枚橋 むつ市 大畑町 大畑 大畑通 3.728 27

16 S47.08.29 637 湯坂下 むつ市 大畑町 大畑 八幡湯坂 1.050 45

S47.09.25 693 孫次郎間 むつ市 大畑町 大畑 八幡湯坂 3.281 26

H15.03.26 199 孫次郎間 むつ市 大畑町 大畑 二枚橋、涌舘 1.047 14

18 S54.01.23 40 二枚橋2号 むつ市 大畑町 大畑 二枚橋 1.078 17

19 S56.12.24 1515 八幡湯坂 むつ市 大畑町 大畑 八幡湯坂 2.347 34

20 H02.03.12 165 茶水 むつ市 大畑町 大畑 孫次郎間 0.354 8 1

21 H05.03.19 190 赤川 むつ市 大畑町 大畑 大赤川,赤川村 0.699 5 1

22 S48.03.31 218 九艘泊 むつ市 脇野沢 脇野沢 九艘泊 7.520 65 2

23 S48.03.31 218 桂沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 桂沢 2.785 70 1

24 S51.03.18 184 新井田 むつ市 脇野沢 脇野沢 新井田 0.693 9

S51.03.18 184 寄浪 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 0.713 14 1

H02.03.12 168 寄浪 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 2.084 5 1

H07.03.10 158 寄浪 むつ市 脇野沢 脇野沢 寄浪 0.890 11

S54.01.23 40 脇野沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 渡向 0.940 14 2

S62.02.21 74 脇野沢 むつ市 脇野沢 脇野沢 瀬野川目,渡向 0.360 1

27 S56.03.17 231 小沢 むつ市 脇野沢 小沢 小沢 0.550 9

28 S57.03.18 210 芋田 むつ市 脇野沢 脇野沢 九艘泊 0.670 8

29 S57.03.18 210 小沢2号 むつ市 脇野沢 小沢 小沢 0.250 7 1

30 S58.03.08 169 小沢3号 むつ市 脇野沢 小沢 鹿間平 0.667 16 1

31 H04.03.27 216 小沢4号 むつ市 脇野沢 小沢 鹿間平 0.226 6

32 H14.03.25 126 小沢５号 むつ市 脇野沢 小沢 稲平、小沢 0.501 12

33 H15.03.26 198 桂沢（２） むつ市 脇野沢 脇野沢 桂沢 0.602 10

26

1

4

17

25

番号 告示年月日
告示
番号

急傾斜地崩壊
危険区域名

面積
（ha）

人家
戸数

公共的
建　物

所　　　　在　　　　地
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(ｲ) 急傾斜地崩壊危険箇所

ａ 自然斜面（自然Ⅰ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 大湊1号 大湊、宇曽利川村下 70 42 5 5
ノ内大道下

2 宇田1号 宇田町 70 34 6 6

3 宇田2号 宇田町 100 70 5 7 屯所

4 川守4号区域 川守町 350 52 9 25 市道

5 川守3号区域 川守町 70 45 5 14 市道

6 川守2号区域 川守町 180 60 5 17 市道

7 川守1号区域 川守町 140 45 6 36 市道

8 大湊上町 大湊上町 170 48 8 3 学校、市道

9 並川町1号 並川町 165 35 8 7

10 梨子木平1号 大平梨子木平 110 40 6 0 浄水場

11 梨子木平2号 大平梨子木平 50 50 7 0 浄水場

12 梨子木平3号 大平梨子木平 110 35 8 0 浄水場

13 小川町区域 小川町二丁目 150 35 7 3 公園

14 小川町3号 小川町二丁目 150 42 6 7

15 小川町2号 小川町二丁目 230 48 13 13 県道
区域

16 柳町2号 柳町二丁目 100 45 8 7 集会所、市道

17 柳町区域 柳町三丁目 580 45 12 27 松本医院

18 赤坂区域 田名部下町 500 30 20 34 市道

19 関根1号 関根北関根 240 42 5 9 市道

20 関根2号 関根北関根 100 37 15 0 むつ科学技術館

21 関根3号 関根北関根ノ内袖角 50 32 6 0 宿泊施設
地

22 桜木町区域 桜木町 150 38 7 5 宿舎、市道

23 蛎 崎 川内町蛎崎寺ノ前 330 42 12 17

24 榀木平 川内町宿野部榀木平 100 42 6 6 市道

25 桧川2号 川内町桧川川代 230 35 10 14 公民館

26 桧川3号 川内町桧川川代 120 36 10 6 市道

27 桧 川 川内町桧川川代 340 38 13 30 国道

28 高 野 川 川内町高野川 180 45 7 10

29 田 野 沢 川内町田野沢 450 40 9 24 屯所、国道

30 袰 川 川内町袰川 20 30 10 0 公民館

31 赤滝山国有林 大畑町赤滝山国有林 40 36 170 0 大畑町老人福祉センター
1号

32 薬研1号 大畑町薬研 70 30 90 0 宿泊施設、県道

33 薬研2号 大畑町薬研 170 46 13 1 宿泊所、河川

34 薬研3号 大畑町薬研 100 30 95 1 宿泊施設、県道

35 小目名村 大畑町小目名村 260 34 20 14 公民館、神社、県道
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箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

36 本町1号 大畑町本町 240 32 33 13 町道

37 筒 万 坂 大畑町筒万坂 180 32 14 7 県道

38 八幡湯坂区域 大畑町湯坂下 410 41 30 26 県道

39 湯坂下区域 大畑町湯坂下 150 32 30 7 集会所、国道、町道

40 湯坂下2号 大畑町湯坂下 100 53 7 6 国道、町道

41 孫次郎間地区 大畑町孫次郎間 640 45 16 34 神社、町道

42 茶水区域 大畑町孫次郎間 230 42 15 15 町道

43 二枚橋区域 大畑町二枚橋 470 52 19 36 国道、町道、港湾施設

44 二枚橋2号区 大畑町二枚橋 265 36 20 23 国道
域

45 釣屋浜1号 大畑町釣屋浜 140 53 24 4 公民館、屯所、国道、町道

46 釣屋浜2号 大畑町釣屋浜 15 32 10 0 学校

47 釣屋浜3号 大畑町釣屋浜 80 37 47 10

48 木野部1号 大畑町木野部 240 30 23 9 国道

49 木野部2号 大畑町木野部 200 50 22 9 公民館、屯所、国道、町道

50 木野部3号 大畑町木野部 120 50 17 5 国道、市道

51 佐助川1号 大畑町佐助川 750 30 24 37 学校、屯所、国道、市道

52 佐助川2号 大畑町佐助川 150 30 26 5 国道、町道

53 赤川区域 大畑町大赤川 193 55 12 6 公民館、町道

54 九艘泊 脇野沢九艘泊 500 35 110 38 小学校、屯所、村道、河川

55 芋 田 脇野沢九艘泊 120 38 15 9 集会所、屯所、県道

56 蛸田1号 脇野沢蛸田 150 40 23 7 宿泊所、神社、県道

57 寄 浪 脇野沢寄浪 560 37 12 20 福祉センター、県道、村道

58 新 井 田 脇野沢新井田 230 40 13 10 生活センター、屯所、村道

59 脇 野 沢 脇野沢渡向 200 60 14 2 役場、体育館

60 桂 沢 脇野沢桂沢 440 50 8 61 寺院2

61 小沢5号 脇野沢口広 80 35 15 0 ごみ焼却場

62 小沢2号 脇野沢小沢 80 38 5 7 集会所

63 小 沢 脇野沢小沢 130 35 7 8 村道

64 小沢3号 脇野沢鹿間平 190 36 6 14 福祉センター、寺院

65 小沢4号 脇野沢鹿間平 90 50 7 6

ｂ 自然斜面（自然Ⅱ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 桜木町3号 桜木町 15 42 6 1 河川

2 桜木町4号 桜木町 15 32 6 1 河川

3 桜木町5号 桜木町 20 55 5 1

4 桜木町6号 桜木町第二桜台団地 45 35 5 3 市道
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箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

5 宇田3号 宇田町 30 45 5 2

6 川守5号 川守町 35 50 6 2

7 大湊新町3号 大湊新町 40 42 6 3

8 大湊新町4号 大湊新町 50 48 5 2 河川

9 並川町2号 並川町 105 70 6 4

10 並川町3号 並川町 20 90 5 1 河川

11 並川町4号 並川町 110 45 8 4 河川

12 梨子木平4号 大平梨小木平 60 42 6 3

13 文京町2号 文京町 20 45 7 1 河川

14 文京町1号 文京町 60 42 5 3 河川

15 荒川1号 大平荒川 80 45 10 4

16 落 野 沢 田名部落野沢 20 40 7 1

17 緑 ヶ 丘 緑ヶ丘 15 30 5 1

18 松山町1号 松山町 60 63 7 2 国道

19 女 舘 田名部女舘 50 40 6 2

20 宮 後 田名部宮後 15 30 7 1

21 関根4号 関根北関根 40 38 15 1

22 宇曽利山 田名部字宇曽利山 80 30 5 1

23 近 川 奥内近川 15 32 6 1

24 中 野 沢 中野沢大近川 20 50 7 1

25 小赤川1号 大畑町小赤川 90 46 12 3 市道

26 蛎崎2号 川内町蛎崎半右衛門 50 39 8 1
沢

27 宿 野 部 川内町宿野部 15 65 5 1 国道

28 桧川5号 川内町桧川稲沢 20 42 8 1

29 桧川6号 川内町桧川稲沢 45 35 7 2

30 家 ノ 上 川内町家ノ上 60 40 12 1

31 八右エ門沢 川内町八右エ門沢 40 43 10 1 国道

32 熊ヶ平2号 川内町熊ヶ平 15 40 7 1

33 館 山 下 川内町館山下 30 38 155 1

34 新 田 川内町新田 140 35 20 4

35 湯野川1号 川内町湯野川 30 35 100 1 私道

36 湯野川2号 川内町湯野川 20 35 50 1

37 野平1号 川内町野平 40 44 153 1 私道

38 赤滝山国有林 大畑町大畑赤滝山国 100 44 46 1 県道
2号 有林

39 赤坂 大畑町赤坂 40 35 10 1

40 本町2号 大畑町本町 50 32 11 1

41 湯坂下3号 大畑町湯坂下 70 34 26 1 私道

42 大畑道 大畑町大畑道 30 65 8 3
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箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

43 釣屋浜4号 大畑町釣屋浜 20 40 11 1 私道

44 鍵 掛 大畑町鍵掛 30 40 15 1

45 九艘泊2号 脇野沢九艘泊 40 40 90 1

46 九艘泊3号 脇野沢九艘泊 20 35 40 1

47 芋田2号 脇野沢九艘泊 20 43 15 1

48 芋田3号 脇野沢九艘泊 20 38 25 1

49 芋田4号 脇野沢九艘泊 50 42 25 3

50 芋田5号 脇野沢九艘泊 20 40 40 1

51 芋田6号 脇野沢九艘泊 20 55 12 1

52 蛸田2号 脇野沢蛸田 30 40 27 2

53 蛸田3号 脇野沢蛸田 15 30 12 1

54 蛸田4号 脇野沢蛸田 130 40 35 3

55 寄浪2号 脇野沢寄浪 15 40 6 1

56 新井田2号 脇野沢新井田 30 42 25 2

57 小沢6号 脇野沢赤坂 35 48 7 3 県道

58 小沢7号 脇野沢鹿間平 65 50 6 4

59 田ノ頭1号 脇野沢田ノ頭 50 30 75 1

60 七 引 脇野沢七引 30 43 8 1

61 滝山1号 脇野沢滝山 30 40 6 2

62 滝山2号 脇野沢滝山 120 35 6 4

63 滝山3号 脇野沢滝山 100 40 7 2

ｃ 自然斜面（自然Ⅲ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 川守6号 川守町 100 45 7 0 市道

2 大湊1号 大湊八森ノ内大久保 120 35 10 0

3 大湊2号 大湊八森ノ内大久保 100 35 15 0

4 緑ヶ丘2号 緑ヶ丘 110 30 10 0

5 小川町4号 小川町一丁目 150 40 13 0

6 関根5号 関根北関根 170 40 12 0 河川

7 関根6号 関根北関根 150 40 12 0

8 関根7号 関根水川目 250 40 12 0

9 兎沢4号 大畑町兎沢 140 35 25 0

10 高 橋 川 大畑町高橋川 200 40 7 0 県道

11 湯坂下4号 大畑町湯坂下 130 35 45 0

12 湯坂下5号 大畑町湯坂下 150 30 50 0

13 孫次郎間2号 大畑町孫次郎間 100 60 18 0
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ｄ 人工斜面（人工Ⅰ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 流 道 城ヶ沢流道 160 40 6 0 小中学校

2 桜木町2号 桜木町 170 35 8 0 大湊病院

3 大湊2号 大湊大近川 165 63 8 0 高等学校、市道

4 大湊新町1号 大湊新町 230 47 8 14 市道

5 大湊新町2号 大湊新町 50 40 8 0 寺院

6 大 平 町 大平町 30 54 6 0 寺院

7 下 川 田名部下川 110 50 8 7

8 桧川4号 川内町桧川家ノ上 130 30 20 0 高等学校

9 熊ヶ平1号 川内町熊ヶ平 110 40 9 5 市道

10 獅 子 畑 川内町獅子畑 50 65 8 0 発電所、県道

11 兎沢1号 大畑町兎沢 80 42 12 11

12 兎沢2号 大畑町兎沢 120 30 20 0 中学校

13 水 木 沢 大畑町水木沢 80 40 14 0 宿泊所

14 伊 勢 堂 大畑町伊勢堂 50 51 6 0 学校

15 辰 内 脇野沢辰内 80 45 7 0 浄水場

ｅ 人工斜面（人工Ⅱ） （県土整備部河川砂防課）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 大湊新町5号 大湊新町 15 34 5 2

2 大湊新町6号 大湊新町 15 55 6 1

3 梨子木平5号 大平梨子木平 70 45 7 2 河川

4 荒川2号 大平荒川 30 33 12 1 市道

5 落野沢1号 大平落野沢 15 45 7 1

6 落野沢2号 大平落野沢 15 48 6 1

7 十 二 林 十二林 100 30 10 4

8 松山町2号 松山町 45 45 6 3

9 松山町3号 松山町 20 42 5 1

10 柳町3号 柳町四丁目 60 70 6 4

11 道 向 田名部道向 20 50 6 4

12 土 手 内 田名部土手内 15 30 7 1

13 今 泉 奥内今泉 20 32 10 1

14 板 子 塚 川内町板子塚 20 55 6 1

15 隠 里 川内町隠里 50 30 9 2 市道

16 家 ノ 辺 川内町家ノ辺 20 52 8 2 河川

17 野平2号 川内町野平 30 30 5 1

18 兎沢3号 大畑町兎沢 40 30 6 1

19 谷 地 道 大畑町谷地道 70 43 12 1



- 87 -

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

20 小 赤 川 大畑町小赤川 20 60 8 1 市道

21 渡 向 脇野沢渡向 20 45 5 1 市道

22 田ノ頭2号 脇野沢田ノ頭 30 48 6 1

ｆ 人工斜面 （むつ市）

箇所 地形要因
箇所名 位 置 公共施設等人家戸数

延 長 傾 斜 度 傾斜高さ番号

1 板 子 塚 川内町板子塚 100 55 6 1

エ なだれ対策事業

市域には、同節「(1) 治山事業」の表のとおりなだれ危険箇所があり、今後なだれ対策事業の計

画的推進を国、県に働きかける。

(3) 河川改修［建設部］

市内を流下する河川のうち、田名部川水系の主な河川及び大畑川、正津川、川内川、脇野沢川、大

荒川、出戸川、今泉川とその支川は、県の管理する二級河川である。

田名部川は、過去に幾度となく、下流部の市街地において、大きな氾濫を繰り返した経緯がある。

これを防ぐため、田名部川放水路（新田名部川）の築造が進められ、田名部川本流を赤川海岸に導

いた以後は、繰り返されてきた大きな水害は極端に少なくなった。

田名部川支流の小川は、河積狭小と蛇行により大雨のたびに小規模水害を繰り返している。このた

め、県では、市街地を迂回する小川放水路（トンネル河川を含む。）の築造を計画し、その分流を田

名部川河口近くに放出するよう事業を進めている。また、脇野沢川は、捷水路の整備を進めている。

市が管理する普通河川の現況は、市街地を流れる河川については、ほぼ河岸決壊防止施設の整備が

終わり、今後はその維持管理に努めるとともに、市街地を外れた河川の整備について、改修改良計画

を立て、その実施に努める。

ア 二級河川
（下北地域県民局地域整備部 平成１９年４月１日現在）

水系名 河川名
区間延長
（ｍ）

指定年月日

上流端 下北郡東通村大字砂子又字黒森２９番地先の林道橋

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市大字田名部（二又沢の合流点）

下流端 田名部川への合流点

上流端 むつ市大字田名部（田名部川からの分派点）

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市大字田名部字女舘（大石川目沢の合流点）

下流端 田名部川への合流点

上流端 むつ市大字奥内字二又山１番３６地先

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市大字奥内字金谷沢２４３番５地先

下流端 今泉川への合流点

上流端 むつ市大字奥内字二又山１番１０６地先

下流端 今泉川への合流点

田名部川

　　〃

　　〃

　　〃

今泉川

　　〃 松田川

S48.12.28

今泉川 5,500.0 H3.6.21

女舘川 2,000.0

1,800.0 〃

4,000.0 S37.1.13小川

新田名部川 S43.1.12,845.0

区間

24,063.6 S48.12.28田名部川

今泉川 天狗川 800.0 H3.6.21
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水系名 河川名
区間延長
（ｍ）

指定年月日

上流端 むつ市大字田名部町（宇曽利山湖からの流出点）

下流端 海に至る場所

上流端

下流端

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山１番の１２３地先
右岸：下北郡佐井村大字長後宇野平２９７番地先

下流端 海に至る場所

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山国有林１１２林班ろ小班地
先

下流端 川内川への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山国有林１６７林班ろ小班地
先

下流端 川内川への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山国有林１１５林班い１小班
地先

下流端 川内川への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山１番の１４８地先
右岸：同市川内町福浦山１番の１５１地先

下流端 川内川への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町福浦山１番の１５２地先
右岸：同市川内町福浦山１番の１５０地先

下流端 本潟貝沢への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町板家戸国有林１６９林班ち１小班
地先

下流端 川内川への合流点

上流端 むつ市川内町板家戸国有林１６８林班い１小班地先

下流端 上畑尻沢への合流点

上流端
左岸：下北郡佐井村大字長後宇野平２２６番地先
右岸：むつ市川内町板家戸５２番地先

下流端 川内川への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町板家戸国有林１７２林班ろ１小班
地先

下流端 大利家戸沢への合流点

上流端 むつ市川内町板家戸国有林１７３林班は１小班地先

下流端 大利家戸沢への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町板家戸国有林１８３林班に小班地
先

下流端 大利家戸沢への合流点

上流端
左岸：むつ市川内町と沢１２７番６８地先
右岸：同市川内町川代１６９番２地先

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市川内町川代１６９番１９２地先

下流端 戸沢川への合流点

上流端
左岸：むつ市大畑町湖目名村（湯ノ股川の合流点）
右岸：同市大畑町赤坂（湯ノ股川の合流点）

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市大字関根字高梨地先の高梨頭首工

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市脇野沢（面木沢の合流点）

下流端 海に至る場所

上流端
左岸：むつ市川内町蛎崎（桧山沢の合流点）
右岸：同市川内町蛎崎（桧山沢の合流点）

下流端 海に至る場所

上流端
左岸：むつ市川内町宿野部（東股沢の合流点）
右岸：同市川内町宿野部（下木沢の合流点）

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市川内町桧川（稲沢の合流点）

下流端 海に至る場所

上流端 むつ市大字大平地先の山田開拓堰頭首工

下流端 海に至る場所

脇野沢川 脇野沢川 6,000.0 S33.5.22

出戸川 出戸川 7,000.0 S37.1.13

大畑川 大畑川 13,563.6 S38.5.2

　　〃 柳ノ沢川 700.0 〃

戸沢川 戸沢川 2,000.0 H3.6.21

　　〃 新三郎沢 750.0 〃

半太郎沢 720.0 S55.4.1

　　〃 四家戸川 1,150.0 〃

　　〃

　　〃

　　〃

川内川

〃

本潟貝沢 1,150.0 〃

潟貝沢 200.0 〃

上畑尻沢 650.0

〃

名目床沢 1,020.0 〃

栓ノ木橋沢 850.0

S55.4.1

板家戸沢 750.0 〃

27,609.1川内川

S38.9.28

3,400.0 〃

正津川 13,850.0

むつ市大字田名部町（宇曽利山湖の全面）宇曽利山湖

区間

　　〃 下畑尻沢 450.0

川内川

　　〃

　　〃

正津川

　　〃

　　〃

〃

　　〃 大利家戸沢 2,400.0 〃

男川 男川 5,000.0 〃

宿野部川 脇野沢川 5,500.0 〃

桧川 桧川 2,500.0 〃

大荒川 大荒川 2,000.0 S37.1.13
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(4) 海岸保全事業［建設部、経済部］

市の海岸線の延長は、１０２．８㎞に及んでおり、このうち６５．３㎞が海岸保全区域として指定

され、離岸堤及び人工リーフの設置等を主体に整備が進められている。

大湊港は、昭和２８年に地方港湾に指定され港湾機能の整備が進められ、埠頭の整備は、ほぼ完成

をみており、現在は、防災機能の強化を中心に整備を推進するとともに、平成１８年にオープンした

「しもきた克雪ドーム」に関連する臨港道路の整備、海岸侵食対策事業（エコ・コースト事業及びふ

るさと海岸整備事業）による水性生物の生態系リサイクルや周辺の自然環境に配慮した海岸の整備が

進められている。

川内港は、昭和２８年に地方港湾に指定され港湾機能の整備が進められ、ほぼ完成をみており、平

成４年度に着手した海岸環境整備事業（かわうちまりんびーち）は、平成１８年度に完成している。

関根浜港は、港湾法第56条港湾として海洋研究開発機構むつ研究所の管理下にあり、大湊港の日本

原子力研究開発機構の専用岸壁とともに、堅固な岸壁を有している。

また、市の行政区域内には、第１種漁港の戸沢、田野沢、桧川、宿野部、蛎崎、小沢、木野部、正

津川（県管理）、浜奥内、角違、関根、九艘泊（市管理）、第２種漁港の脇野沢（県管理）及び第３

種漁港の大畑（県管理）の１４漁港があり、それぞれ漁港海岸を有しており、順次、改修、整備が計

画されている。

なお、海岸保全事業は、背後地水面等の関係により、建設海岸・港湾海岸（国土交通省所管）、漁

港海岸（水産庁所管）、農地海岸（農林水産省農村振興局所管）に分かれて実施しているので、連絡

調整を図るよう関係機関に働きかける。

（平成１７年度版海岸統計による。）

区 分 陸 奥 湾 津 軽 海 峡 計

海 岸 線 延 長 85,859 m 16,976 m 102,835 m

指 定 済 延 長 52,550 m 12,747 m 65,297 m

海 岸 保 全 施 設 の あ る 区 域 の 延 長 31,922 m 11,054 m 42,976 m

河 海 岸 線 延 長 44,667 m 9,164 m 53,831 m

国 川 指 定 済 延 長 29,261 m 6,510 m 35,771 m
土
交 局 海岸保全施設のある区域の延長 13,589 m 6,432 m 20,021 m
通
省 港 海 岸 線 延 長 25,451 m 25,451 m
所
管 湾 指 定 済 延 長 11,908 m 11,908 m

局 海岸保全施設のある区域の延長 10,682 m 10,682 m

農 海 岸 線 延 長 1,265 m 1,265 m
村

農 振 指 定 済 延 長 1,265 m 1,265 m
林 興
水 局 海岸保全施設のある区域の延長 1,265 m 1,265 m
産
省 水 海 岸 線 延 長 14,476 m 7,812 m 22,288 m
所
管 産 指 定 済 延 長 10,116 m 6,237 m 16,353 m

庁 海岸保全施設のある区域の延長 6,386 m 4,622 m 11,008 m
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(5) 農地防災対策事業［経済部］

ア ため池

市においては、従来から農業用水確保のため、ため池を利用しているが、これらのため池は築

造年数も古く漏水するものもあり、その実態を把握し、補強改良工事を実施して、堤体の安全を

確保し、下流地域の災害を未然に防止するよう努める。

イ 用排水施設

市における農業用排水施設は、自然的・社会的状況の変化により、その効用が低下しているも

のもある。これらの施設について実態を把握し、必要なものは改修工事を実施し、周辺農用地の

災害を未然に防止するよう努める。

ウ 土砂崩壊防止

市における土砂崩壊防止対策としては、風水害によって土砂崩壊の危険が生じた箇所において、

土留擁壁等の対策工事を実施し、農地及び農業用施設の災害を未然に防止するよう努める。

エ 地すべり防止

市の地すべり対策としては、調査に基づき農地地すべり危険地としてリストアップされた箇所

を中心として県において地すべり対策事業を実施し、農地及び農業用施設の災害を未然に防止す

るよう努める。

市内の農業用ため池 平成１９年４月１日現在

総 貯 水 量 ㎥ 老 朽 度 ／ 廃 止 区 分№ 地区名 名 称 所 在 地 ( )
1 むつ 南関根溜池 むつ市大字関根字関根 127,200 使用中

2 むつ 樺山ため池 むつ市大字田名部字樺山 1,200 放置

3 むつ 山辺沢ため池 むつ市大字田名部字内田 32,400 使用中

4 むつ カッタイため池 むつ市大字田名部字内田 25,200 使用中

5 むつ 一里小屋ため池 東通村大字田屋 234,000 使用中

6 むつ 上近川 むつ市大字奥内字近川 69,600 使用中

7 むつ 浅沢ため池 むつ市大字奥内字今泉 16,200 放置

8 むつ 下の溜池 むつ市大字奥内字近川 17,280 使用中

9 むつ 中野沢溜池 むつ市大字中野沢字申畑 122,400 使用中

10 むつ 四谷溜池 むつ市大字関根字水川目 1,920 放置

11 むつ 亀蔵溜池 むつ市大字関根字北関根 4,320 放置

12 むつ 杉山溜池 むつ市大字関根字水川目 2,400 使用中

13 むつ 山崎溜池 むつ市大字関根字水川目 5,160 放置

14 むつ 駄賃場溜池 むつ市大字関根字水川目 3,960 放置

15 むつ 尻釜溜池 むつ市大字田名部字尻釜 1,680 放置

16 むつ 松橋 むつ市大字関根字北関根 960 放置

17 むつ 早掛 むつ市大字田名部字小平舘 2,462,400 使用中

18 むつ 二枚橋溜池 東通村大字田屋 1,478,400 使用中

19 むつ 大間沢溜池 むつ市大字奥内字大室平 108,000 使用中

20 むつ 近川溜池 むつ市大字奥内字近川 77,719 使用中

21 むつ 水川目溜池 むつ市大字関根字水川目 34,351 使用中

22 むつ 土手内溜池 むつ市大字田名部字土手内 69,426 使用中

23 むつ 八忠溜池 むつ市大字田名部字内田 111,945 使用中
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総 貯 水 量 ㎥ 老 朽 度 ／ 廃 止 区 分№ 地区名 名 称 所 在 地 ( )
24 むつ 葛西溜池 むつ市大字田名部字内田 295,374 使用中

25 むつ 大曲 むつ市南赤川町 3,867 放置

26 むつ 第一竹内 むつ市南赤川町 442 放置

27 むつ 第二竹内 むつ市南赤川町 587 放置

28 川内 初見 むつ市川内町八右ェ門沢 3,600 使用中

29 川内 八右ェ門溜池 むつ市川内町八右ェ門沢 7,038 使用中

30 大畑 水木沢溜池 むつ市大畑町水木沢 24,000 放置

31 大畑 大平沢溜池 むつ市大畑町大平沢 6,000 放置

32 大畑 鳥谷場溜池 むつ市大畑町鳥谷場 24,000 放置

33 大畑 堂近 むつ市大畑町堂近 9,000 放置

34 脇野沢 黒岩溜池 むつ市脇野沢黒岩 1,870 放置

［総務部、建設部、下行消防本部］２ 都市の防災構造化事業

都市の自然放任によって生ずる無計画な市街地や土地利用の混乱を防ぎ、都市防災をも十分加味して秩

序ある環境の整備された市街地形成を図るため、自然的条件を勘案した土地利用計画に即して、都市空間

の確保と都市構築物の安全化を図る必要がある。都市基盤整備事業、防災拠点施設整備事業、市街地再開

発事業、住環境整備事業、土地区画整理事業に基づき、風水害対策等の防災面にも重点をおいて土地や水

の性状等を十分考慮し計画する。

(1) 地域地区の設定、指定

ア 用途地域の設定

用途混在による環境上、防災上の阻害要因を排除するため、適切な用途地域を定める。

イ 防火地域、準防火地域の指定

市街地における火災を防止するため、地域を指定し、建築物に対する規制を強化する。

(2) 都市基盤施設の整備

都市の安全を確保するため、次の都市基盤施設整備事業を推進する。

ア 街路の整備

都市交通を処理するとともに、避難路、延焼遮断帯、緊急輸送路、消防用道路等の都市防災上の

機能を高めるため、道路整備事業を推進する。

イ 公園緑地の整備

都市のやすらぎの確保とともに、避難地、避難路、延焼遮断帯等の都市防災上の空間の確保のた

め、公園の整備及び外周部の植栽緑地化事業を推進する。

ウ 都市下水路事業

雨水による市街地の侵食を防止するため、ポンプ場、下水路の新設又は改修事業を実施する。

エ 流域下水道・公共下水道事業

公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地の浸水を防止するため、ポンプ場、下水管渠の新

設又は改修事業を実施する。

オ ライフライン共同収容施設の整備事業

ライフライン機能の確保のため、電線共同溝等の整備事業を推進する。

(3) 防災拠点施設整備事業

安全な都市環境の実現を図るため、防災拠点施設、臨時ヘリポート等の救護活動拠点及び備蓄倉庫、

貯水槽等の災害応急対策に必要な施設の整備事業を推進する。
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(4) 市街地の整備

既成市街地の災害防止のため、次の事業を推進する。

ア 市街地再開発事業

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに、都市における災害の発生を

防止するため、市街地再開発事業等を実施する。

イ 住環境整備事業

住環境の整備改善とともに、都市における災害の発生を防止するため、住環境整備事業を実施す

る。

ウ 土地区画整理事業

未整備な市街地の道路、公園及び河川等の公共施設を整備することにより、良好な市街地を形成

するとともに、治水対策、消火活動、避難行動及び延焼防止等の都市防災を図るため、事業の推進

を図る。

(5) 建築物不燃化対策

安全な都市環境を実現するため、建築物の不燃化を図る。

ア 公共建築物の不燃化

庁舎、学校及び病院等の公共建築物の不燃化を図る。

イ 耐火建築物の建設促進

耐火建築物の建設を促進するため、融資制度の周知徹底を図る。

［経済部、建設部、市公営企業局］３ その他の防災事業

その他の防災事業として道路、港湾等の点検、整備及び上水道の防災性の強化を図るとともに、危険地

域からの移転事業の促進に努める。

(1) 道路

市道については、点検、整備に努め、国道、県道については、今後も道路整備事業の計画的推進を

国、県に働きかける。

(2) 港 湾 等

市における港湾、漁港等施設については、市管理の施設の点検、整備に努めるとともに、国、県等

の管理施設については、今後とも、防災施設等の計画的整備を国、県等に働きかける。

(3) 上下水道施設

市における上下水道施設においては、防災性の強化に努めるとともに、防災用資機材の整備充実を

図る。

(4) 危険地域からの移転対策事業

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険が及ぶおそれのある区域からの危険住宅の移転に対する

助成を利用し、その促進を図る。

ア 防災集団移転促進事業

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にあ

る住居の集団的移転を促進する。

イ がけ地近接等危険住宅移転事業

がけくずれ等により危険のある住宅について、住民の生命の安全を確保するために、災害危険区

域等にある既存不適格住宅の移転を促進する。
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第４節 自主防災組織等の確立

［総務部、下行消防本部］

大規模な風水害等の災害が発生した場合、防災関係機関の活動が遅れたり、阻害される場合が予想される

が、このような事態において被害を最小限にとどめ、災害の拡大を防止するには、平素から住民による自主

防災組織を設けて出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等を組織的に行う必要がある。

このため、市は地域住民による自主防災組織等の結成を促進し、育成していくものとする。

１ 自主防災組織の現況

自主防災組織は、現在２１地区で組織され、防災活動を実施しているところである。

今後は、地域の実情に応じた防災計画に基づき平常時、災害発生時において効果的に防災活動を行うよ

う指導する。

（自主防災組織一覧表） 平成１９年４月１日現在

組 織 名 代 表 者 設 立 年 月 日 会 員 数 地 区 名

南関根婦人消防クラブ 坪 るゑ子 昭和５７年９月 １日 １８名 むつ地区

新町地区婦人防火クラブ 美濃部 美津子 昭和５７年８月１０日 １７名

谷地町地区婦人防火クラブ 坪 田 崇 恵 昭和５７年８月１０日 １３名

中浦町地区婦人防火クラブ 坪 田 三枝子 昭和５７年８月１０日 １５名

上町地区婦人防火クラブ 大 山 恵 子 昭和５７年８月１０日 １８名

浜町地区婦人防火クラブ 浜 田 ち よ 昭和５７年８月１０日 １５名

仲崎町地区婦人防火クラブ 小 川 英 子 昭和５７年８月１０日 ３０名

戸沢地区婦人防火クラブ 橋 本 静 子 昭和５７年８月１０日 １６名

田野沢地区婦人防火クラブ 坂 野 要 子 昭和５７年８月１０日 １５名
川内地区

上小倉平地区婦人防火クラブ 酒 井 弘 子 昭和５７年８月１０日 ９名

下小倉平地区婦人防火クラブ 徳 田 タ マ 昭和５７年８月１０日 ９名

銀杏木地区婦人防火クラブ 藤 沢 とし子 昭和５７年８月１０日 ２０名

安部城地区婦人防火クラブ 太 田 もも子 昭和５７年８月１０日 １０名

畑地区婦人防火クラブ 駒木根 文 子 昭和５７年８月１０日 １５名

湯野川地区婦人防火クラブ 早 瀬 さつ子 昭和５７年８月１０日 １２名

袰川地区婦人防火クラブ 鴨 田 照 子 昭和５７年８月１０日 １３名

桧川地区婦人防火クラブ 東 真知子 昭和５７年８月１０日 ９名

宿野部地区婦人防火クラブ 笹 原 静 子 昭和５７年８月１０日 １５名

蛎崎地区婦人防火クラブ 光 谷 章 子 昭和５７年８月１０日 ２０名

孫次郎間婦人防火クラブ 長 津 和 子 昭和５３年４月 １日 １４名
大畑地区

正津川婦人防火クラブ 国 田 裕 子 昭和５９年８月１９日 １２名
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２ 自主防災組織の育成強化

自主防災組織の結成、組織化は、住民が自ら自主的に行うことを本旨としつつ、既存の町内会、自治会

等の自治組織を自主防災組織として育成するとともに、そのかなめとなる優れたリーダー育成に努める。

その際、女性の参画の促進に努める。

(1) 地域（町内会等の単位）の指導者及び住民に対し、自主防災組織の必要性の認識を高めるため啓発

活動を積極的に実施する。

(2) 既存の町内会や婦人防火クラブ等民間防火組織の自主防災組織への移行を図る。

(3) 自主防災組織が実施する防災訓練に対し、積極的に指導するとともに、地域住民が一致団結して、

初期消火活動の実施及び身障者、高齢者等災害時要援護者を保護するための防災活動が効果的に行わ

れるような協力体制の確立を図る。

(4) 自主防災活動を活発にするため、リーダー講習会の実施、モデル地域の紹介などを通じ、地域社会

のリーダーに対する防災知識の啓発を行うとともに、自主防災組織のかなめとなる優れたリーダーの

育成を図る。

(5) 災害時においては避難・備蓄等の機能を有する活動の拠点となり、平常時は防災知識の普及及び防

災訓練の活動の拠点となる施設並びに消火、救助、救護のための資機材の整備を図る。

３ 事業所の自衛消防組織の設置の促進

法令により消防計画等の作成及び自衛消防組織の設置が義務付けられている事業所については、自主防

災体制をより整備充実するとともに、特に法令により義務付けられていない事業所についても強力に設置

を促進する。

なお、消防法第８条に基づく消防計画における自衛消防の組織又は消防法１４条の４に基づく自衛消防

組織の設置が義務付けられている事業所は、次のとおりである。

(1) 学校、病院、工場、事業所、興行所、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務

し、又は居住する防火対象物

(2) 第４種の危険物の製造所、一般取扱所及び移送取扱所の一部

４ 自主防災組織の防災活動の推進
自主防災組織は、地域の実情に応じた活動計画を策定するとともに、これに基づき、平常時及び災害時

において効果的で災害時要援護者に配慮した防災活動を次により行う。

(1) 平常時の活動

ア 情報の収集伝達体制の確立

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施

ウ 活動地域内の防災巡視の実施

エ 火気使用設備器具等の点検

オ 防災用資機材の備蓄及び管理

カ 災害時要援護者の把握

(2) 災害時の活動

ア 初期消火の活動

イ 災害危険箇所等の巡視

ウ 地域内の被害状況等の情報の収集及び住民に対する避難勧告・避難指示の伝達

エ 救出救護の実施及び協力

オ 集団避難の実施

カ 炊き出しや救助物資の配分に対する協力
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５ 事業所の防災活動の推進

事業所は、災害時において果たす役割（従業員、顧客の安全、経済活動の維持、地域住民への貢献）の

十分な認識の下で、自衛消防組織を設置し、次により自主防災体制の確立を図る。

(1) 平常時の活動

ア 情報の収集伝達体制の確立

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施

ウ 火気使用設備器具等の点検

エ 防災用資機材の備蓄及び管理

(2) 災害時の活動

ア 初期消火の活動

イ 救出救護の実施及び協力

ウ その他
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第５節 防災教育及び防災思想の普及

［総務部、下行消防本部］

風水害等の災害を最小限にくいとめるには、防災に携わる職員の資質の向上と住民一人ひとりが日頃から、

各種災害の認識を深め、災害から自己を守るとともに、お互いに助け合うという意識行動が必要である。

このため防災業務担当職員に対する防災教育の徹底と社会教育の場及び直接住民に対する防災知識の普及

を通じて防災意識の高揚を図るものとする。

その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時

要援護者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点

に十分配慮するように努める。

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、防災に関する教育の普及推進を図る。

１ 防災業務担当職員に対する防災教育

防災業務担当職員が、日常の事務又は業務を通じ積極的に防災対策を推進し、地域防災計画が活用され、

地域における防災活動を率先して実施できるよう、地域防災計画の内容運用等の周知徹底を図るため研修

会、検討会及び映画会等を通じ防災教育を実施する。

なお、教育内容で、特に重点をおくべきものは、次のとおりである。

(1) 風水害等の災害についての一般的知識

(2) 災害対策基本法を中心とした法令等の知識

(3) 災害を体験した者との懇談会

(4) 災害記録の文献紹介とその検討会

２ 社会教育等における教育

青少年教育、女性教育等の学級・講座や、青少年団体、女性団体等の社会教育関係団体が実施する研修

会等に防災に関する内容を組み入れ、地域住民に対する防災思想の普及を図る。

３ 住民に対する防災思想の普及

防災思想の普及は、ラジオ・テレビ等の放送施設、新聞、雑誌、広報紙その他市が発行する刊行物、ホ

ームページ、広報車の巡回さらには講習会、映画会、展覧会の開催その他により行う。

防災の日や防災週間、防災とボランティアの日、防災とボランティア週間、水防月間、土砂災害防止月

間、雪崩防災週間、山地災害防止キャンペーン、火災予防運動期間など一連の防災関係行事を通じて講習

会、展覧会等を実施し、防災思想の普及を図る。

普及内容は、おおむね次のとおりである。

(1) 簡単な風水害等の災害に関すること。

(2) 気象予報・警報等に関すること。

(3) 住民のとるべき措置

ア 家庭においてとるべき次の措置

（平常時）

(ｱ) 家庭における各自の役割分担

(ｲ) 家具等重量物の転倒防止

(ｳ) 消火器、バケツ等の消火用具の準備
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(ｴ) ３日分の食料、水、携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品等の非常持出品の準備

(ｵ) 避難場所、避難路の確認

(ｶ) 避難所における心得

（災害時）

(ｷ) 身の安全の確保

(ｸ) テレビ、ラジオ、市役所、消防署及び警察署等からの正確な情報の把握

(ｹ) 自動車や電話の使用の自粛

(ｺ) 火の使用の自粛

(ｻ) 灯油等危険物やプロパンガスの安全確保

(ｼ) 初期消火

(ｽ) 被災者の救出及び救護への協力

(ｾ) 炊き出しや救助物資の配分への協力

(ｿ) その他

イ 職場においてとるべき次の措置

（平常時）

(ｱ) 職場の防災会議による役割分担

(ｲ) 職場の自衛消防組織の出動体制の整備

(ｳ) ロッカー等重量物の転倒防止

(ｴ) 消火器及びバケツ等の消火用具の準備

(ｵ) 重要書類等の非常持出品の確認

(ｶ) 防災訓練への参加

（災害時）

(ｷ) 身の安全の確保

(ｸ) テレビ、ラジオ、市役所、消防署及び警察署等からの正確な情報の把握

(ｹ) 自動車による出勤、帰宅等の自粛及び危険物車両の運行の自粛

(ｺ) 火の使用の自粛

(ｻ) 危険物の安全確保

(ｼ) 不特定多数の者が出入りする職場における入場者の安全確保

(ｽ) 初期消火

(ｾ) 被災者の救出及び救援への協力

(ｿ) 職場同士の相互協力

(ﾀ) その他

(4) ハザードマップ等の作成について

市は、国、県、防災関係機関等の協力を得つつ、地域住民の適切な避難や防災知識・活動に資する

よう次の施策を講ずる

ア 浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料を図面表示等を含む形で取りまと

めたハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い、住民等に配布

する。

また、中小河川や内水による浸水に対応した洪水ハザードマップの作成についても、関係機関が

連携しつつ作成・検討を行う。

イ 土砂災害危険箇所等の土砂災害に関する総合的な資料を図面等に含む形で取りまとめたハザード

マップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等を分かりやすく作成し、住民等に配布する。
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ウ 山地災害危険地区等の山地災害に関する行動マニュアル、パンフレット等を作成し、住民に配布

する。

エ 高潮によって浸水が予想される地域や、避難場所、避難路等高潮災害の防止に関する総合的な資

料として図面表示等を含む形で取りまとめたハザードマップや防災マップ、風水害発生時の行動マ

ニュアル等の作成を行い、住民等に配布する。

オ 市の地域の実情に応じ、災害体験館等防災知識の普及に資する施設の設置に努める。

４ 企業防災の促進

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域

との共生）を十分認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を

策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策

定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努めることが望ましい。

このため、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企

業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図り、また、企業を地域コミュニ

ティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。
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第６節 防災訓練

［各部局、下行消防本部］

風水害等の災害発生時等における災害応急対策の迅速かつ円滑な実施を期するため、計画的、継続的な防

災訓練を実施するものとする。

施１ 総合防災訓練の実

市は、毎年原則として防災の日（９月１日）又は防災週間（８月３０日～９月５日）内に、災害応急対

策の迅速かつ的確なる遂行を図るため、次の災害想定を単独若しくは組み合わせた防災訓練又はさらに大

規模地震・津波想定を組み合わせた防災訓練を企画し、県、その他の防災関係機関及び公私の団体、水防

協力団体、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体等及び災害時要援護者を含めた住民の参加のもと

に、総合防災情報システムを活用しながら、個別防災訓練を有機的に連携させた総合防災訓練を行うとと

もに、相互応援協定等に基づく広域応援等による実践的な総合防災訓練を実施する。

訓練の方法については、努めて、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に判断を行わ

せる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。

なお、訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点を明確にし、必要に応じて体制等の改善を行う。

(1) 風水害想定

風水害を想定した総合防災訓練は、県、その他の防災関係機関等の協力を得て、次のとおり実施す

る。

また、訓練の実施に当たっては、必要に応じハザードマップを活用して行う。

ア 市水防計画に基づいて実施する。

イ 実施時期は、できるだけ出水期又は台風シーズン前とし、毎年１回以上実施するよう努める。

ウ 実施場所は、毎年、河川危険箇所、注意箇所等洪水が予想される場所を選定して実施する。

エ 訓練内容は、おおむね次のとおりとする。

(ｱ) 災害広報訓練

(ｲ) 情報収集伝達訓練

(ｳ) 災害対策本部設置訓練

(ｴ) 交通規制訓練

(ｵ) 避難・避難誘導訓練

(ｶ) 水防訓練

(ｷ) 土砂災害防御訓練

(ｸ) 救助・救出訓練

(ｹ) 救急・救護訓練

(ｺ) 応急復旧訓練

(ｻ) 生活関連訓練

(ｼ) 隣接市町村、隣接県等との連携訓練

(ｽ) 災害時要援護者の安全確保訓練

(ｾ) ボランティアの受入れ・活動訓練

(ｿ) その他災害想定に応じた必要な訓練

(2) 火災想定

火災を想定した総合防災訓練は、県、その他の防災関係機関等の協力を得て次のとおり実施する。
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ア 実施期間は、火災予防運動期間内とする。

なお、林野火災想定の訓練にあっては、林野火災の多発する時期の前とする。

イ 実施場所は、林野及び市街地とし、それぞれ年１回以上実施するよう努める。

ウ 訓練内容は、おおむね次のとおりとする。

(ｱ) 消火訓練

(ｲ) 消防機関の出動訓練

(ｳ) 避難・避難誘導訓練

(ｴ) 救出・救助訓練

(ｵ) 救急・救護訓練

(ｶ) 災害広報訓練

(ｷ) 情報の収集・伝達訓練

(ｸ) 隣接市町村、隣接県等との連携訓練

(ｹ) 災害時要援護者の安全確保訓練

(ｺ) ボランティアの受入れ・活動訓練

(ｻ) その他災害想定に応じた必要な訓練

２ 個別防災訓練の実施

市は、災害時において処理すべき事務又は業務を迅速かつ円滑に行うため、個別防災訓練を定期的に実

施する。

なお、訓練項目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 通信訓練

(2) 情報収集伝達訓練

(3) 非常召集訓練

(4) 災害対策本部設置等訓練

(5) 避難・避難誘導訓練

(6) 消火訓練

(7) 救助・救出訓練

(8) 救急・救護訓練

(9) 水防訓練

(10) 給水・炊き出し訓練

(11) 図上訓練

(12) その他

３ 防災訓練に関する普及啓発

個別防災訓練や総合防災訓練の参加者となる住民に対して、市の広報など各種の媒体を通じた普及啓発

を行い、防災訓練への参加意識を高揚する。

また、市は地域の防災力を高めるため、住民自らが実施し、幅広い層が参加する防災訓練の普及に努め

るとともに、地域住民と一体的に取り組む訓練の実施を推進する。
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第７節 避難対策

［総務部、下行消防本部、各施設管理者］

風水害等の災害時において住家を失った住民及び風水害等の災害に起因する水害、土砂災害、火災等の二

次災害危険箇所周辺の住民を保護するため、避難場所及び避難路の選定、避難訓練、避難に関する広報、避

難計画の策定等避難体制の整備を図るものとする。

１ 避難場所の選定

市は、風水害等の災害が発生した場合に住民の生命、身体を保護するため、次により避難場所を選定す

る。

(1) 避難場所の選定

ア 避難者１人当たりの必要面積をおおむね２㎡以上とする。

イ 要避難地区のすべての住民（昼間人口も考慮する。）を収容できるよう配置する。

ウ 洪水流の遡上域よりも高所にあるところとする。

エ 大規模ながけくずれ、浸水などの危険のないところにする。

オ 土砂災害の危険箇所からはずれたところとする。

カ 地区分けをする場合においては、町単位を原則とするが、主要道路、鉄道、河川等を横断して避

難することはできるだけ避ける。

キ 災害時要援護者に配慮した避難場所を確保するとともに、旅館等の借り上げなど多様な避難場所

を確保する。

ク 状況に応じて、他の避難場所に移動が可能なところとする。

(2) 避難場所の事前指定等

避難場所等は、次頁以降のとおりである。
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ア 学校・保育所等

地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯
震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

本町 68 第一田名部小学校 柳町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ １
田名部町 230 体育館 二丁目7-1 270 22-1236 540
柳町一丁目 グラウンド 7,935 15,871
～四丁目 2,286
栗山町 624 むつ中学校 栗山町17-2 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ ２
女館 352 体育館 515 22-1641 1,029
尻釜 62 グラウンド 11,016 22,032
宮後 39
樺山 161 むつ来さまい館 田名部町 館 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ ３
上川町 929 10-1 1,215 33-8191 2,430
横迎町一丁目

1,747 むつ下北観光物 柳町 館 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ ４･二丁目
赤坂 550 産館 1-10-25 864 33-8191 1,728
斗南岡 164
最花 128 柳町ひまわり保育 柳町 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ ５
品ノ木 999 園 遊戯室等 一丁目9-13 58 22-1655 116
酪農 79 園 庭 358 715

横迎町保育所 横迎町 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ ６
遊戯室等 二丁目3-23 76 22-2802 152
園 庭 364 728

土手内 589 土手内集会所 字土手内 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ ７
集会室 74-922 70 140

仲町 1,469 田名部中学校 緑町22-8 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ ８
若松町 762 体育館 803 22-1930 1,606
海老川町 1,558 グラウンド 7,093 14,186
昭和町 1,399
港町 5 田名部高等学校 海老川町 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ ９
緑町 988 体育館 6-18 804 22-1184 1,608
下北町 888 グラウンド 10,268 20,536

緑町保育所 緑町8-10 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 10
遊戯室等 57 22-4015 113

園 庭 297 594

海老川コミュニ 緑町3-1 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 11
ティセンター 23-0111
集会室等 83 165

屋 外 1,792 3,584

新町 2,334 苫生小学校 金曲 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 12

苫生一丁目 体育館 一丁目5-10 372 22-5141 744

・二丁目 833 グラウンド 8,172 16,343

金曲一丁目 1,240

昭和町 1,399 新町保育所 新町6-35 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 13

遊戯室等 73 22-1812 145

グラウンド 937 1,873

禄 寿 荘 新町32-36 介護福祉 木 造 ○ × ○ ○ 14

集会室等 63 課長 126

屋 外 1,000 23-5800 2,000
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

2,132 第二田名部小学校 小川町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 15小川町一丁目

体育館 一丁目18-10 349 22-1450 698･二丁目

1,373 グラウンド 8,890 17,779金谷一丁目

・二丁目

中央一丁目 255 小川町第２白百合 小川町 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 16

岩菜 16 保育園 遊戯室等 一丁目15-13 42 22-1689 84

金谷団地 43 園 庭 449 897

緑ヶ丘 838

松山町 865 市民体育館 金谷 市民スポ 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 17

十二林 241 一丁目7-26 ーツ課長

美里町 211 体育館 510 22-5757 1,019

長坂 53

南町 447 第三田名部小学校 金曲 学 校 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 18

赤川町 216 体育館 二丁目11-12 143 22-1266 285

南赤川町 50 グラウンド 6,398 12,795

松原町 250

金曲二丁目･ 1,193 大曲コミュニティ 大曲 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 19

三丁目 センター 二丁目1-1 23-0086

大曲一丁目 1,202 研修室等 94 188～

三丁目 グラウンド 185 370

山田町 1,274 大平小学校 大平町8-6 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 20

真砂町 7 体育館 450 24-1291 900

文京町 949 グラウンド 5,091 10,182

並川町 1,061

大平町 1,456 大平中学校 並川町2-4 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 21

大湊新町 1,071 体育館 479 24-1714 958

旭町 1,046 グラウンド 10,435 20,870

中央二丁目 994

荒川町 628 むつ工業高等学校 文京町22-7 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 22

松森町 741 体育館 703 24-2164 1,406

越葉沢 56 グラウンド 18,676 37,352

(落野沢)

大平保育園 大平町39-6 園 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 23

遊戯室等 47 24-2294 94

園 庭 547 1,093

大 湊 浜 町 615 大湊小学校 大湊上町 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ × 24

大 湊 上 町 648 体育館 43-32 438 24-1810 875

川 守 町 995 グラウンド 6,537 13,073

勤労青少年ホーム 大湊上町 商工観光 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 25

体育館 3-12 273 課長 546

24-2410

むつ市中央公民館 大湊浜町 館 長 鉄筋コン ○ ○ ○ × 26

講 堂 13-1 140 24-1224 279

福 寿 荘 川守町5-9 木 造 ○ × ○ ○ 27介護福祉課長

集会室等 78 29-1800 156
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

宇田町 615 大湊中学校 桜木町19-1 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 28

桜木町 1,309 体育館 455 24-2138 910

大湊町 820 グラウンド 12,477 24,953

宇曽利川 206

大湊高等学校 大湊 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 29

体育館 字大近川 794 24-1244 1,588

グラウンド 44-84 17,597 35,193

学習センター 宇田町21-25 生涯学習 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 30

集会室等 142 課長 283

24-4444

堺田 41 城ヶ沢小学校 城ヶ沢 学 校 長 鉄 骨 造 ○ × ○ × 31

城ヶ沢 209 体育館 字畑下丁塚1 144 24-1107 288

新城ヶ沢 274 グラウンド 4,343 8,686

泉沢 113

永下 36 角違小中学校 城ヶ沢 教育委員 木 造 ○ × ○ ○ 32

近沢 65 体育館 字流道14-60 127 会総務課 253

大川目 グラウンド 4,124 8,248

角違 202

一里小屋 160 旧金谷沢小学校 奥内 教育委員 木 造 × × ○ ○ 33

大室平 155 体育館 字金谷沢 64 会総務課 128

金谷沢 198 グラウンド 1-28 2,647 5,294

神山 48

今泉 28 奥内小学校 奥内 学 校 長 鉄筋コン ○ × ○ ○ 34

石蕨平 10 体育館 字中野40 368 26-2214 736

二又 10 グラウンド 6,993 13,986

奥内 327

浜奥内 167 近川中学校 奥内 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 35

近川 557 体育館 字江豚沢1-2 348 26-2114 696

中野沢 353 グラウンド 13,122 26,243

中野沢開拓 25

旧中野沢小学校 中野沢 教育委員 木 造 × × ○ ○ 36

体育館 字上山道 255 会総務課 509

グラウンド 8-25 12,997 25,993

南関根 359 関根小学校 関根 学 校 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 37

名古平 63 体育館 字北関根 347 25-2120 693

北関根 369 グラウンド 100-1 3,572 7,144

出戸 186

美付 10 関根中学校 関根 学 校 長 木 造 ○ × ○ ○ 38

水川目 70 体育館 字北関根133 169 25-2116 338

浜関根 345 グラウンド 7,872 15,743

清平 2

高梨 78

南名古平 3
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災(人) 電話番号
災 害 号(人) (㎡) 給水 炊飯

川代 230 烏沢小学校 関根 教育委員 木 造 ○ × ○ ○ 39

烏沢 406 体育館 字安畑49-1 145 会総務課 290

新田 23 グラウンド 2,152 4,304

上新田 6

新町 443 第一川内小学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 40

榀木 245 体育館 熊ケ平1-3 303 42-2215 605

熊ケ平 279 グラウンド 2,970 5,939

新町集会所 川内町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 41

集会室等 熊ケ平1-5 25 42-4023 49

第一川内保育所 川内町 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 42

遊戯室等 榀木38 175 42-3843 350

園 庭 100 200

あたご幼稚園 川内町 園 長 木 造 ○ × ○ ○ 43

遊戯室等 川内87 25 42-3673 50

谷地町 219 川内体育館 川内町 教育課長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 44

中町 125 体育館 榀木153 488 42-3700 975

浦町 96 グラウンド 3,625 7,250

上町 217

浜町 165 川内公民館 川内町 館 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 45

板子塚 102 集会室等 榀木153 409 42-3113 817

中浦集会所 川内町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 46

遊戯室等 川内435-2 27 53

仲崎 927 川内中学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 47

初見 144 体育館 休所5-1 350 42-2213 700

葛沢 27 グラウンド 11,217 22,434

健康管理ｾﾝﾀｰ 川内町 健康福祉 木 造 ○ ○ ○ ○ 48

集会室等 休所42 66 課長 132

42-4163

エビナ保育園 川内町 園 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 49

遊戯室等 休所42-184 110 42-2216 220

初見地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 50

集会室等 休所42-140 25 49

仲崎ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 川内町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 51

集会室等 川内424 17 33
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

戸沢 143 戸沢地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 52
袰川 101 集会室等 川代15-1 41 42-3977 82

袰川地区公民館 川内町 地区館長 木造モル ○ ○ ○ ○ 53
集会室等 袰川103-80 33 66

田野沢 192 田野沢地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 54
集会室等 田野沢126 25 49

石倉 17 石倉地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 55
高野川 16 集会室等 石倉沢75-2 24 48

小倉平 186 上小倉平地区公民 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 56
銀杏木 194 館 集会室等 上小倉平 25 42-4044 49
安部城 92 140-1

下小倉平地区公民 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 57
館 集会室等 下小倉平98 20 40

銀杏木地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 58
集会室等 銀杏木31 20 40

安部城地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 59
集会室等 新田290-44 20 40

第二川内小学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 60
体育館 立越4-17 165 42-3780 330

グラウンド 3,572 7,143

畑 120 畑地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 61
集会室等 家ノ辺97 41 42-5247 82

旧畑小学校 川内町家ノ 教育課長 木 造 ○ ○ ○ ○ 62
集会室等 辺100-87 165 42-3700 330
グラウンド 3,741 7,482

湯野川 82 湯野川地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 63
集会室等 湯野川25-1 41 42-5349 82

旧湯野川小学校 川内町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 64
体育館 湯野川3-3 99 198
グラウンド 3,637 7,275

桧川 513 桧川地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 65
集会室等 川代4-1 20 40

桧川小学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 66
体育館 川代225-1 418 42-3782 835

グラウンド 4,342 8,683

川内高等学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 67
体育館 家ノ上48 1,250 42-2214 2,500

グラウンド 9,719 19,438
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

宿野部 409 宿野部地区公民館 川内町 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 68

集会室等 宿野部106-1 43-2218

屋 外 20 40

宿野部小学校 川内町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 69

体育館 宿野部 149 43-2121 298

グラウンド 榀木平56-13 11,601 23,201

蛎崎 339 蛎崎地区公民館 川内町蛎崎 地区館長 木 造 ○ ○ ○ ○ 70

集会室等 寺ノ前148-3 20 40

6

蛎崎小学校 川内町蛎崎 学 校 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 71

体育館 合野74-1 159 43-2110 317

グラウンド 4,041 8,082

正津川 385 正津川小学校 大畑町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ × 72

平 721 体育館 正津川平 281 34-2270 562

高待 104 グラウンド 114-20 3,332 6,664

正津川地区公民館 大畑町 館 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 73

集会室等 正津川平 169 34-2231 338

屋 外 87-1 595 1,189

正津川児童館 大畑町 館 長 木 造 ○ × ○ × 74

集会室等 正津川平 90 34-3138 179

114-64 1,150 2,300

(大畑) 東町町内会館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 75

上野 1,624 集会室等 筒万坂56-7 51 34-5323 102

筒万坂 188 屋 外 121 242

東町 291

庚申堂 101 大畑小学校 大畑町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 76

体育館 伊勢堂1-1 473 34-2237 945

グラウンド 4,523 9,045

大畑公民館 大畑町 館 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 77

講 堂 中島108-5 270 34-2321 539

大畑体育館 大畑町 館 長 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 78

体育館 中島108-5 466 34-2321 931

屋 外 6,968 13,935

上野町内会館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 79

集会室等 上野85 47 34-4472 94

屋 外 340 680
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

中島 519 中島児童館 大畑町 館 長 木 造 ○ × ○ ○ 80

新町 410 体育館 中島72-2 134 34-3137 268

グラウンド 1,837 3,673

中島町内会館 大畑町 館 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 81

集会室等 中島80-16 25 34-6303 49

屋 外 80 160

大畑中央保育所 大畑町 所 長 木 造 ○ ○ ○ ○ 82

遊戯室等 中島4-4 253 34-5100 506

園 庭 3,340 6,680

新町町内会館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 83

集会室等 新町99-1 39 34-5350 77

屋 外 226 452

湯坂下 624 湯坂下児童館 大畑町 館 長 木 造 ○ × ○ ○ 84

体育館 湯坂下9-4 90 34-2138 179

グラウンド 1,579 3,157

湯坂下町内会館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 85

集会室等 湯坂下9-4 52 34-6840 103

屋 外 147 294

本町 859 本町町内館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 86

南町 515 集会室等 庚申堂9-7 50 34-3945 100

兎沢 543 屋 外 250 410

庚申堂 102

大畑中学校 大畑町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 87

体育館 兎沢17-7 714 34-4372 1,427

グラウンド 12,635 25,270

総合福祉センター 大畑町 健康福祉 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 88

集会室等 観音堂25-1 84 課 168長

屋 外 1,932 34-4646 3,863

孫次郎間 468 孫次郎間地区公民 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 89

二枚橋 279 館 集会室等 孫次郎間 61 34-6310 122

釣屋浜 157 屋 外 19-24 280 559

二枚橋地区公民館 大畑町 町内会長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ × 90

集会室等 釣屋浜 163 34-4202 326

屋 外 16-2 817 1,633

二枚橋小学校 大畑町 学 校 長 鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ 91

体育館 釣屋浜22-72 281 34-2338 561

グラウンド 3,608 7,215
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

小目名 133 大畑町 町内会長 木造モル ○ ○ ○ ○ 92

高橋川 44 小目名地区公民館 小目名村54 61 34-4666 121

集会室等 148 295

小目名小学校 大畑町 教育課長 木 造 ○ ○ ○ ○ 93

体育館 小目名 66 132

グラウンド 家ノ下 2,461 4,922

高橋川コミュニ 大畑町 木 造 ○ ○ ○ ○ 94地域振興

課長ティセンター集 高橋川30-7

会室等 25 34-3473 49

屋 外 196 392

木野部 86 木野部地区公民館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ × 95

佐助川 58 集会室等 佐助川29-3 57 34-5354 114

赤川 132 屋 外 250 499

佐助川小学校 大畑町 教育課長 鉄 骨 造 ○ × ○ × 96

体育館 佐助川22-2 412 823

グラウンド 640 1,281

赤川地区公民館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ × 97

集会室等 赤川3-4 55 34-6489 110

屋 外 1,085 2,170

青森県立下北少年 大畑町 所 長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 98

自然の家 体育館 佐助川399 309 34-5858 618

グラウンド 61,216 122,432

関根橋 235 関根橋小学校 大畑町正津 教育課長 木 造 ○ ○ ○ ○ 99

体育館 川大畑道 73 145

グラウンド 31-4 1,021 2,042

関根橋地区公民館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 100

集会室等 関根橋14 58 34-5320 115

屋 外 253 506

湊村 577 湊町内会館 大畑町 町内会長 木 造 ○ ○ ○ × 101

集会室等 湊村159-4 43 34-2917 85

屋 外 188 375

大畑コミュニティ 大畑町 地域振興 鉄 骨 造 ○ ○ ○ × 102

センター 湊村165-8 課長 233

集会室等 117 34-4474 3,227

屋 外 1,614

(桂沢) 1,250 脇野沢小学校 脇野沢 学 校 長 鉄筋コン ○ × ○ ○ 103

(本村) 体育館 桂沢71-1 348 44-2345 696

(渡向) グラウンド 5,300 10,600
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地 津 番収容地 収容可 管理者名 施設の構 給水・炊飯

震 波収容地区名 区人口 施 設 名 所 在 地 能人員 造・面積 施設の有無

火 災電話番号
災 害 号(人) (人) (㎡) 給水 炊飯

地域交流センター 脇野沢 教育課長 鉄筋コン ○ ○ ○ ○ 104

アリーナ 渡向107-1 231 44-2110 463

256 脇野沢中学校 脇野沢 学 校 長 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 105

(瀬野川目) 体育館 瀬野川目 379 44-2023 758

(黒岩) グラウンド 85-2 4,335 8,670

瀬野地区コミュニ 脇野沢 地域振興 木 造 ○ ○ ○ ○ 106

ティセンター 瀬野川目65 164 課 328長

44-3420

386 小沢地区公民館 脇野沢 教育課長 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 107

(赤坂) 集会室等 小サ沢1-9 670 44-2100 1,340

(稲平) グラウンド 3,345 6,690

(小ｻ沢)

(小沢) 小沢地区生活福祉 脇野沢 地域振興 木 造 ○ ○ ○ ○ 108

長(鹿間平) センター 鹿間平6-4 課

201 44-2317 402

滝山 90 滝山地区公民館 脇野沢 教育課長 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 109

片貝 101 集会室等 滝山315 500 44-2100 1,000

源藤城 118 グラウンド 2,115 4,230

滝山地区生活福祉 脇野沢 地域振興 木 造 ○ ○ ○ ○ 110

長センター 滝山150 課

191 44-2319 382

九艘泊 113 九艘泊地区公民館 脇野沢 教育課長 鉄 骨 造 ○ × ○ ○ 111

集会室等 九艘泊110 345 44-2100 689

グラウンド 1,125 2,249

(芋田) 芋田地区集会所 脇野沢 町内会長 木 造 ○ ○ ○ ○ 112

九艘泊14-3 15 44-2804 30

新井田 38 新井田地区生活改 脇野沢 地域振興 木 造 ○ × ○ ○ 113

善センター 新井田12 61 課 121長

44-3421

寄浪 126 寄浪地区生活福祉 脇野沢 地域振興 木 造 ○ ○ ○ ○ 114

センター 寄浪41 166 課長 332

44-2241

蛸田 52 蛸田地区生活福祉 脇野沢 地域振興 木 造 ○ ○ ○ ○ 115

センター 蛸田86 161 課 322長

44-2242

※（ ）は、住民基本台帳登録上の住所名でなく、部落名であり、地区に集計される地名である。
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イ 公 園 等

番収容地区 収容可 管理者名 施設の 地 津
収 容 地 区 名 名 称 所 在 地 能人員 電話番号 面 積 震 波人 口

火 災
号(人) (人) (㎡) 災 害

上町 ○ ○ １640 上町児童公園 大湊上町5番 都市計画課長 1,800900
22-1111

宇田町 586 ○ × ２宇田児童公園 宇田町210番 都市計画課長 2,9001,450
22-1111

新町 2,354 ○ ○ ３新町児童公園 新町206番 都市計画課長 2,3001,150
22-1111

柳町一丁目 293 ○ ○ ４柳町児童公園 柳町一丁目296番 都市計画課長 1,500750
22-1111

文京町 963 ○ ○ ５文京児童公園 文京町224番 都市計画課長 1,500750
22-1111

宇曽利川 207 ○ ○ ６宇曽利川児童公園 大湊字宇曽利川村4 都市計画課長 3,2691,635
堺田 43 22-11112番地

柳町二丁目 627 ○ ○ ７むつ北児童公園 柳町二丁目155番 都市計画課長 2,5001,250
22-1111

小川町一丁目 1,413 ○ ○ ８小川町児童公園 小川町一丁目416番 都市計画課長 2,6001,300
22-1111

横迎町二丁目 850 ○ ○ ９横迎町児童公園 横迎町二丁目229番 都市計画課長 3,5001,750
22-1111

川守町 1,027 ○ ○ 10川守町児童公園 川守町20番1 都市計画課長 3,8001,900
22-1111

旭町 1,029 ○ ○ 11旭町児童公園 旭町243番1 都市計画課長 1,900950
22-1111

桜木町 1,303 ○ ○ 12水源池公園 宇田町368番 都市計画課長 56,00028,000
22-1111

金谷一丁目 834 ○ ○ 13金谷公園 金谷一丁目330番1 都市計画課長 41,00020,500
金谷二丁目 581 22-1111

小川町二丁目 762 ○ ○ 14代官山公園 小川町二丁目57番 都市計画課長 11,0005,500
22-1111

山田町 1,318 ○ ○ 15むつ運動公園 山田町43番1 市民スポーツ 143,00071,500
22-1111課長

柳町一丁目 293 ○ ○ 16むつ市イベント広場 柳町一丁目323番4 むつ来さまい 4,100500
上町 929 館長33-8191

浜関根 347 ○ × 17関根浜漁民研修セ 北関根313番 浜関根町内会 1,000750
ンター前広場 長

25-2344

中央二丁目 1,013 ○ ○ 18中央団地北緑地 都市計画課長 1,500中央二丁目312番の14 900
22-1111

中央二丁目 1,013 ○ ○ 19中央団地南緑地 都市計画課長 1,800中央二丁目118番の67 1,726
22-1111

仲崎地区 500 ○ ○ 20ふれあい広場 川内町中道129-7 建設課長 3,4521,805
42-2111

二枚橋、釣屋浜 441 875 ○ ○ 21二枚橋地区防災広場 大畑町釣屋浜22-37 管理課長 3,610
34-2111

本町、南町、筒 1,562 375 750 ○ ○ 22大安寺敷地内 大畑町本町80-20 住職
万坂 34-2926

兎沢、関根橋 778 12,000 ○ ○ 23大畑高校グラウン 大畑町兎沢17-200 学校長 29,698
34-3120ド

孫次郎間、湯坂 1,092 6,712 85,140 ○ ○ 24大畑中央公園 大畑町涌舘地内 理事長
下 34-5397

新町、本町 1,269 129 34-2710 258 ○ ○ 25大畑奉仕店会前 大畑町新町130 会長
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番収容地区 収容可 管理者名 施設の 地 津
収 容 地 区 名 名 称 所 在 地 能人員 電話番号 面 積 震 波人 口

火 災
号(人) (人) (㎡) 災 害

上野 1,629 480 34-4137 960 ○ ○ 26渡辺商店(有)駐車場 大畑町水木沢34-26 社長

正津川、高待 489 250 34-3829 500 ○ ○ 27優婆寺駐車場 大畑町正津川87-2 住職

薬研 21 1,078 2,156 ○ ○ 28県営駐車場 大畑町薬研 道路管理課長
22-1231

奥薬研 2,325 ○ ○ 29老人福祉センター 大畑町赤滝山国有 健康福祉課長1,163
34-4646駐車場 林1058へ2小班

中島、湊村 1,096 900 34-3137 ○ ○ 30中島児童公園 大畑町中島72-2 館長 1,800

清水町・下町・ 318 100 ○ ○ 31脇野沢八幡宮境内 脇野沢桂沢18-1 総代 905
緑町

瀬野川目・黒岩 256 2,000 ○ ○ 32愛宕山公園 脇野沢瀬野川目1-1 産業振興課長
44-2111

小沢・稲平・鹿 336 100 ○ ○ 33小沢稲平高原 脇野沢稲平
間平

稲平・鹿間平 59 100 ○ ○ 34小沢鹿間平高原 脇野沢鹿間平

新井田 36 50 ○ ○ 35新井田高台 脇野沢新井田

寄浪 123 100 ○ ○ 36寄浪高台 脇野沢寄浪

蛸田 52 100 ○ ○ 37蛸田高台 脇野沢蛸田

源藤城 113 100 ○ ○ 38源藤城神社 脇野沢源藤城 542

瀬野川目・黒岩 256 2,000 ○ ○ 39脇野沢総合運動場 脇野沢瀬野川目152 教育課長 8,100
44-2110

ウ 広域避難場所

地 津 番収容可能 管理者名 施設の構造
施 設 震 波収容地区名 （ 名 称 ） 所 在 地 人 員 電話番号 ・ 面 積

火 災
災 害 号(人) (㎡)

鉄骨・鉄筋コ指定管理者
市内全域 むつ市ウエルネスパーク 28-4341 ○ × １真砂町８－８ ンクリート造

しもきた克雪ドーム 17,7778,888
センターハウス 1,946 3,891

下北地域県
市内全域 大平緑地 真砂町地先 20,000 民局地域整 40,000 ○ × ２

備部管理課
22-1231

エ 災害の状況により、上記の避難場所のみで不足する場合は、民間施設等の使用措置を講ずる。

オ 市区域内で適当な施設を得難いときは、野外に仮設建物又は天幕を設置するか、場合によっては

隣接市町村に要請し、避難場所の提供を求める。

カ 避難場所・避難路位置図は、第７節の末尾に掲載する。
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２ 避難場所の整備

避難場所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、通信機器等のほか、高齢者、障害者、乳幼児、

妊産婦等の災害時要援護者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。

さらに、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。

３ 避難場所標識の設置等

避難場所及び周辺道路には、案内標識、誘導標識等を設置し、地域住民に周知する。

４ 避難路及び避難場所周辺の交通規制

風水害発生時における混乱を防止し、避難を容易にするため、必要に応じ、むつ警察署、下北地域県民

局地域整備部と協力し、避難路及び避難場所周辺の駐車場規制等の交通規制を実施しておく。

５ 避難訓練の実施

住民の意識の高揚を図るため、定期的に避難訓練を実施する。

６ 避難に関する広報

住民が的確な避難行動をとることができるようにするため、平素から次により広報活動を実施する。

(1) 避難場所等の広報

地域住民に対して、避難場所等に関する次の事項について、周知徹底を図る。

ア 避難場所の名称

イ 避難場所の所在位置

ウ 避難地区分け

エ その他必要な事項

(2) 避難のための心得の周知徹底

地域住民に対して、次の避難に関する心得の周知徹底を図る。

ア 避難準備の知識

イ 避難時の知識

ウ 避難後の心得

７ 避難計画の策定

市は、次の事項に留意して避難計画を策定しておく。

(1) 避難の勧告又は指示を行う基準及び対象人口

(2) 避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口

(3) 避難所ごとの対象地区、対象人口及び高齢者、障害者等災害時要援護者の状況

(4) 避難場所への経路及び誘導方法

(5) 高齢者、障害者等災害時要援護者の適切な避難誘導体制及び避難場所における施設・設備の整備

(6) 避難場所開設に伴う被災者救援措置に関する事項

(7) 避難場所の管理に関する事項

(8) 災害時における広報
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①、②、③・・・は、学校、保育等の建物を含む避難場所を、 、 、 ・・・は、公園等の屋外のみの避難場所を示しています。

①

②

③
④⑤
⑥

⑦

⑧
⑨

⑩⑪

⑫

⑬
⑭

⑮

⑯
⑰

⑱

⑲

⑳




































むつ地区・避難場所位置図

むつ地区【学校・保育所等】 むつ地区【公園等】

番号 施　　設　　名 番号 施　　設　　名 番号 施　　設　　名

① 第一田名部小学校  大平中学校 上町児童公園

② むつ中学校  むつ工業高等学校 宇田児童公園

③ むつ来さまい館  大平保育園 新町児童公園

④ むつ下北観光物産館  大湊小学校 柳町児童公園

⑤ 柳町ひまわり保育園  勤労青少年ホーム 文京児童公園

⑥ 横迎町保育所  むつ市中央公民館 宇曽利川児童公園

⑦ 土手内集会所  福寿荘 むつ北児童公園

⑧ 田名部中学校  大湊中学校 小川町児童公園

⑨ 田名部高等学校  大湊高等学校 横迎町児童公園

⑩ 緑町保育所  学習センター 川守町児童公園

⑪ 海老川町コミュニティセンター  城ヶ沢小学校 旭町児童公園

⑫ 苫生小学校  角違小中学校 水源池公園

⑬ 新町保育所  旧金谷沢小学校 金谷公園

⑭ 禄寿荘  奥内小学校 代官山公園

⑮ 第二田名部小学校  近川中学校 むつ運動公園

⑯ 小川町第２白百合保育園  旧中野沢小学校 むつ市イベント広場

⑰ 市民体育館  関根小学校 関根浜漁民研修センター前広場

⑱ 第三田名部小学校  関根中学校 中央団地北緑地

⑲ 大曲コミュニティセンター  烏沢小学校 中央団地南緑地
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
















































川内地区・避難場所位置図

川内地区【学校・保育所等】

番号 施　　設　　名

 第一川内小学校

 新町集会所

 第一川内保育所

 あたご幼稚園

 川内体育館

 川内公民館

 中浦集会所

 川内中学校

 健康管理センター

 エビナ保育園

 初見地区公民館

 仲崎コミュニティーセンター

 戸沢地区公民館

 袰川地区公民館

 田野沢地区公民館

 石倉地区公民館

 上小倉平地区公民館

 下小倉平地区公民館

 銀杏木地区公民館

 安部城地区公民館

 第二川内小学校

 畑地区公民館

 旧畑小学校

 湯野川地区公民館

 旧湯野川小学校

 桧川地区公民館

 桧川小学校

 川内高等学校

 宿野部地区公民館

 宿野部小学校

 蛎崎地区公民館

 蛎崎小学校

川内地区【公園等】

番号 施　　設　　名

ふれあい公園
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







脇野沢地区・避難場所位置図

脇野沢地区【学校・保育所等】 脇野沢地区【公園等】

番号 施　　設　　名 番号 施　　設　　名

 脇野沢小学校 脇野沢八幡宮境内

 地域交流センター 愛宕山公園

 脇野沢中学校 小沢稲平高原

 瀬野地区コミュニティセンター 小沢鹿間平高原

小沢地区公民館 新井田高台

小沢地区生活福祉センター 寄浪高台

滝山地区公民館 蛸田高台

滝山地区生活福祉センター 源藤城神社

九艘泊地区公民館 脇野沢総合運動場

 芋田地区集会所

新井田地区生活改善センター

寄浪地区生活福祉センター

蛸田地区生活福祉センター


